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本日の委員会に付された案件は次のとおりである。  
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         の件 
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開会 午前９時３０分 

 

○委員長（寺脇直子君） 

  皆様、おはようございます。 

  これより、予算特別委員会を開会いたし

ます。 

  開会に当たり、一言御挨拶を申し上げま

す。 

  本日は時節柄、何かとお忙しい中、委員

の皆様には御出席を賜りまして厚く御礼を

申し上げます。 

  さて、先般の３月８日の本会議におきま

して、予算特別委員会が設置され、私、寺

脇が委員長に、池田委員が副委員長に選任

されました。どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

  審査に当たりまして、監査委員から財政

調整基金が枯渇している状況などの課題に

ついて厳しく指摘されております。したが

いまして、議会としても予算執行が適正に

行われ、それにより行政効果が発揮できた

かどうか、また、議会による予算審査など

の趣旨が十分生かされたかなど、確認しな

ければならない重大な責任があり、着眼す

るところは多々あると存じます。 

  委員会は限られた日数の中ですが、十分

慎重審議がなされますよう、委員各位の御

理解と御協力をお願いいたしまして、御挨

拶とさせていただきます。よろしくお願い

します。 

  それでは、座らせていただきます。 

  ただいまの出席委員は６名であります。

定足数に達しておりますので、予算特別委

員会を開会いたします。 

  今年度もコロナ禍での予算委員会となり

ます。皆様には発言の際にもマスク着用の

ままでお願いします。おおむね１時間ごと

に休憩をとり、換気をさせていただきます。 

  また、傍聴につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症対策のため、委員会の会場

には入っていただけませんので、第１会議

室にて音声傍聴の形をとらせていただきま

す。御了承願います。 

  委員会の開会に当たりまして、町長より

挨拶がございます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  皆さん、おはようございます。 

  まず、冒頭に私の体調不良に対しまして、

議会の皆様、定例会議の会期に対しまして

欠席をさせていただきまして、本当に申し

訳ございませんでした。また、一般質問の

日程も御変更いただいたということでござ

います。実は２月２５日のときからちょっ

と体調不良でございまして、結果なんです

けれども、軽い脳梗塞というところのもの

が見られるというところでございました。

本来、翌日から精密検査というところで、

尼崎の先端医療のところ、それから、関西

労災、いろいろとセカンドオピニオンとい

うか、いろいろかかっております。最後の

ものはまだ４月になって、最終的な検査が

行われますけれども、まだ状況としては脳

梗塞の軽いものであるというところでござ

います。３月８日に朝起きると、もう脳の

ところに血が回っていなかったのでしょう、

本当に立ち上がれなくて、そのときに発熱

をいたしました。本当にそのときにびっく

りをいたしまして、重要な会議でありなが

ら、一般質問でありながら発熱というとこ

ろで、もうコロナを疑ってしまいました。

前の土日のところでたくさんの方々とお会

いをしていたということもございます。真

っ先にＰＣＲ検査のほうだけを受けさせて

いただきまして、そうすると、結果として

は陰性だったというところでございました。

一安心というところでございます。幾ら軽

い脳梗塞ということでありましても、医者
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のほうからは発症したらすぐに救急で駆け

つけないとえらいことになるよということ

で物すごくお叱りを頂きました。まだ残さ

れた検査は残っておりますけれども、薬の

ほうの処方も頂いて、すっかり元気になり

ましたので、今日、改めて皆様におわびと

ともに、この予算特別委員会、つつがなく

御説明をさせていただければというように

思いますので、大変御迷惑をおかけしたこ

とを深くおわびを申し上げます。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ここで、委員長から皆様にお願いがあり

ます。 

  発言の際は、最初に挙手をしてください。

委員長が指名をしてから起立の上、質疑・

答弁をしてください。また、理事者は初め

に所属と氏名を言ってから説明・答弁を願

います。 

  審査は第１７号議案から第２２号議案ま

で、議案番号順に一議事一処理で、質疑、

討論、採決をしていただきます。 

  また、予算特別委員会の進め方ですが、

３月４日の全員協議会において、予算説明

資料のページ番号順、所属順で進め、主な

歳入についても併せて説明していただくと

いうことになりましたので、そのとおり進

めさせていただきます。 

  事前に当初予算説明資料が配付されてお

りますので、新規事業や町政運営方針で述

べられているもので特に説明が必要と思わ

れるところのみ順次挙手していただき、説

明していただければ結構です。説明がなけ

れば質疑から始めます。 

  また、委員の方は、教えてくださいとか、

要望や予算に関係のない質疑、一般質問の

ような質疑は控えてください。理事者の答

弁も、簡潔明快にお願いいたします。 

  委員会は、本日３月１４日と明日３月１

５日の開催で、予備日が３月１６日でござ

います。 

  委員長の希望としましては、第１７号議

案から第２２号議案までの案件を円滑に審

査を進めたいと思っておりますので、皆様

の御協力をお願いします。 

  まず、第１７号議案から審査し、暫時休

憩を入れながら、担当部課を交代していた

だきますので、担当部課以外の方はそれま

で自席で待機してください。 

  以上のように進めていきたいと思います

が、御意見、御質問はございますでしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  ないようですので、円滑な議事進行に御

協力をよろしくお願いします。 

  それでは、第１７号議案、一般会計予算

から始めます。 

  まず、予算説明資料の１０ページから２

０ページまで、議会事務局とまちづくり創

造課所管事業について審査しますので、所

属職員以外の方は退室し、自席で待機をお

願いします。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の審査日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  「第１７号議案 令和４年度豊能町一般

会計予算の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  なお、特別会計を含む各会計の人件費事

業全般の説明につきましては、次の秘書人

事課のところでしていただきますので、よ

ろしくお願いします。 

  まず、最初に予算説明資料の１０ページ

から１４ページまでの議会事務局、１５ペ

ージから２０ページまでのまちづくり創造

課が所管する事業について御説明願います。 

  順次説明を願います。 
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  浜本議会事務局長。 

○議会事務局長（浜本正義君） 

  おはようございます。議会事務局、浜本

です。 

  すみません、予算説明資料の１０ページ

になります。 

  ＳｉｄｅＢｏｏｋｓではしおりがござい

ますので、そちらを開けていって御覧いた

だきますよう、お願いいたします。 

  この１０ページの議会運営事業でござい

ますけれども、昨年度比で８６万円ほど増

になっております。この内容について説明

させていただきます。 

  まず、業務委託料が１６０万円、これが

丸々増額となっているわけでございますけ

れども、この１６０万円なんですけども、

内訳としまして、ペーパーレス議会システ

ムのＳｉｄｅＢｏｏｋｓの利用料、これが

３９万6,０００円、それから、議事録の作

成システム、こちらのほうが９２万4,００

０円になっています。それから、Ｗｉ－Ｆ

ｉ環境を入れましたので、そのセキュリテ

ィーサービスでございまして、それが２８

万円弱、これらが増となっているものでご

ざいます。 

  逆に、役務費が８６万円ほど減になって

いるわけでございますけれども、これは会

議録の作成なんですけれども、本会議と委

員会、それから、全協を業者にお任せして

おったところですけれども、本会議のみ業

者にお任せすることになりまして、委員会

と全員協議会につきましては事務局で作成

するというふうになりました。その分の減

でございます。 

  説明は以上でございます。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  おはようございます。まちづくり創造課

の田中です。 

  それでは、まちづくり創造課所管の令和

４年度予算案につきまして、主要な事業を

順に御説明をさせていただきます。 

  まず、歳出のほうから御説明をいたしま

す。 

  予算説明資料１５ページになります。予

算書では６５ページになります。 

  款２・総務費、項１・総務管理費、目

６・企画費の２、政策推進事業ですが、ス

マートシティ推進事業としまして７４４万6,

０００円を計上いたしております。 

  この事業につきましては、高齢者に優し

いまちづくりや子育てしやすいまちづくり

に向けた課題解決のため、一般社団法人コ

ンパクトスマートシティプラットフォーム

協議会と連携しまして、令和３年度よりコ

ンパクトスマートシティプラットフォーム

の実装に向けた実証実験を開始しておりま

す。 

  来年度、令和４年度につきましては、本

格的に住民にサービスを展開していく予定

にしておりまして、暮らしやすさを住民に

体験してもらえるよう、スマートシティの

構築に向けた取組を進めてまいります。 

  サービスの内容につきましては、協議会

と調整しながら決定、展開していくものな

んですけれども、主な経費といたしまして、

スマートシティサービス対応のアプリ、と

よのんコンシェルジュの普及拡大、それか

ら、ＡＩオンデマンドバスの実証実験、そ

れから、プレミアム付デジタル商品券など

の事業を実施する予定にしておりまして、

それらに要する経費を計上いたしておりま

す。 

  なお、この事業につきましては、特定財

源として新型コロナの臨時交付金を本事業

に充当いたす予定にしております。 

  次に、同じく政策推進事業の中の「まち

活」とよのリビングラボ事業といたしまし

て７９０万4,０００円を計上いたしており
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ます。 

  まち活リビングラボにつきましては、公

民連携の取組として、池田泉州銀行光風台

出張所内にリビングラボを設置し、子育て

広場として未就学児の親子が気軽に集える

憩いのスペースや、また、多世代が交流で

きるコミュニティの空間をオープンしてお

ります。 

  この主な経費といたしましては、物件の

賃貸借料、それから、子育て広場運営にか

かります業務委託料に要する経費を計上い

たしております。 

  この事業につきましても、特定財源とい

たしまして新型コロナの臨時交付金を本事

業に充当しております。 

  次に、予算説明資料１６ページにもあり

ます、予算書では６６ページです。 

  企画費の３の町政ＰＲ事業ですが、とよ

のんＰＲ活動事業として５２万2,０００円

を計上いたしております。 

  この事業につきましては、イメージキャ

ラクターとよのんのＰＲ活動を通じまして、

本町の様々な魅力や特性、または、特産品

や観光資源等を町内外に効果的かつ積極的

に発信していく事業でございます。 

  主な経費といたしまして、とよのんグッ

ズの製作、また、新たなグッズ開発に要す

る経費を計上いたしております。 

  次に、予算説明資料１７ページになりま

す。 

  こちらの４番の地域活性化事業について

ですけども、住宅流通・多様化促進事業と

しまして７４万7,０００円を計上いたして

おります。 

  この事業は総合戦略に基づく地域ぐるみ

の定住促進としまして、住まいの相談窓口

を開設しまして、空き家バンクとともにＮ

ＰＯと連携して取り組んでおる事業でござ

います。 

  主な経費といたしましては、空き家の堀

り起こしを促進するために自治会との連携

モデル事業の構築やマッチング時の成果補

助金等に要する経費を計上いたしておりま

す。 

  なお、この事業につきましても特定財源

としまして、新型コロナの臨時交付金を本

事業に充当いたしております。 

  次に、同じく地域活性化事業の中の協働

による魅力発信事業として１０７万７,００

０円を計上いたしております。 

  協働による魅力発信につきましては、ト

ヨノノレポーターによります地域魅力発信

サイト、トヨノノＰＯＲＴＡＬを活用しま

して、本町のシティプロモーションとして

本町のファンを増やすための取組みを行っ

ております。 

  主な経費といたしましては、このトヨノ

ノＰＯＲＴＡＬのサイトの管理委託、それ

から、トヨノノレポーターの運営支援委託

に要する経費を計上いたしております。 

  次に、同じく地域活性化事業の中の地域

の魅力創出事業といたしまして７２５万６,

０００円を計上いたしております。 

  この事業につきましては、新たに地域お

こし協力隊を１名募集いたしまして、株式

会社能勢・豊能まちづくりと連携しながら、

再生可能エネルギーの普及と地域活性化に

向けた取組を推進し、協働による持続可能

なまちづくりに取り組むものです。 

  主な経費といたしまして、地域おこし協

力隊の活動に要する経費を計上いたしてお

ります。 

  次に、予算説明資料１８ページにまいり

ます。 

  同じく企画費の５、地域公共交通促進事

業ですが、地域公共交通基本構想事業とい

たしまして3,６５９万7,０００円を計上い

たしております。 
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  この事業につきましては、利便性の高い

公共交通、ネットワークの構築を目指すた

めに、地域公共交通会議の運営ですとか、

西地区バス路線及び東地区デマンドタクシ

ーの再編に取り組むものでございます。 

  主な経費といたしまして、豊能西線のバ

ス運行に係ります補助金、それから、デマ

ンドタクシー運行に係ります補助金等に要

する経費を計上いたしております。 

  次に、同じく地域公共交通促進事業の中

の地域公共交通基本計画策定事業といたし

まして７８５万4,０００円を計上いたして

おります。 

  この事業につきましては、まちづくりと

連携しました交通施策を推進するために、

令和４年度から令和５年度の２か年で地域

公共交通の活性化及び再生に関する法律に

基づく新たな地域公共交通基本計画の策定

に取り組むものです。 

  主な経費といたしまして、計画策定支援

のための業務委託に要する経費を計上いた

しております。 

  なお、特定財源としまして、新型コロナ

臨時交付金を本事業に充当しております。 

  それから、予算説明書の２０ページにま

いります、最後、６、企画費のふるさと寄

附促進事業でございます。 

  ふるさと寄附促進事業といたしまして１,

２２１万６,０００円を計上いたしておりま

す。 

  この事業につきましては、町のホームペ

ージですとか、ふるさと納税のポータルサ

イトなどを活用いたしまして、ふるさと寄

附制度を周知しまして、寄附額の増加と特

産品のＰＲを図る事業でございます。 

  主な経費といたしましては、ふるさと寄

附の返礼品、それから、サイトの決済手数

料、それから、サイト利用料等に要する経

費を計上しております。 

  歳出に関する説明は以上です。 

  続いて、歳入について御説明を申し上げ

ます。 

  予算書の５０ページになります。款１

９・寄附金、項１・寄附金、目１・一般寄

附金、節２のふるさと寄附金でございます

けども、ふるさと寄附金として３,０００万

円を計上いたしております。 

  この内訳といたしましては、ふるさと寄

附について2,５００万円、それから、ガバ

メントクラウドファンディングによります

ふるさと寄附が５００万円ということで見

込んでおります 

  説明は以上となります。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。おはようございます。 

  予算の説明資料の１５ページをお願いを

いたします。 

  まず、４項目めの小事業ですね、４項目

め、スマートシティ推進事業ということで、

幾つか取組の予定のようなものがございま

したが、ちょっと私聞き漏らしたかもしれ

ませんが、その中でプレミアム商品券みた

いな言葉が出たように思いますが、そうい

うことでよかったですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  これはスマートシティの中でプレミアム

付のデジタル商品券というのを予定してお

りまして、利用者の方にアプリを入れてい

ただきまして、そこに現金のほうをチャー

ジしていただきまして、そのチャージした
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金額の何％かをプレミアムとして付与しま

して、それを地域の商店で使ってもらうと、

地域経済の活性化にもつながっていくとい

うような取組でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  デジタル商品券ということは、私がイメ

ージする商品券というたら、紙の印刷した

商品券で、例えばそれが1,０００円券やっ

たら、例えば８００円で買えるとか、そん

なふうなイメージがあるんやけども、いず

れにしてもデジタルやから、スマホなり何

なりに登録して、実際の支払いのときもそ

うしたらペーパーじゃないからスマホを持

っていって、ぴぴっとやったらそれで支払

いをするというということなのかな、ちょ

っとそれをまず御確認をお願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  委員のおっしゃるとおりでございまして、

支払いのときも現金を使用せず、キャッシ

ュレスで、スマートフォンで決済するとい

うようなものになっております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  そのときに、どうなんだろう、私がちょ

っと遅れているんかも分からんけど、スマ

ホ決済ができるような仕組みのお店があれ

ば当然いいんやけども、それがもしそうい

うふうになっていなければ、そのお店では

スマホ決済といいますか、そういう電子商

品券かな、というのはちょっと使えないと

いうふうなことになるんかなと思います。

そのあたりはいかがなのでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  デジタルの商品券を導入する際に、お店

のほうの最初の環境整備で、例えばある程

度の費用がかかってしまうというようなこ

とになれば、当然お店のほうも二の足を踏

んでしまうというところで導入が進まない

ということも考えられるんですけども、今

回は、いわゆるＱＲコードを、お店のレジ

のところにＱＲコードを備えておいてもら

いまして、ＰａｙＰａｙの支払いのような

イメージなんですけども、ＱＲコードを備

えておいていただきまして、お店で買物す

るとき、レジのところにＱＲコードをかざ

してもらうということで決済ができる仕組

みということで、導入に当たって特に大き

な金額が発生するとかいうことでお店のほ

うに負担がかかるというようなことはない

ような形で進めていく予定にしております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  あとこのプレミアムという名前がついて

いる限り、お得なような当然内容かと思い

ますが、プレミアム率といいますか、その

あたりはどのくらいを考えておられるんで

すか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  今のところなんですけども、２０％程度

のプレミアムを考えております。具体的に

言いますと、１万円チャージをしていただ

きましたら１万2,０００円分お買物ができ

る。町内の登録していただいている商店で

お買物ができると、そういうものになって

おります。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 
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  ちょうどいつやったか、半年ぐらい前か

な、プレミアム商品券の、決算のときかな、

去年か、一昨年かに豊能町はやりましたけ

ども、あのときはペーパーやったのかな。

あのときの使用状況というのを私、決算委

員会で聞かせてもらったと思いますが、あ

のときにお答えいただいた内容でいきます

と、結構九十何％みたいな、そういう使わ

れ方をしていたけども、どちらかというと、

小さいお店よりも大きなお店、大きなお店

というか、スーパーみたいな、そういうと

ころに結構使われやすい傾向性があったと

いう、そのようなことを聞かせてもらった

んですけども、そういった意味で、今回の

はもう大きいところも小さいところも関係

なく２割、２０％というふうな形になるん

でしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  そうですね、今回のプレミアムの率につ

きましては２０％ということを想定してお

りますけども、これはもう町内の商店、ど

のお店であっても２０％というところで想

定をしております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  そういった大型商店のほうに商品券が使

われるという、そういう傾向性があるよと

いうようなことを受けて、豊中市とか、高

槻市とかでは、私、一般質問で言いました

けども、大型商店と小さいお店とをプレミ

アム率をちょっと変えて、小さいお店にも

結構商品券が使っていただけるような、そ

ういうふうなプレミアム設定があるよとい

うようなことも一般質問で言わせてもらっ

た記憶がございますが、そのあたりはどん

なのでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  今回、スマートシティの取組の中で進め

ていくというところで、言わば実験という

ところからのスタートというふうに認識し

ておりまして、利用に関しまして、なるべ

く最初に申し上げましたとおり、小さいお

店がなかなか導入しにくいというようなこ

とにならないように、導入のハードルを下

げまして、近くの、おうちから近いところ

の商店でも使っていただけるようにという

ところで取組を進めていきたいなと思って

おります。 

  ただ、やっていく中で、そういったこと

の分析もしていきながら、将来的には実装

するに当たっては、そういったところも実

験で得た知見を生かしていきながら進めて

いきたいというふうに考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  あと、予算としてトータル７４４万6,０

００円という金額が計上されています。当

然この中にはプレミアム商品券だけじゃな

くて、それ以外の取組も、当然金額全部合

算でこれだけというふうなことになってい

るんですけども、そういった意味で実際の

商品券に回せる金額としてはどれくらいを

考えておられますか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  今回のプレミアム商品券の事業に関しま

しては令和３年度、今年度の総務省の事業

の中の部分で開発のほうを進めながらやっ

ておりまして、そのプレミアムに当たる部

分の原資につきましては、今協議会のほう

で持っておる金額で充てようと考えており
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まして、今回の予算に計上しておりますの

は、そのアプリの使用料等に係る部分で計

上しておるんですけども、その金額でいい

ますと大体約６０万円ほどになっておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ということは、実際のプレミアム率２

０％ぐらいを考えているとおっしゃってい

ましたけども、その金額はこれとはまた別

なところで発生してくるよという意味です

か。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  今回の当初予算の中にプレミアム分の原

資の部分になる部分ですね、それについて

は入っておりませんで、それについては協

議会のほうのお金のほうで出していただく

というようなことになっておりまして、町

として負担するのは今のところアプリの使

用料の６０万円ということになっています。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ということは、結局協議会というのがあ

って、そこで何ぼかお金を回してくれると、

豊能町に対して、というふうなことですけ

ども、それは大体どれくらい回してくれそ

うな、何かあるんですか。例えばそれが１

００万円や２００万円やったらもう全然箸

にも棒にもかからんような金額やなという

ふうに思うんやけども、結構な金額を回し

てくれそうなんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  今のところは５００万円程度を予定して

おります。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ５００万円やったらごめんなさい、２

０％のプレミアムというと、トータル的に

何万円ぐらいの商品券に該当しそうなんで

すか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  2,５００ぐらいになるかと思うんですけ

れども、ただちょっと今協議会のほうと進

め方については検討していくところかなと

思っておるんですけども、おっしゃるとお

り、なかなか全部が全部、希望者に全部が

全部この事業を利用していただけるという

ことにはならないかもしれません。例えば

申込みを事前に頂いて、申込み制にして事

前に頂いて、そして抽せんするというよう

なところで、モニターといいますか、実験

というところで、そういったやり方になっ

ていくというふうには考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  実験ということは、それぐらいの状況を

見て来年度とか、再来年度ももしかしたら、

そういうことをやっていくかもしれないと

いう、そういうふうな位置づけですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まさに本当にトライアンドエラーといい



 

9 

ますか、やっていく中でいろいろ変えてい

きながら、また、次年度も当然引き続いて

やっていきたいなというふうには考えてお

ります。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  オブザーバーとして一言言わせていただ

きたいんですけれど、１６ページや１７ペ

ージの一番上のところなんですけど、予算

が半減しているというところで、それでさ

らに充実と書いてあるんですけども、やは

り半減の理由をしっかり説明していただき

たいなと思っていますが、どうですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  説明のほうが不足しておりまして申し訳

ございませんでした。 

  予算説明資料の１６ページです。 

  町政ＰＲ事業の中で、ホームページに係

る事業のところ、今年度が７６万円の減と

いうことになっておりまして、この理由に

つきましては、令和３年度、今年度にホー

ムページのリニューアルをいたしまして、

３月１日から新しいホームページの運用を

開始しております。 

  それで、そのことによりまして、令和３

年度は予算額が多かったわけなんですけど

も、リニューアルが完了したということで、

次年度につきましては７６万円の減という

ふうになっております。 

  続きまして、１７ページのところです。 

  住宅流通多様化促進事業につきましては

１０３万4,０００円の減というふうなこと

になっております。 

  これにつきましては、今年度「住まいの

相談窓口」というのを東ときわ台のオアシ

スの店舗の中にチャレンジショップという

ふうな形でこれまで運営をしてまいりまし

た。これが令和３年８月末をもちまして、

チャレンジショップからの卒業ということ

で自立化されました。それまでは町のほう

でチャレンジショップにかかる、使用にか

かります賃貸借料というのを補助という形

で出しておったんですけども、それが自立

化に伴いまして、その費用がなくなったと

いうことで１０３万４,０００円の減という

ふうなことになっております。 

  説明は以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  ほかのところはないですか、それだけで

すか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  すみません、そうしましたら、引き続い

て主なものの増減の説明をさせていただき

ます。 

  予算説明資料の１５ページのスマートシ

ティ推進事業につきましては、先ほども御

説明させていただきましたけども、新たな

事業といたしましてＡＩオンデマンド、そ

れから、地域プレミアム付デジタル商品券

などの事業を開始するということで７２３

万８,０００円の増額というふうなことにな

っております。これはもう新たな事業を取

り組むための費用となっております。 

  それから、続きまして、同じくその下な

んですけども、「まち活」とよのリビング

ラボ事業につきましては７９０万4,０００

円の増額ということになっております。こ

れは当初予算額としては増額ということに

なっておりまして、令和３年度、コロナ交
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付金を活用しまして、リビングラボの改修

工事、環境整備等を行ったものなんですけ

ども、それを当初予算額としては全て増額

というふうな形になって、引き続き事業を

行っていくということになっております。 

  それから、引き続きまして、すみません、

１７ページなります、地域の魅力創出事業

のところになります。 

  これが４２５万6,０００円の増額という

ことになっておりまして、これも新たな事

業としまして、地域おこし協力隊の募集を

予定をしておりまして、その活動経費に当

たる部分につきまして増額ということにな

っております。 

  それから、１８ページになります、地域

公共交通のところになりますけども、基本

計画の策定事業というところで、来年度、

地域公共交通の基本計画というものを策定

を予定しておりまして、今回これが初めて

策定する計画ということになっております

ので７８５万4,０００円を増額させていた

だいております。 

  増減の主なものの説明につきましては以

上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  才脇です。 

  説明資料の１５ページ、先ほど中川委員

にも、ちょっと元に戻るんですが、７４０

万円、これは全てＣＳＰＦＣに支払う金額

なんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  こちらの支出先につきましては、ＣＳＰ

ＦＣではございませんで、この予算額の一

番大きなものでいいますと、ＡＩオンデマ

ンドの事業に対する予算が６１５万円とい

うふうなことを見込んでおりますけども、

これにつきましては今、交通事業者と大阪

府と豊能町の３者で協議をしておりまして、

事業のスキームとしましては、交通事業者

に直接支払うようなイメージを持っており

ます。それ以外の項目につきましても、Ｃ

ＳＰＦＣには直接支払うというものではご

ざいません。 

  以上でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  このランニングコストはずっとかかるん

ですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  ランニングにつきましてはかかるものも

ございます。アプリの使用料とか、そうい

ったものにつきましては、アプリを入れて

いる限りといいますか、システムを使って

いる限りは使用料としてかかってくるとい

うふうには認識をしております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  資料で見たんですけど、ＣＳＰＦＣに自

治体は無償で提供されると見たんですけど、

それは期間限定やったんですかね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  サービスについては無償で提供していた

だけるというふうには聞いておりまして、

ただ、今後、今回、令和３年度から含めま
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して、実証実験ということで、国のほうの

総務省の予算を取って進めておりますので、

町の負担というのはなかったんですけども、

ただ、今後、いろんな企業さんのほうから

サービスの内容の拡充ですとか、そういっ

た部分についていろいろ提案がございます。

なので、考え方としましては、ある程度基

本のパッケージについては無償で提供して

いただけると。付加価値といいますか、プ

ラスアルファで、例えばもう少し住民サー

ビスを向上させるためにこういったサービ

スを付加しませんかとか、そういった提案

も実はありまして、そういったところを追

加していくと、オプションみたいな格好で

追加していく費用というのもあるのかなと

いうふうには考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  ＣＳＰＦＣは分かりました。 

  次に、１７ページなんですが、住宅流

通・多様化促進事業７４万7,０００円、こ

れは事業内容を教えてください。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  この住宅流通・多様化促進事業の予算内

容の主なものについて説明させていただき

ます。 

  今、この事業をやっていく中での一つの

課題として考えておりますのが、物件の掘

り起こしというところを課題として感じて

おりまして、何とかこの掘り起こしの促進

をしていきたいというところで、今回の予

算に反映させておりますのが、新たに自治

会連携モデルというのをつくれないかなと

いうふうなことを考えておりまして、掘り

起こしのための自治会と連携していくよう

なモデル事業、これにつきまして３３万9,

０００円を計上しております。 

  それから、住まいの相談窓口が実際に掘

り起こした物件を相談マッチング、契約ま

ではいかなくても、相談としてのマッチン

グができた場合の補助金としまして２０万4,

０００円、それから、実際に売買なり、賃

貸借なりということで契約が成立した場合

の補助金が２０万4,０００円、主なものと

しましてはこういった経費を計上しており

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  これまでも「住まいの相談窓口」って余

り仕事されていませんよね。町内にはたく

さんのＮＰＯ法人があると思うんですが、

これもＮＰＯ法人でしょう。もう公平に、

ぜひぜひ公平にしていただきたいと思うん

です。 

  そして、この空き家バンク、そして、こ

の１５ページの空き家対策、これはまた空

き家、空き家でいろんなところで空き家、

空き家、建設のところでも出てくるんです

けど、これは一つにはならないんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  ほかのＮＰＯとの連携というような御質

問だと思うんですけども、既存の「住まい

の相談窓口」の役割といたしまして、当然

移住者との相談とか、物件の掘り起こしと

か、そういったことは当然ございますけど

も、地域のほかの関係者との連携というの

も重要な役割だというふうに思っておりま

す。これまでもほかのＮＰＯですとか、不

動産会社の方々とか、そういったところと

の連携というのはとってきておるというふ
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うに認識しておりまして、ワンストップ窓

口というふうな位置づけで、必要に応じて

そういったところと当然連携しながら進め

ていきたいというふうには考えております。 

  あと、２点目のほかの空き家、都市建設

のほうで空き家というのを使っております

けども、どちらかといいますと、まちづく

り創造課のほうで所管しておりますのは、

移住とか、定住のための空き家活用、空き

家促進というようなところの観点で事業の

ほうを組み立てております。なので、都市

建設のほうにつきましては、特定空家とい

うことで、空き家がずっと適正な管理をさ

れずに放ったらかしにされていて、それが

環境的に、防犯的に危なくなってきている、

そういった空き家対策というような事業で、

そういうすみ分けをさせていただいており

ます。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  地域の連携、連携とおっしゃっています

けど、全く連携されていないと思います。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  １５ページのほうから、１５ページだけ

まずお尋ねします。 

  今の質問でしたけど、ごめんなさい、ス

マートシティのほうの７４４万6,０００円

について、先にお尋ねします。 

  これは、この予算の一番大きいのがオン

デマンドの六百十何万円ですね、それと、

プレミアム商品関係で６０万円、残りがア

プリの開発といったらいいのかな、これ、

この３つですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  委員おっしゃるとおりでございまして、

もちろん繰り返しになりますけど、主なも

のの御説明をさせていただきますと、この

予算額のうち、ＡＩオンデマンドの実験に

係ります補助金といたしまして６１５万円、

それから、デジタル地域通貨のアプリの関

係の部分といたしまして６０万円、それか

ら、とよのんコンシェルジュといいまして、

スマートシティのアプリを開発しておるん

ですけども、こちらのほうの使用料ですね、

これが１３万2,０００円というようなとこ

ろを計上しております。そのほかの経費に

つきましては消耗品でありますとか、印刷

費でありますとか、いわゆる事務費のほう

の計上となっております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  この６１５万円の実験ですわね、オンデ

マンドの。これがもしうまくいった場合、

この経費というのは今後豊能町が持つんで

すか。国がこのようにして出してくださる

のか、そこをちょっとお尋ねします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  このＡＩオンデマンドの実験にかかる経

費なんですけども、今後、導入していった

場合にどこが経費を負担するのかというと

ころなんですけども、基本的には町のほう

の負担になるかと考えております。 

  ただ、国のほう、今ちょうど国土交通省

のほうとも協議を進めておるんですけども、

こういった事業を進めていくにおいて、何

か補助制度がないかというようなところも
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研究しながら進めておりまして、基本的に

は町の負担となるかと思っておるんですけ

ども、なるべくその負担額を軽減できるよ

うな補助制度とか、そういったものを活用

しながら進めていきたいなとは考えており

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  あと１５ページであと２点お尋ねします。 

  その下の５番のまち活なんですけども、

先ほど新型コロナの特定財源を利用すると

いうことで、業務委託料、それから備品と

おっしゃっていましたね。この業務委託料

というのは今回限りのコロナですか。それ

とも、こういった事業に対して国が特定財

源をずっと出し続けてくださるのか、どの

ように理解させていただいたらいいか分か

らないというのが１点。 

  それと、その下のまち活で子育て応援事

業なんですが、この文章が全くちょっと理

解不能でして、特に３行目の保育や学生の

教育等育活に必要な資金というのが、具体

的にどういうことをおっしゃっているのか

ちょっと分からないので、この２点をお尋

ねします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  まず、１点目の御質問の新型コロナ交付

金につきましては、令和４年度限りの交付

金となっておりまして、特定財源の充当と

いたしましては令和４年度のみというふう

になっております。 

  それから、２点目の「まち活」子育て応

援事業につきましては、これは池田泉州銀

行との連携協定に基づく事業になるんです

けども、子育て施策として、ここに書いて

いますのが妊活、育活、教育ローンの利子

補助を行うということで、住民の方々が子

育てに関するお金を池田泉州銀行さんのロ

ーンをお借りした場合に、その利子分を町

のほうで持ちますよと、簡単に言ったらそ

ういうことなんですけども、当初１年間の

支払いのその利息の分の金利の何％か、こ

こで言いますと２％程度になるかと思うん

ですけども、その相当額を町のほうで補助

しましょうということになっておりまして、

それで子育てを応援しましょうという事業

でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  まず、５番目のほうなんですけど、まち

活のほうですが、これはもう業務委託料、

幾らか分かる、これはずっと続いていく、

町が請け負っていくということになるんだ

と思うけど、まず、これは幾らですか、そ

れがまず１点。 

  それと、まち活の１４万円の利子分、何

件分、１件、２件、２％とおっしゃってい

ましたけど、お尋ねします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  まず、１点目の御質問のリビングラボの

運営の委託といたしまして、ＮＰＯ法人の

ほうに委託しておるんですけども、これが

予算で言いますと月３８万円掛ける消費税

の１２か月ということで５０１万6,０００

円を計上いたしております。 

  それから、２点目の子育て応援事業のほ

うなんですけども、一応今年度の実績につ

きましてはゼロ件でございました。来年度

につきましては、一応予算確保の意味を込

めまして、妊活、育活のほうが４件、それ
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から、教育ローンのほうが４件ということ

で、４件ずつの予算を計上いたしておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  住民と協働のまちづくりでこの５０１万

円の業務委託料なんですけども、これはち

ょっと高過ぎるというか、多分私がもし間

違っていたらごめんなさいね、箕面か何か

に事務所があるところだと思うんですけど

も、これは一遍ちょっと考えていただきた

い。住民の協働のまちづくり、住民ととも

にこの町を盛り上げていこうという、そう

いった確たる信念があるならばちょっとこ

れは見直していただきたい。これは意見で

すので、１５ページに関しては、もう一点

あります、ごめんなさい、スマホのプレミ

アム券なんですけども、これって今住民、

豊能町、５０％が高齢化しているけども、

どのくらいがスマホが扱えるのか、どうい

う想定のもとにこれを周知し、利用しても

らおうとしているのか。役所のほうもいろ

いろな教室を開いていますので、相当効果

があるんでしょうけど、そのあたりの様子

をお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  １点目のリビングラボのところにつきま

しては、委員の意見のございましたところ

なんですけども、そこら辺につきましても、

ちょっと今後検討しながら進めていきたい

とは考えておるんですけれども、令和４年

度につきましては委託というようなところ

で進めていきたいと考えております。 

  それから、２点目のスマートシティのと

ころなんですけども、御存じのとおり、ス

マートシティというのは先端技術を使った

サービスを展開する、また、利用者のほう

はサービスを受けるというところで、利用

者のほうの情報格差というのを解消しなけ

ればならないというふうには考えておりま

す。今年度特にそういった意味で高齢者向

けにスマートフォンの教室ですとか、アプ

リの体験会、複数回開催したんですけども、

そこら辺の開催状況を見まして、ヒアリン

グ等を行っているわけなんですけども、や

はりやっていきますと、高齢者の方、慣れ

ていきますと、十分に使えるというふうに

私どもも認識しておりますし、そういった

デジタルデバイド解消というのは今後徐々

に図っていけるのかなというふうに考えて

おりまして、そういったことを図りながら、

同時並行で進めていきたいなというふうに

考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  私もスマホをやり出してまだまだ本当に

あれなんですけど、今せっかくその教室を

やって、お年寄りたちが集まって、そして、

歩いて何ぼみたなところとか、そういうふ

うな話題で、私、知らなかったわというの

が既に出たわけでしょう。ならば、今回こ

のプレミアムに関しては、ある年度、上の

年代に区切ることはできませんか。例えば

６５歳以上とか、そういった方たちに一日

も早くスマートシティになれてもらうため

に、そういった案も、方向も考えていただ

きたい。これは要望で終わりますのでお願

いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  今１５ページでずっと質問されていたか
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ら、私も１５ページで引き続きの質問にな

りますけども、質問させていただきたく思

います。 

  小事業の４項目め、スマートシティ推進

事業で３つほど事業を挙げておられました。

その中のＡＩオンデマンドということで、

話がございました。具体的な部分について

は例のデマンドタクシーかな、あれの西へ

の延伸といいますか、西地域の、そのこと

でよかったですかね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  こちらのほうのＡＩオンデマンドの実証

実験につきましては、東地区から西地区へ

行くデマンドタクシーの延伸の部分とは全

く別のことで考えておりまして、いわゆる

西地区の豊能西線を中心に考えております。

豊能西線のバス路線を中心に、フィーダー

のところを考えておりまして、ＡＩオンデ

マンドの実験のフィールドとしてやってい

けないかというようなところで進めており

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ＡＩを使ったオンデマンドというのと、

現在、今は西地域のことでこれをお金を使

おうという話でしたけども、今現在、東地

域にもオンデマンドのタクシーですね、オ

ンデマンド、走っておりまして、じゃあ、

今ある東地域のオンデマンドシステムと西

地区で展開しようとしているＡＩオンデマ

ンド、何がどう違うのか、まずそのあたり

もちょっと御説明いただきたく思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  まず、東地区で今現在行っておりますデ

マンドタクシー、これにつきましては、い

わゆる定時定路線といいますか、予約が必

要なんですけども、定時定路線で、あらか

じめ時刻と路線が決まっておって、予約が

なければ走らない、予約があったときにそ

の時間帯でそのバス停、決められた路線を

予約に応じて走るというのが今やっておる

デマンドタクシーになります。 

  今回、この実証実験で入れようとしてい

ますＡＩオンデマンドというのは、乗合の

バスというのには変わりはないんですけど

も、予約をしないといけないというのも変

わりはないんですけども、定時ということ

で時間を決めずに、予約を受けたらＡＩが

最適なルートをシステム上検出しまして、

予約があったところに走っていくというよ

うなものでして、今まででしたら、例えば

自分の行きたい時間と、予約せなあかんけ

ども自分の行きたい時間とそのデマンドタ

クシーの時間が合わないと、だから乗れな

いというようなこともあったかと思うんで

すけども、そういうことがなくなると。予

約したいときに予約して、待っていればＡ

Ｉオンデマンドがくるくる回って乗れると

いうようなものでございまして、時刻が決

まっているか、決まっていないかというの

と、あと、ルートをＡＩが決めるか決めな

いか、そういったところに大きな違いがあ

るかなというふうに思っております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  違いを今御説明いただきありがとうござ

います。ルートということについて、もう

ちょっと深堀りさせてもらいたいと思いま

す。 

  この東地域のオンデマンドシステム、こ
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れは走るコースはもう決定している、時間

も当然ながら決定していますけども、走る

コースがもう決められているというふうな、

当然予約された方の場所によっては、もし

かしたらとばしていくような場合もあるか

もしれないけど、通常は決まったコースを

走ると、時間どおりにという話ですけども、

今、これから西地域にありましては、時間

はフリーであると。それから、あとコース

も全くのフリー、決まったここのコースじ

ゃないと走れないじゃなくて、ドア・ト

ゥ・ドアじゃないけど、ドアの家の前まで

も来てもらえるみたいな、そんなイメージ

ですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  ＡＩオンデマンドの今考えておりますの

は、今まで自分の行きたい場所と、実際に

バスなり、デマンドが走っている場所が違

う、かけ離れているというような状況があ

るかと思うんですけども、そういったこと

をなくすために、目的輸送に合った、例え

ばですけども、どういったところに行くの

に移動されているかというと、病院だった

りとか、スーパーだったり、買物だったり、

そういったところにお出かけされるのに使

われることが多いのではないかと想定をし

ていまして、バス停というよりかはポイン

トを決めたいなと。例えばオアシスだった

り、イズミヤだったり、各病院だったり、

そういったポイントを決めておいて、そこ

で乗り降りができないかなというようなと

ころで進めたいなと考えております。 

  時間については、基本的には決めずに、

予約をしていただいて、そのときに走って

いる車が予約があったところに行くと。複

数予約があったら最適なルートで結んでい

くというようなイメージで考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ということは、到着地点はスポット、ス

ポット、こうなっていると。乗る側やね、

その場合は、例えば私がこれを使いたいな

と思ったら、私の８丁目の家の目の前まで

来てくれるみたいな、もしくはどこかのバ

ス停みたいな、そういうところまで、やっ

ぱり行ってそこで待たなあかんのか、その

あたりをちょっとお伺いしたいんです。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  ちょっとやっぱりさすがにドア・トゥ・

ドアまでは、なかなかそこは調整が難しく

て、やっぱりタクシー事業者さんもおられ

ますので、なかなかドア・トゥ・ドアとい

うのは難しい。というところで、ある程度

バス停ですとか、先ほど申しましたスーパ

ー、病院、公共施設とか、そういったとこ

ろをポイントに置きまして、そこまでは出

てきてもらわなあかんけども、そこへ来て

乗っていただくというようなことを考えて

おります。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  あと金額的な部分ですけども、このＡＩ

オンデマンド、今回は６１５万円の予算計

上されております。 

  今、お話を聞いておりましたら、結構や

はり最先端の技術を使わなあかんというこ

とで、それなりのやはりソフトとか、いろ

いろ導入せなあかんだろうということで、

そういった意味で必ず初期費用がかなり結

構かかるという意味で、そういった意味で
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この６１５万円というのはある意味初期費

用的な部分ですか。それとも実際このお金

の一部をオンデマンドで利用される方の補

助にとか、そんなのに使うのか、それとも、

いわゆるソフトに、初期費用的な部分でこ

れを使うというふうなこと、そのあたりち

ょっと質問させてもらいたい。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  今回、令和４年度の予算につきましては、

委員おっしゃるとおり初期経費にほぼ当た

るのかなと思っております。ＡＩオンデマ

ンドを導入するに当たって、最初豊能町の

地図のシステムとか、そういったところも

システム上組み込んでいかないといけない

というところもございまして、まずそうや

って開発にかかる費用が主なものになって

おります。 

  ただ、この６１５万円で全てができるの

かということになりますと、そうではあり

ませんで、今ちょっと調整しておりますの

は、大阪府、豊能町、それから、交通事業

者、これは等分負担で、３者がそれぞれ出

し合って実験しようと。将来の交通施策に

向けての実験をしようということで、豊能

町が全て負担をするのではなくて等分負担

でやろうというようなところで協議を進め

ております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ということは、初期費用的な部分が多い

のかなというふうなイメージがありました

ので、そういうふうな形からいくと、初年

度は結構な費用がかかるかもしれないけれ

ども、例えばこれを続けていくとなった場

合、西地域でこれを続けていくとなった場

合、一旦いわゆる初期費用的なものがもう

終われば、残りは、もうあとは継続してい

く、運転的な費用だけになってくるので、

そういった意味ではかなり絞られてくると

考えておったらいいのでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  私ども同じような認識をしておりまして、

継続していく、初期投資は当然イニシャル

のコストはかかってきますけども、それ以

降は、ランニングの部分につきましては、

運転士さんの人件費でありますとか、シス

テムの利用料、そういったものになるかと

思うんですけど、それはイニシャルに比べ

ますと当然落ちていくだろうと。そこにつ

いても、何か、最初に申し上げましたよう

に、国のほうの補助金が使えないかとか、

そういったところも研究しながら、なるべ

くコストを抑えた形で最適な交通施策に取

り組んでいきたいなというふうに考えてお

ります。 

○委員長（寺脇直子君） 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  交通の件なんですけど、今のＡＩと１８

ページのこのデマンドタクシーはまた全然

別物なんですね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  はい、別物というふうに考えていただい

て大丈夫です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  １７ページをお尋ねします。 
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  ３番目の地域の魅力創出事業の株式会社

能勢・豊能まちづくりとの協働による云々

かんぬんなんですが、まず、前回よりも高

くなった７２５万6,０００円、これは先ほ

どの説明ですと、１人雇う、この人の人件

費ですか、まず１点。 

  それから、具体的に何の活動をするのか。

なぜ聞くかというと、確か能勢・豊能まち

づくりのときに、１５０万円の出資で、あ

とはないように聞いていたものですから、

当時、そのところの確認の意味で聞かせて

いただきます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  この予算につきましては、地域おこし協

力隊を新たに募集しまして、その活動に充

てる経費となっております。 

  地域おこし協力隊にどのようなことをし

てもらうのかということでございますけど

も、今回株式会社能勢・豊能まちづくりと

の連携によって進めていきたいなというふ

うに考えておりまして、能勢町との協力を

しながらやっていきたいなと考えておりま

す。 

  能勢町には、既に今年度から地域おこし

協力隊が新電力のほうで１名確保されてお

りまして、それに追随するような形になる

んですけども、主な活動内容として考えて

おりますのは、基本的にはその新電力の事

業に当たってもらおうと思っているんです

けども、具体的には再生可能エネルギーを

軸としたまちづくりの広報ですとか、普及

啓発でありますとか、あとそういったエネ

ルギーのエネルギーマネジメントといいま

すか、そういった事業のノウハウとか、そ

ういったものの習得、あとはそれをまちづ

くりのほうに活かしてもらわないと意味が

ないので、それをいかにまちづくりのほう

に活かしてもらえるかというようなところ

の事業に取り組んでもらおうかなというこ

とで考えております。 

  この地域おこし協力隊の費用につきまし

ては、一応特別交付税の措置がされるとい

うふうな見込みをしておりまして、そうい

ったものを充てながらやっていきたいなと

いうふうに考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  特別交付税が当たるかどうかは別として、

この出資をするときに、立ち上げるときに

確か１５０万円で、あとは続かないような

説明をしていただいているはずなんですけ

ど、ここら辺がちょっと分からないです。

幾ら豊能町とまちづくり云々といってみて

も、それはここの事業者がやるべきことじ

ゃないのかなと、今お話しした内容は。ど

うなっているのかな、お尋ねします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  おっしゃるとおり、新電力の会社を立ち

上げるときに１５０万円、豊能町から出資

をしておるということです。これを立ち上

げるのは当初どういうような効果を見込ん

でおったかということなんですけども、当

然その新電力の事業を使うということで、

町がもともと支出しておった電気代がある

程度下がってくるだろうでありますとか、

地域のまちづくり事業というのが、民間の

活力を使いながらできるのではないかとか、

地域であと雇用が生まれるのではないかと

か、そういった効果を期待しながら立ち上

げ、進めてきておるものなんですけども、

費用としては１５０万円から何か大きく負
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担せないかんというようなものではなくて、

今回はまちづくりのほうの、連携はもちろ

ん当然するんですけども、連携をしながら

まちづくりのほうにも活かしていただける

ような人材を投入したいなというところで、

この予算を計上させていただきました。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  豊能町に何のメリットがあるんですか、

これは。雇用の創出だったらば、ここに予

算を取る必要ないですよね。だから、それ

が分からないんです。じゃなくて、全く新

しい展開の予算なのか、説明をお願いしま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  まちづくりを地域の魅力とかを活かしな

がら協働で取り組んでいくというところの

考えの中で事業の設計を組み立ててきたん

ですけども、予算を編成する際に組み立て

てきたわけなんですけど、町外からのいわ

ゆる関係人口の増加につながれば、もとも

といいなというようなところのスタンスか

ら入っておりまして、これまでこの同じ事

業項目の中でトヨノノ応援会という事業を

今年度も含めやってきているんですけども、

そういった事業で得たノウハウというのを

新たな人材育成につなげたいなというのも

ありまして、次のステップにいきたいなと

いうのもありまして、それが将来的に法人

化できればいいなというふうに考えており

まして、そのきっかけとなる人材を地域お

こし協力隊で何かつくれないかなと、とい

うのがスタートでございます。その中で、

先ほど言いましたように新電力の事業と連

携することによって、もちろん電気の話、

再生可能エネルギーの話もありますし、脱

炭素とか、そういったものもありますけど

も、そういったものと連携しながら、まち

づくりに貢献できないかなというところの

事業スキームで考えた結果、このような予

算計上とさせていただいたというところで

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  やっぱり理解できない。というのは出資

は１５０万円だったんですよ。その後にい

ろいろ追加してきても、これも利用したら

いい、あれも利用したらいいじゃないか、

それはいいですわ、その発想は、別に。で

も、実際私たちの説明、１５０万円の出資

だったですよ。あとはここの企業努力じゃ

ないですか。なぜここに地域おこし協力隊

って１名分、能勢がやっているからという

ふうな理由が入ってくるのか、どうも理解

できない。ということは、この後ずるずる

といろんな企画を立てながら、いろんな財

政が豊能町から流れていくということにも

なりかねないんじゃないかなとも心配する

んですね。だから、ちょっときちっとした

説明をしていただきたい。どういうふうな

契約になっているのか。 

○委員（中川敦司君） 

  すみません、私、整理しましょうか、ち

ょっといいですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  私が解釈しているのとちょっと秋元委員

の解釈とはもしかしたら違うのかもしれな

いので、ちょっと私なりの解釈といいます

か、整理、自分なりにしたことを説明させ

てもらいますと、もともとの再生可能エネ

ルギーということで、さっきは１５０万円
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の出資ということで話はございましたけど

も、確かあれは２名の、実際のそこの会社

の新電力の会社の確か社員さんを２名、募

集するみたいな、そんなふうな話がありま

したけども、今回のこの地域おこし協力隊

のこのお一人というのは、そこの新電力の

会社の社員さんではないというところをま

ず確認させてください。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  今回の地域おこし協力隊はあくまで豊能

町が地域おこし協力隊員ということで委嘱

をするものでございまして、新電力の会社

と契約とか、雇用契約とか、そういったも

のがあるわけではございません。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ということで、この地域おこし協力隊の

このお一人は新電力の社員さんではないと。

あくまでも地域おこし、豊能町の地域を起

こす、そういう特別な立場の一人でありま

すよという位置づけであると。その人がや

る内容の中に、再生可能エネルギーの普及

というようなところもやってもらおうかな

みたいな、そういうふうな、当然地域の活

性化というふうなことも当然この協力隊に

やってもらいますけども、再生可能エネル

ギーの普及というところも兼ね備えて頑張

ってもらう、そういうふうな立場の人です

よ。だから、あくまでも新電力の社員さん

ではありませんよというふうなことですね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  委員おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  分かりました、どういう立場の人か。で

あっても７２５万6,０００円、これはその

ままですわね、これが分からない。なぜそ

ういうふうな地域おこし協力隊、これは豊

能町の中にまだあったところですか、ない

ですわね。こういう名前をつけて、誰か一

人雇うという形なのかな。それとも、こう

いう隊があって、その中から誰かにお願い

しましょうというのか、お尋ねします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  この地域おこし協力隊につきましては次

年度新たに募集するものでございまして、

今までやっておるということではなくて、

新たに応募をかけまして募集をしたいとい

うふうに考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  必要なことなのでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  地方創生の時代になっておるわけなんで

すけども、地域おこし協力隊といいますの

は、一定期間、大体おおむね１年から３年

と言われていますけども、その一定期間、

豊能町に居住をして、よその市町村から転

入してきてもらって、豊能町に住んでもら

って、その地域のブランドですとか、地場

産品の開発ですとか、そういったいろんな

地域おこしの地域活性化の支援とか、そう

いったことを行ってもらう役割の人材だと
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いうふうに考えておりますし、この事業が

終わってからでも、当然豊能町への定住、

そういったことも期待できるものなのかな

というふうに考えておりますので、必要な

ことであるというふうに考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  長い目で見て必要なことだと思うんです

けど、この今枯渇している時期に当たって

必要なことなのかをお伺いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  おっしゃるとおり、財政面では非常に厳

しい状況になっておりますので、できる限

り効率的に、効果的に予算というのは使っ

ていかなければいけないというふうには認

識しております。 

  その中で、地域おこし協力隊というのは

人材投入という意味ではこれは本当にほか

の全国的な事例を見ましても、成功事例も

たくさんございますので、そういったとこ

ろを見習いながら、特別交付税とか、そう

いった措置も考えながらやっていきたいと

いうふうに考えておりますので、そこは御

理解いただけますようによろしくお願いし

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  私もいろんな地域で今さっきこういうこ

とをやってみて成功されている、そういう

地域がありますよというふうなお話がござ

いましたけど、天川村とか、ほかにも結構

過疎な地域ではあるけども、そこにこのよ

うな協力隊みたいな人に来てもらって、ど

んどん地域のよさとか、そういったものを

発信してもらって、そこへ多くの人に関わ

ってもらう、また、来てもらうというか、

今言っているように関係人口をまずつくっ

ていくのと、あとそういった意味では、来

てもらえたら今度交流人口の増加にもつな

がるし、そういった意味でその地域のやは

り活性化に大きく寄与している、そういう

事例を私もたくさん見てきた覚えがござい

ます。そういった意味の協力隊であるとい

うふうな認識でよろしいんでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  委員のおっしゃるとおりでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  そういった意味で、この協力隊というの

はそれなりのスキル、スキルと言ったらお

かしいね、経験豊富な方のほうが私はいい

のかなと思ったりもするんですけども、そ

ういった方を何とか募集というか、引っ張

ってこようかなというふうなことを考えて

おられるんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  地域おこし協力隊の募集に当たっては、

応募のまず募集要項というのを作成しない

といけないなと考えておりまして、その募

集の要項の中にどういった人材を豊能町が

求めているかというのは書き込んでいきた

いなというふうに考えておりまして、その

中である程度一定の条件、例えば豊能町に

住民票を移してもらうとか、パソコンの操

作がある程度できる人とか、そういったと

ころはあるんですけども、おっしゃったよ
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うにベテランのとか、よく慣れた方とか、

そういったところについては一応今回は考

えておりませんで、それよりも熱意、意欲、

そちらの方を重視したいなというふうに考

えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  今の熱弁振るっていましたけど、それが

なぜ能勢・豊能まちづくりとくっつくんで

すか。よう分からない。それだったら、町

全体の問題ですわね、なぜここにひっつく

のか分からない。 

  それと、もう一つ、人材、確かに必要で

すよ、だけど、まずこの町内の足元を見た

場合に、やっぱり正社員が少なくて非常に

困っている部署がいっぱいある。そういっ

たところからまず私は充実していくべきじ

ゃないかなと根に思っていますので、根っ

こに。だから、新しい人材をとその人に住

んでもらったら１件でも、１人でも、２人

でも、家族を連れてきたら５人ぐらい人口

が増えていいじゃないかと、だからこうす

るんだというふうなところにどうも落ち着

かないんですよね。それはそれとして、な

ぜ能勢・豊能まちづくりに結びつくのか、

御答弁をお願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  ちょっとこれまでの説明も不足しておっ

たかも分かりませんけども、まず、この地

域おこし協力隊は繰り返しになりますけど

も、まちづくりのために投入したいと、あ

くまでも新電力の社員ではないということ

です。 

  そこのなぜくっつくのかと、結びつきは

何なのかというところなんですけども、ま

ちづくりをやっていく、地域に還元してい

くというような趣旨については、この新電

力の会社についても同じような趣旨で立ち

上げたものでございまして、電気の小売り

事業を行うんですけども、そこで得た収益

がまちづくりのほうに生かしていくと。そ

の生かしていく際の人材であったりとか、

仕組みの中に地域おこし協力隊を入れて、

それを一緒にまちづくりに関して、地域お

こし協力隊を中心にやっていって、後には、

先ほど説明しましたとおり、法人化という

ところまで目指しておりまして、別の法人

化、まちづくり法人みたいなのを法人化を

目指しておりまして、そこまでいって地域

の中で地域のまちづくり会社みたいなのが

できればいいなというところで進めたいな

というふうに考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員、このまちづくり協力隊の件で

しょうか、質問は。 

○委員（高尾靖子君） 

  今の１５ページの地域魅力創出事業なん

ですけど、これが先ほど御説明いただきま

した４２５万6,０００円の増ということで

すが、この費用は協力隊の１名のほかにど

のようなものが入っているのか、予算的に。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  この予算の内訳なんですけども、まず、

この地域おこし協力隊の活動にかかる経費

が４７０万円、それから、地域おこし協力

隊を導入するに当たりまして、外部専門家、

地域力創造アドバイザー制度というのがあ

りまして、地域おこし協力隊にその専門家

がいろいろアドバイスができるというよう

な制度がございまして、そのアドバイザー

に対する謝金、これが１２０万円、あとは
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これまでチャレンジショップということで、

オアシスの店舗を活用しながらチャレンジ

ショップを進めておったんですけども、先

ほど住宅のところでも説明いたしましたけ

ども、自立化になりましたので、そこの店

舗を活用するために、店舗の賃貸借料とし

まして１２３万6,０００円というところを

見込んでおります。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  これは持続可能なまちづくりに取り組む

というふうに書いておられますので、これ

はずっと続けていく事業というふうに考え

てよろしいですね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  将来的にもまちづくりの中間支援を行う、

そういった法人を立ち上げていきたいと考

えておりますので、引き続いて継続的にや

っていきたい事業というふうに考えており

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  この一人の人件費４７０万円はずっとそ

れでは継続的に支払われるという、年間で

すか、これ、この辺はどのように考えたら

いいでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  この４７０万円につきましては、単年度

の経費となっておりまして、これは総務省

のほうの隊員の経費の上限額という形にな

っております。一応想定としましては、最

大の３年間を想定しておりまして、３年間

は継続して委嘱していきたいというふうに

考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  国は大体３年間で見切りをつけるような

事業が多いので、その後はじゃあ、豊能町

が全部背負っていくという格好になるので

しょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  ３年後は協力隊員のほうが、今度は隊員

が自立化というところで進めていきますの

で、その後の費用については町のほうで負

担する予定はございません。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  ぜひ自立していただいて、豊能町のため

に頑張っていただきたいというふうに思う

わけですけれども、これはそのようにお伝

えしておきまして、次に。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員、地域おこし協力隊のところで

一度暫時休憩をとります、１時間たってい

ますので。 

○委員（高尾靖子君） 

  じゃあ、もう一点ありますので、後で。 

○委員長（寺脇直子君） 

  再開は１１時とします。 

（午前１０時５０分 休憩） 

（午前１１時００分 再開） 

○委員長（寺脇直子君） 

  それでは、休憩前に引き続き、会議を開

きます。 

  高尾委員。 
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○委員（高尾靖子君） 

  恐れ入ります、高尾です。 

  同じ１５ページでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  先ほどの地域おこし協力隊はもう終わっ

て、次の質問に入るということで、１５ペ

ージ。 

○委員（高尾靖子君） 

  小事業名の２番目の公共施設再編検討委

員会の事業ですね。これは現在まで検討委

員会されておりますけれども、この事業は

実質豊能町はいつから実施していこうとい

う計画なのか、お聞きいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  この公共施設再編検討委員会事業につき

ましては、今年度、令和３年度、令和３年

６月から検討委員会を立ち上げまして、施

設再編に当たっての方向性とか、大きな考

え方についていろいろ検討委員会の中で議

論していただいておる事業でございます。

それの引き続き令和４年度の検討委員会の

設置にかかります経費を今回予算計上させ

ていただいておるものでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  計画的には３年計画で検討していくとか、

そういうことなのかどうか、その点をお聞

きしたいんですが。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  この事業につきましては２か年で検討を

予定をしておりまして、令和３年度、令和

４年度の２か年で進めていきたいというふ

うに考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  それで、令和４年度でまとめ上がったら、

実質的に計画が進むものと思います。それ

からということではまだ１年ぐらい経過す

るんじゃないかなと思うんですけれども、

ただ、今豊能町の公共施設は老朽化が進ん

でいるということで、今回の予算でもタイ

ルが落ちる、中央公民館、いろいろとそう

いうところの補修に使われるということな

ので、これは必要だと思っているんです、

危険にさらすということは問題があります

ので、エアコンにしても住民が安心して使

える場所としての確保は必要だと思うんで

すが、この公共施設の実施的なことは明確

になるのは令和５年度が明確にじゃあどう

いうふうに統廃合というのかな、やってい

くのかということになるんだと思うんです

が、その点について、まだそこまでのこと

はまだ考えておられないのかどうかですね、

お聞きしたいと思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  先ほど田中のほうから２か年というふう

に申し上げましたが、急務であるというこ

とは認識しております。今年度については

総論で委員の皆様から御意見をいただいた

ところですが、次年度につきましては、各

施設それぞれ考えながら、ある程度は年度

の末ではなくて、早い時期に取りまとめが

できることが一番いいとは、そういうふう

には認識しております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  これから老朽化した施設はあちこちにま



 

25 

だ見られると思いますので、その点はこの

ことが明確にならないと意見も出ていまし

たように、無駄なお金を使うことになるん

じゃないかとか、いずれ潰すようなところ

にお金を注ぐことになるのではないかと、

そういうような意見もあるわけなので、こ

れは十分に住民の皆さんにも理解していた

だけるようなことできちっと周知していっ

ていただかないといけないものだと思いま

すので、その点実施に当たってはやはり無

駄なお金だと言われないような状況をしっ

かりとつくって、つくるというか、計画的

にやらないといけないと思うんです。 

  その点、もう一度おっしゃってください。 

○委員長（寺脇直子君） 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  施設の再編につきましては急務というこ

とは認識しているんですが、施設への地域

の皆様の思い入れというのもあると考えて

おります。一緒に検討していく住民の皆様

と、というところも大切にしないといけな

いと思いますし、民間提案制度なども活用

していかないといけないと思います。最適

な公共サービスの提供を実現して、地域の

価値とか、あと住民の皆様の満足度を最大

的に図れるような、そういうことを考えて

取り組んでいきたいと思います。 

  ほかの施設が老朽化して、今回予算にあ

げているということも重々承知しておりま

すのでそのあたりも考えながら進めていき

たいと、このように思っております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  すみません、１７ページにまた戻ってよ

ろしいですか。１７ページにちょっといろ

いろまだ質問したいことがあるので、すみ

ません、説明資料の１７ページをお願いい

たします。 

  小事業名の１項目め、住宅流通・多様化

促進事業ということで、新しい取組といっ

たらおかしいですけども、各自治会と連携

したモデルでいわゆる空き家の掘り起こし

をというような説明が、事業の内容の説明

がございましたけども、空き家の掘り起こ

しって、空き家ってざっくり約９００件ぐ

らいあるよというふうなことは前々からい

ろいろ一般質問等の中で出てきた数値だっ

たかなと思いますけども、空き家そのもの

はある程度把握しているということでもな

いんですか。 

  空き家とはいかなるものやという、そう

いう一つの条件なり、ありますよね、水道

の栓を閉じているとか、そういうふうなこ

とでこれは空き家やなみたいなふうな定義

をしているような場合もあるのかもしれま

せんが、本当に人が住んでいない、住民票

がないとか、そんなのも空き家かもしれな

いけども、いずれにしても何やかんや集め

たら９００件ぐらいは当然あるのかな思い

ますが、そういった意味である程度は空き

家そのものはあるというふうなことを、こ

の家は空き家やな、この家も空き家やなと

いうような情報はある程度つかんでおられ

るわけではないんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  本町の空き家につきましては、５年に１

度住宅土地統計調査というのがございまし

て、そちらのほうの調査結果の数字でも約1,

０００件ほどの空き家があるというのは認

識はしております。 

  ただ、それを例えば移住とか、定住とか、

そういった施策に直接活用するというのは

なかなか難しくて、そこで掘り起こしがな
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かなかできておらなかったというのが課題

としてございました。なので、そこにワン

クッション、自治会というのを地域の自治

会をワンクッション挟ませてもらって、協

働で実際に空き家を把握しておられる自治

会さんと一緒になってその掘り起こしがで

きないかなというようなちょっとモデル事

業をやっていきたいなというところで、今

回、この予算を組ませていただきました。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ということは、豊能町で実際把握するよ

りも、自治会さんなどのほうがより正確と

いったらおかしいな、形でここ空き家や、

ここ人住んでないわみたいな感じの情報は

より詳しい情報をお持ちやというふうな、

そういう位置づけですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  空き家かどうかというところにつきまし

ては、町も自治会も多分同じようなレベル

のものだと思っているんですけど、実際に

アプローチをしていくというところにつき

ましては、自治会のほうが有利なのではな

いかというふうにちょっと考えまして、今

回こういった新たな取組ができないかなと

いうふうなところで事業を考えたというと

ころです。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  アプローチとはどこに対してのアプロー

チ、その持ち主の人、所有者の人という意

味ですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  その空き家を管理されておられる方にな

るかと思うんですけど、当然それは所有者

である場合もありますし、息子さんとか、

そういった方が管理されている場合もある

かと思うんですけども、そういった管理を

されている方にアプローチができないかな

というふうに考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  どうなんですかね。自治会の人って、例

えばもうここの家、おじいちゃん、おばあ

ちゃん、お亡くなりになって、からっぽに

なったけども、所有者は誰やとかいうふう

なところまで情報というか、そんなの把握

されているんですかね。逆に、この土地誰

の土地みたいなのを逆に役場のほうがいわ

ゆる法務局かな、法務局の登記情報ですね、

そういったものを多分役場やったら無料で

調べることができるんかなと思うんですけ

ど、そっちのほうがより詳しい、もしくは

毎年５月ぐらいに請求される固定資産税と

か、そういったものの送り先、送り先が何

らかの所有者なり、そんな形になっている

かと思うので、そういった意味では一般の

自治会よりも役場のほうがよりそのあたり

詳しい情報をお持ちじゃないかなと私は思

います。 

  といいますのは、空き家といったら、い

ろいろな問題が出てくるんやけども、やっ

ぱり草ぼうぼう、木がぼうぼうでもう住民

の方が困っているみたいなのがあって、結

局所有者が分からないと。だから、役場の

環境課とか、この場合は都市計画課かな、

ああいうところにちょっとお願いして、何

とかなりませんかと言って、そこの所有者

なりにちょっと連絡を取ってもらうという
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か、そんなふうなことをやっているので、

だから、我々一般住民よりも役場のほうが

より所有者なりのそういうふうな状況、誰

が、どこに住んでいる、どの人が持ってい

るんやみたいな情報は役場のほうがより具

体的な、といったらおかしいけども、そう

いう情報を持っておられるんじゃないかな

と思うので、そういった意味で、こういう

ふうな自治会と連携しても、さほど私はい

い結果が生まれるのかなというふうなちょ

っとそういうふうな感覚でおるんですけど

も、そのあたりはいかがでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  おっしゃるとおり、税の情報ですとか、

登記簿の情報を見れば、一定所有者のほう

は分かるかなというふうに思うんですけど

も、相続登記がなされずに死亡された方の

まま残っている場合ですとか、そういった

ケースもあると思いますし、今税のほうで

も通知書を送る際に、チラシなんかを同封

しまして送らせてもらっているところなん

ですけど、そこまでは今できているんです

けど、実際に具体的なアプローチをかける

段になりましたら、個人情報の絡みもござ

いまして、そういったところがあるので、

そこで自治会とどういった協力ができるか

なというのはそういった手法については研

究しながら進めないといけないなと考えて

いるんですけども、自治会としましても、

ある自治会長さんとお話をする中で、防犯

面ですとか、例えば環境面、そういったと

ころで空き家の適正管理については自治会

としても一つ課題として認識していると。

そういった意味では、町の取組とベクトル

が合うものだなというふうなところもござ

いまして、何か自治会にもそういうメリッ

トといいますか、あるような形で進めてい

ければいいのかなというふうなところで今

回考えさせていただいたところでございま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  それで、自治会と連携して、実際掘り起

こしのアプローチやね、そういったやって

いくにしても、結局大きな課題といいます

のは、前もこれは言わせてもらったけども、

空き家はたくさんある、今９００件なり、1,

０００件なり言うてはるけども、空き家を

手放せない、いろいろな事情がある、その

おうち、一件一件、相続が問題が解決して

いないとかいうのも当然やろうし、亡くな

ったおじいちゃん、おばあちゃんの遺品が

ごっそり入ったままやから、そんなのを捨

てたりするのはちょっと忍びないとか、そ

んな理由もある。そういうふうな状況やか

ら、その状況を改善をせないかんというの

が私大事な部分やと思うんやけども、掘り

起こしをやって、次そういうこともやって

いかなあかんのやけど、そのあたりまで考

えておられるんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  今回この事業を取り組んでいって、掘り

起こしですとか、実際のマッチングまでつ

ながれば本当に一番いいかなと思っている

んですけども、おっしゃるとおり、なかな

か手放したいけど手放されへん、貸したい

けど貸せないという個別の事情もあるかと

思いますので、まずは空き家の管理ですと

か、そういったところからでも入っていけ

ないかなというふうなところで考えており

まして、そういった日頃からのそういう付
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き合いができることで、将来的に売るとか、

買うとかいうときにはお手伝いできるよう

になるのかなというふうに考えておりまし

て、まずは空き家の適正管理、そういった

ところから入っていきたいなと考えていま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  空き家を流通させるというよりも、まず

は第１ステップとして空き家の管理という

ふうな位置づけでやっていくという話です

けど、その空き家の管理そのものは、それ

も自治会が連携して自治会のほうでやって

もらうというふうな、そういう意味ですか、

それとも、空き家の管理そのものはどこか

別のところにやってもらおうというふうな

ことなのか、そのあたりはどうなんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  空き家の管理につきましては、今、住ま

いの相談窓口のほうで空き家の管理のほう

もやっておりまして、実際、今回このモデ

ル事業ができたとしましたら、自治会のほ

いうに管理をお願いするということではな

くて、その掘り起こしの部分について自治

会と連携、協力させてもらって、実際にそ

れが空き家の管理をお願いしたいというよ

うなところになりましたら、それは今まで

どおり、住まいの相談窓口のほうでお願い

をしていこうかなというふうに考えており

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ちょっともう一つ理解できない、自治会

に何を掘り起こしてもらうんですか。とい

うのはもう約９００から1,０００件あると

いうことは行政は分かっていらっしゃる。

その持ち主も分かっていらっしゃる。その

持ち主は手放せない状況というのは、過去

どなたかの質問でお答えになった荷物を置

いておきたいとか、あるいはまだ財産分与

ができていないとか、そういう方のために

町は広報で相談に乗りますということをや

っていらっしゃいますよね、確か。今回こ

こで自治会に何を掘り起こしてもらうんで

すか。持ち主じゃないですよね、何で置い

ているかという事情じゃないですよね、そ

このところをお願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  これまでの取組の中で、例えばですけど

も空き家の活用に関してのセミナーとかい

うのも住まいの相談窓口のほうで月１回ぐ

らいのペースで実際にやってはおるんです

けども、なかなか来てもらえるというとこ

ろまでにはつながっていなかった。つまり

セミナーをやっているんだけども、そのセ

ミナーを受けにきてもらう人がなかなかい

ないというようなところもありまして、例

えばそういったところで自治会と連携する

ことができるならばですけど、自治会と例

えば連名で何かそういうふうなことをやっ

たときに、その所有者なり、管理している

人が、当然自分の家のあるところの自治会

ですから、分かっていることなので、そう

いったところで、例えば引っ張り出せない

かなとか、そういったところの期待もあり

まして、一緒に何か取り組んでいけないか

なというようなところの考えで、今回この

事業をつくったというところになっていま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 
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  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  最終的にはそこの空き家の持ち主に豊能

町に来てもらって、それでセミナーを受け

てもらって、その掘り起こしを自治会にし

ていただこうということですか。ここです

か、この場合は、３３万9,０００円だった

かな、そのための予算が、というのはこれ

はどういうふうな分配方法、一自治会をモ

デル地区にしようとされているのか、そこ

ら辺もちょっと分からないですね。今やっ

ている計画というのは非常に私自身は難し

いと思いますので、確たる方針的、段階的

なもの、もうちょっとこの２点をお尋ねし

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  この事業を設計するに当たりまして、ど

れくらいの自治会との協力、連携ができる

のかというのもなかなかつかめないところ

もありましたので、一斉に全自治会でやる

というよりかは、おっしゃったように、ス

モールスタートといいますか、特定の自治

会とまずやっていきたいなというように考

えておりまして、将来的にそれがうまいこ

といけば、将来的には広げていきたいとは

考えています。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  すみません、中川です。 

  同じ１７ページで、今度は地域の魅力創

出ですかね、そのあたりの先ほどありまし

たけど、ごめんなさい、２番やね、協働に

よる魅力発信事業ということで、これはト

ヨノノレポーターを支援するというふうな

内容のことが書かれておりますが、このト

ヨノノレポーターというもの、そのものは

何人ぐらい総勢いらっしゃるか分かります

か。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  すみません、今ちょっと正確な数字を把

握しておりませんで、すみません、２０名

程度だったと思うんですけど、正確な数字

は把握しておりません。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  その約２０名だというふうなことでござ

いますが、実際にそのトヨノノレポーター

としていろいろと町の魅力発信とかされて

いる方も当然いらっしゃるんやけど、実際

その２０名全員がばんばん投稿をされてい

るんでしょうか。それとも、ある限られた

人数の方だけなのでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  トヨノノレポーターの今年度の運営支援

の報告書を見ておりますと、レポートにつ

きましては、やや、やはり偏ったといいま

すか、皆様が満遍なく投稿しているという

よりかは、例えば投稿に関してはある程度

の特定の方が多いかなと思います。 

  ただ、実際にそのレポートを投稿する以

外にもいろいろな取組としまして、広報周

知でありますとか、勉強会でありますとか、

そういった活動をしていただいておるとい

うところでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 
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  ということは、このいろんなトヨノノレ

ポーターというのは豊能町のファンを増や

していく、魅力発信をして豊能町のファン

を増やしていくということで、そういった

意味ではこのトヨノノレポーターの皆さん

もある意味関係人口を増やしていく、そう

いう位置づけの人たちというふうに捉えて

よろしいんですね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  はい、関係人口、または移住・定住人口

を増やしていくための取組の一つであると

いうふうに認識しております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  そこで今度は小事業名のナンバー３、地

域の魅力創出というところの話に今度連携

させたいと思いますが、先ほど地域おこし

協力隊をお一人迎え入れて、いわゆる地域

の活性化に向けた取組を行っていくことを

やっていきたいというふうなお話がござい

ましたけども、まさにこの地域おこし協力

隊も関係人口を増やしていく、そういう位

置づけの人材といいますか、そういうふう

な立場の人であるのであれば、ある意味２

項目めのトヨノノレポーターと非常に近い

というか、そういうふうな存在の方になる

のかなと思うので、そういった意味ではこ

の地域の魅力創出というところで、地域お

こし協力隊が再生可能エネルギーの普及と

いうふうなところとリンクさせるのはいい

かどうか別にして、それよりもどっちかと

いうたら、トヨノノレポーターの活動なん

かとリンクさせて、さらに豊能町のよさを

発信していくような形の使い方といいます

か、のほうが私はより発展的なのかなとい

うふうに思ったんですけども、そのあたり

はいかがでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  そういった検討も実はしておりまして、

まず足元では能勢・豊能まちづくりと連携

すると、電力小売り事業とまちづくりの事

業を行うということなんですけども、その

中にはトヨノノ応援会ですとか、トヨノノ

レポーターで様々そういったコミュニティ

とか、活動団体がございますので、そうい

ったところとの連携でまちづくりに生かし

ていくというところも当然視野に入れてや

っていきたいと考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野議長。 

○議長（管野英美子君） 

  オブザーバーの議長の管野です。 

  トヨノノレポーター、今ホームページを

見ていますけれど、５０人ぐらいいらっし

ゃるので、もし訂正があるんだったら。 

  それと、いつも投稿されている人は数人

ということです。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  当初トヨノノレポーターの研修を受けら

れた方というのは７０名程度いらっしゃっ

たのかなと思うんですけど、その後、去年

の３月末に意向調査というのをさせていた

だきまして、継続の意向調査というのをさ

せていただきまして、それでいきますと２

０名程度だったかなというところの記憶で

お答えさせていただきました。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野議長。 
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○議長（管野英美子君） 

  ３月に意向調査されているのであれば、

ホームページを更新なさったんですから、

ちゃんとあげていただけますか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  ホームページにつきましても最新の情報

に更新していきたいというふうに考えてい

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  トヨノノレポーター、よく耳にしますけ

ど、私は実際、大変申し訳ないんだけど、

これに接したことがないんです。ですから、

本当に申し訳ないんだけども、一生懸命調

べてくださっているのに、これ、どういう

形でまず住民、私みたいな住民はいっぱい

いると思うんですよね。対外的にもいっぱ

いやっていらっしゃると思うんだけども、

何かこれそのものの宣伝が足りていないよ

うな気がするんですけど、いかがですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  このトヨノノレポーターの事業につきま

しては、本町のシティプロモーションの事

業ということで、豊能町のファンですね、

豊能町のファン自らがレポーターとなって

町の魅力とか、情報を住民目線で発信して

いくというような事業になっております。 

  ちょっと周知のほうが足りていないので

はないかということなんですけども、その

辺につきましては、定期的にこのレポータ

ーの運営支援をお願いをしております一社

さんと一緒に定例会というのをやっている

んですけど、その中でも実はそんな意見も

ちょっと出ておりまして、レポーターの中

からも出ておりまして、今後は、これは次

年度に向けての話なんですけども、レポー

ト以外の例えば場所、例えばですけども、

図書館での展示会ですとか、いわゆるトヨ

ノノＰＯＲＴＡＬ以外、サイト以外での活

動を増やしていこうということで、来年度

は図書館での展示というのをもう既に申込

みをしたというようなことも聞いておりま

すので、あとインスタグラムのほうも始め

たいということで、インスタグラムでも発

信していきたいということですので、引き

続きそういった周知につきましてもきっち

りとやっていきたいというふうに考えてい

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  猪名川のホームページなんかを開けると、

私、猪名川のこういうところが好きですと、

こういうところが気に入ったから引っ越し

てきましたとか、そうなっていますわね。

それこそ猪名川の魅力を、ホームページを

開けたらすぐに出てくるんです。だから、

例えば猪名川に引っ越そうかな、どうかな

という人はすぐ分かる、そういう住民が、

これこれこういうところに魅力を感じて引

っ越してきましたと書いてあるから。うち

のホームページはそういうところにいかな

い。はぁ、みたいな感じですよ、豊能町っ

て何なのという感じです、新しくなくても。

これって、今言ったようにトヨノノレポー

ター、そうやってせっかく魅力を発信して

いるのにちっとも広まらない。ここら辺は

ちょっと今後検討材料として考えてくださ

い。 

○委員長（寺脇直子君） 

  要望でよろしいでしょうか。 
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  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  １８ページの主要事業名１、西地区路線

と東地区デマンドタクシーの分担金を教え

てください。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  公共交通の促進事業の中ですけども、補

助金のところですけども、まず、西地区の

バス運行にかかります補助金の予算想定額3,

５００万円です。それから、デマンドタク

シー東地区と西地区、延伸の部分含めまし

て１００万円ということになっております。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  才脇委員が質問したので、１８ページな

んですけども、今回地域公共交通基本計画

策定されますわね。これというのは、特定

財源が出ていますが、こういったものをつ

くれという国からのそういった動き、働き

かけがあったのでしょうか。私、ちょっと

余りこういったものになじみがないのでお

尋ねします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  地域公共交通の活性化及び再生に関する

法律というのがございまして、この中で地

域公共交通計画というのが令和６年度中ま

での策定というのが義務づけられると。今

後、こういった計画を立てておらないと、

国庫補助とか、そういった補助制度が受け

られないというような制約もございまして、

令和４年度、５年度、この２か年で策定し

ていきたいというふうに考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  私も同じく１８ページの小事業名、２、

地域公共交通基本計画策定事業のことでち

ょっとお伺いしますが、この間の全員協議

会のときやったか、あのときにも申し上げ

させてもらいましたけども、地域公共交通

の絡みといいますのは、基本計画、そうい

ったものの策定といいますか、そういうふ

うなやり方もあるし、地域公共交通網形成

計画といいますか、そういったものもある

というふうに私認識しているんですけども、

結局豊能町、何年か前にも質問したけども、

豊能町はこっちのほうがいいねみたいなこ

とを当時の部長さんが回答しはったことは

あったんですけども、実際、今現在でもこ

の地域公共交通網形成計画というか、そう

いうふうな方向性のやり方も当然あろうか

と思いますけども、まずそのあたりからち

ょっと確認させてください。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  この地域公共交通計画なんですけども、

この計画自体は地域公共交通活性化再生法

に基づく計画なんですけども、これが改正

されまして、こういった名称に統一されて

いるんですけど、実は改正前の計画が地域

公共交通網形成計画というところで、計画

の内容につきましてはほぼ同じと考えてい

ただいて、交通網形成計画も交通計画も同

じ内容だというふうに考えていただいて結

構かと思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  ほかに質疑はございますか。 
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  池田副委員長。 

○副委員長（池田忠史君） 

  すみません、何度も質問がいっぱい挙が

っているんですけれども、１５ページ、ス

マートシティ推進事業についてなんですけ

ど、こちらって協議会のほうが予算を持っ

ておられると思うんですが、その予算を使

う基準というか、こちらのほうはどういう

形になっているのか、教えていただいてよ

ろしいでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  このＣＳＰＦＣですね、一般社団法人コ

ンパクトシティプラットフォーム協議会と

いうのは、この豊能町でコンパクトシティ

プラットフォームの事業を、実験事業を行

っていくために設立された協議会となって

おりまして、各サービスを提供する企業で

ありますとか、サービスを受ける自治体、

そういったところが加入しまして協議会を

つくっております。 

  それで、予算につきましては、今年度、

令和３年度、総務省のデータ連携促進型の

スマートシティ推進事業というのに採択さ

れまして、補助事業なんですけども、これ

が採択されまして、これは協議会の主体の

事業で採択されまして、総務省からお金が

おりることになったと。これは２分の１の

補助金となっておりまして、もう２分の１

は各企業がそれぞれ出し合って、予算とし

て、財布として持っていると。企業が出し

た２分の１と総務省の予算２分の１を財布

として持っていまして、それを豊能町のサ

ービス展開につなげていこうということで、

協議会の中でそこは経費の配分とか、事業

の設定につきましても協議会の中で、皆合

意の中で進めていっておるというような状

況です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田副委員長。 

○副委員長（池田忠史君） 

  ということは、今回あがっている７４４

万6,０００円の中にそれは使っていただけ

ないということでよろしいんですかね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  これは今回令和４年度の予算として計上

させていただいたものなんですけども、令

和４年度の協議会の事業としましてはまだ

はっきりと決まったものはございませんで、

それで、ＡＩオンデマンドにつきましては、

大阪府と豊能町と交通事業者の３者で等分

負担して事業を実施していこうということ

で進めておるものでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田副委員長。 

○副委員長（池田忠史君） 

  次、ちょっと別の場所になりますけど、

２０ページのふるさと寄附促進事業なんで

すが、ここ５年ほど、本当は先に一般質問

があって、ここにくる予定だったので、一

般質問の中の内容がちょっと入ってしまう

かもしれないんですが、ここ５年ほどふる

さと寄附、2,０００万円程度で推移してい

ると思うんですけれども、前年予算、今年

予算、同じように予算をつけていて、増額

が余り見込めていないんですが、その辺に

ついて、この予算で一体何をする予定なの

か教えていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  このふるさと寄附促進事業で計上してお
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ります予算につきましては、まず、豊能町

が受けるふるさと納税の額を、副委員長お

っしゃったように、大体毎年2,５００万円

程度のふるさと納税額が見込めておるとい

う実績があると。それを令和４年度も同じ

ような金額を見込んだとしまして、ふるさ

と納税を受けるためには寄附額の３０％程

度の特産品の返礼品がございます。この返

礼品が７５０万円、それから、サイトで寄

附をしてもらうことが最近多いんですけど

も、サイトで決済をしてもらうときの決済

手数料、これが１６万円、それから、サイ

トを利用しておるんですけども、そのサイ

トを利用するための業務を委託しているん

ですけども、それが３１５万6，０００円と、

そういった内訳になっております、この事

業につきましては。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田副委員長。 

○副委員長（池田忠史君） 

  今おっしゃった返礼品３割という以外に、

必要経費が全体の５０％以下というのも決

まっているはずなんですけども、これ、寄

附の金額がもちろん上がることが理想なの

でそういうことを言うのはあれなのかもし

れないけど、寄附の金額が下がった場合、

この経費を超えてしまう可能性もあるんで

すけど、その辺の考え方はどうなっている

のでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  こちらの歳出の予算につきましては、寄

附額によって変わるもの、率ですので変わ

るものと考えておりまして、予算上は2,５

００万円のふるさと納税があった場合この

支出がかかるということでございますので、

当然これがうれしい話ですけど、3,０００

万円になったりとか、3,５００万円になり

ますと、当然支出も増えるわけなんですけ

ども、そういったところで、率で増減して

いくというところになっております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田副委員長。 

○副委員長（池田忠史君） 

  増えたことはもちろんそれなりの別に経

費がかかって増えていくのは全然ありがた

いことなんですけど、減った場合、超えて

しまう可能性もあるんですけど、そういう

い場合はどこをどう削っていく形になるの

かをお伺いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  定額ではございませんので、率ですので、

あくまでも減った場合もその減った金額で

の、例えば３割であるとか、決済手数料は

３％であるとか、そういった率ですので、

減ったら歳出も減っていくというようなこ

とで考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  １６ページのとよのんのＰＲの活動なん

ですが、先ほどの説明ですとグッズの開発

をするというふうな説明があったと思うん

ですね。ということは、令和３年度の５８

万2,０００円と、今回の５２万2,０００円

というのは、ちょっとこれは予算の内容が

違ってくるのかなというのが１点、まず。 

  それと、グッズの開発って、このイメー

ジキャラクターの説明にあったグッズの開

発っていうのはもう想定しているのかどう

か、この２点をお伺いします。 
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○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  この予算に比較した場合の６万円の減に

なっているかと思うんですけど、これにつ

きましては、編成方針に基づきます事務費

の精査ということで、事務費の減となって

おりまして、とよのんのグッズ政策に係る

分については同額を見込んでおります。 

  それで、昨今コロナの関係もありまして、

イベントとか、そういったものが中止とか、

なくなっていっていることが多くございま

して、新たなとよのんのＰＲする場所がな

かなかないというところで、グッズを増や

していこうというところで、この予算の中

で今考えていますのは、例えばピンバッジ

ですとか、マウスパッド、あとエコバッグ、

こういったものができないかなというとこ

ろで業者のほうとちょっと検討しておると

いうところでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ６万円の減は分かりました、事務費だっ

てこと。残った同じ金額というのは前回は

何に使ったのかな、このＰＲのために。私

は単純にとよのんが出かけていって、その

クリーニング代ぐらいのイメージしかなか

ったんですけども、今回いろんな開発をさ

れるということですが、前回は何に使った

んですか、これ。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  令和３年度、今年度でございますね、に

つきましては、イベント等への出店という

のはありませんでして、主にとよのんのグ

ッズの補充、それから、とよのんに対して

暑中見舞いでありますとか、年賀状が届く

んですけども、そういったところのお返し

とか、返送、そういったものの費用で今年

度は使っています。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  今回その予算というのは入れなくてもい

いんですか、もう入っているのかな、ここ

に。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  はい、そちらのほうの事業も計上してお

ります。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑はございますか。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  このとよのんＰＲ活動事業の中で、グッ

ズ開発ということで２つ、マウスパッドと

ピンバッグとおっしゃった、ごめんなさい、

マウスパッドは私よう分かるんやけども、

ピンバックってすみません、どんなものな

んですか、ピンバッグ。 

○委員長（寺脇直子君） 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  ピンバッジでございます、ピンバッジと

エコバッグ、別々なものでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  ほかに質疑はございますか。 

  なければ、ちょっと私のほうから何点か

確認させていただきたいんですけども、１
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５ページのスマートシティ推進事業なんで

すけれども、今回７４４万円のこれ全て特

定財源になっているんですけれども、先ほ

どＡＩのオンデマンドも将来的にうまくい

った場合は町が負担していくような答弁も

あったと思うんですが、今のこのスマート

シティ推進事業自体はもう今後もずっと特

定財源でやっていくということでしょうか。 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  できるだけ特定財源、令和４年度につき

ましては新型コロナの交付金を充当する予

定なんですけれども、そういった特定財源

を使えるような形で、そこは考えていきな

がら実施していきたいと考えています。 

○委員長（寺脇直子君） 

  以前、このスマートシティで約４０社ほ

ど豊能町に関心を持っている企業があると

いう話を聞いたんですが、どのような業種

の企業が、豊能町のどういうところに関心

を持っているのか、ちょっとお伺いをしま

す。 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  スマートシティの事業につきましては、

国のほうもデジタル庁を立ち上げたりとか

というのもありまして、要は加速化してい

くかなと思っているんですけど、国のほう

の考えもそうなんですけど、大阪府もそう

なんですが、これはあくまでも豊能町だけ

で終わる話ではなくて、横展開、各自治体

のほうに広げていって、大阪府全体、もし

くは日本全体をそういったスマートシティ

にしていこうという取組の中の一つとして

やっているんですけれども、その中で、大

阪府の今回のスマートシティの今回のスー

パーアドバイザーの江川氏が言うには、豊

能町の人口的な規模感でありますとか、財

政状況の規模感を見たときに、豊能町で成

功するならばどの自治体へ持っていっても

これは成功するものだというところで、実

験するに当たっては豊能町がふさわしいと

いいますか、やりがいのある場所だという

ことで選んでいただいて、豊能町で実証実

験を行っておると。今後は各自治体のほう

もこれから多分広がっていくと思いますの

で、豊能町で得たものをプラットフォーム

として展開していきたいというようなとこ

ろで進めておるところです。 

○委員長（寺脇直子君） 

  企業さんなんですけど、例えば不動産会

社とか、いろいろあるじゃないですか。ど

ういう業種の企業が、例えば豊能町の高齢

化のところに関心があるとか、そういうと

ころをちょっとお伺いしたいんですが。 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  今回加入をしていただいております企業

さんにつきましては、大体がといったらあ

れなんですけど、ＩＴの企業さんが多いで

す。具体的な名称を挙げますと、ＮＥＣさ

んですとか、三井住友海上さんですとか、

そういったところに、あとは関電さんです

とか、そういったところになるんですけど

も、それぞれの企業さんにどういったとこ

ろを目指して、目指してといいますか、豊

能町を選んだ理由というのは聞いていない

んですけども、横展開しやすいというとこ

ろで入ってこられたのかなというふうには

考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  今後この事業を進めていく中で、豊能町

のどういうところに関心を抱いているかと

いうのもちょっと把握してほしいと思いま

す。 
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  それと、１８ページの地域公共交通基本

計画策定事業なんですけども、今回、特定

財源で新たな地域公共交通基本計画を策定

するということなんですが、本町は高齢化

率も５０％で、今後も超高齢化社会が進む

ことが予測されているんですけども、高齢

者に優しいまちづくりのために、この地域

公共交通って非常に重要だと思うんですが、

東地域はバスのみが走っていて、西地域は

能勢電鉄とバスが走っているんですけども、

今後近隣の自治体との広域交通も含めて、

このような視点で計画を策定していくのか、

どうかお伺いします。 

  田中まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  今回策定をしようとしております地域公

共交通基本計画の大きなポイントといたし

まして、まちづくり等の施策と一体的に策

定することが重要であるということで国の

ほうも言っておりまして、今回、総合まち

づくり計画を令和４年度からの計画ですけ

ども、１０年計画ですけども、策定いたし

ました。社会的な情勢の変化ですとか、そ

ういった本町の持つ課題でありますとか、

そういったことを対応するために総合計画

のほうと一体的な連帯した形での計画を考

えておりまして、そういったまちづくり計

画と一体的につくっていきたいというふう

に考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  ないようですので、ちょっと中途半端な

時間なんですけれども、これより暫時休憩

とします。再開は１３時とします。 

（午前１１時４７分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○委員長（寺脇直子君） 

  それでは、休憩前に引き続き、会議を開

きます。 

  次に、予算説明資料の２１ページから３

２ページまでの秘書人事課、３３ページか

ら４８ページまでの総務課、４９ページか

ら６０ページまでの行財政課、それから、

飛びますが、１６４ページの出納室、１６

５ページ、１６６ページの吉川支所が所管

する事業について御説明願います。 

  池田秘書人事課長は特別会計を含む各会

計の人件費事業全般の説明をよろしくお願

いします。 

  順次説明を願います。 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  こんにちは、秘書人事課の池田です。よ

ろしくお願いします。 

  それでは、当初予算説明資料にあります、

各事業の説明の前に、今、委員長のほうか

ら説明がありました、まず、一般会計予算

の人件費につきまして、その概要を説明さ

せていただきたいと思います。 

  予算書の１５０ページ以降に給与費明細

をつけておりますので、併せて御覧くださ

い。 

  まず、人件費のうち、特別職は約１億6,

２００万円、会計年度任用職員を含む一般

職は約１７億3,３００万円、合わせまして

約１８億9,５００万円となっており、前年

度当初と比べまして約１億1,7００万円の減

となっております。 

  増加と減少の主な要因について申し上げ

ます。 

  減少の主な要因でございますが、常勤職

員の予算上の職員数の減によりまして、給

料で約2,８００万円、地域手当で約１４０

万円、期末勤勉手当で約1,７００万円、共

済費で約1,０００万円の減となっておりま
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す。 

  また、会計年度任用職員の任用数を精査

したことにより、報酬で約2,２００万円、

期末手当で約９００万円の減となっており

ます。 

  また、議員報酬につきましては、令和３

年度は町議会議員選挙がありましたので、

議員報酬で約３７０万円の減となっており

ます。 

  また、退職手当でございますが、定年退

職者の減、５名から４名になったことによ

り、約2,４００万円の減となっております。 

  増加の主な要因を申し上げます。 

  令和３年度は衆議院議員選挙、町議会議

員選挙がありましたが、令和４年度には参

議院議員選挙、町長選挙、大阪府知事・府

議選挙があることにより、時間外勤務手当

で約３４０万円、管理職特別勤務手当で約

１７０万円の増となっております。 

  次に、会計年度任用職員を除く一般職員

の人件費について説明させていただきます。 

  前年度との比較のために、退職手当を除

いた人件費で説明させていただきます。 

  退職手当を除いた人件費につきましては、

約１２億6,０００万円で、前年度に比べ約5,

４００万円の減となっております。 

  減少の主な要因としまして、先ほど申し

上げました予算上の職員数の減による給与

の減となっております。 

  なお、退職手当と会計年度任用職員の人

件費を除き、特別会計を含めた町全体の一

般職の人件費につきましては約１３億7,８

００万円で、前年度に比べますと約4,４０

０万円の減となっております。 

  減少の主な要因でございますが、この要

因につきましては、先ほど申し上げました

予算上の職員数の減によるものでございま

す。 

  なお、３月４日の全員協議会のときに御

報告しました、豊能町行財政改革プラン２

０１９の進捗状況中、働き方改革の推進の

職員数の時間外の件でございますが、一般

会計予算ベースで比較いたしますと、令和

３年度は4,７３２万8,０００円で、令和４

年度は4,３８１万円となり、約３５１万円

の減となっております。ただし、それぞれ

の金額には臨時的事業であります選挙と防

災に係る時間外手当が含まれており、また、

令和３年度の予算には休日勤務手当が含ま

れているため、それぞれの金額を除き、改

めて比較いたしますと、令和３年度が3,０

７９万円で、令和４年度は2,８８４万5,０

００円となり、約１９４万5,０００円、時

間数で申し上げますと約８４５時間の減少

となっております。 

  人件費の説明は以上です。 

  続きまして、予算書の６０ページ並びに

当初予算説明書の２１ページを御覧くださ

い。 

  予算書の６０ページ、款・総務費、項・

総務管理費、目・一般管理費の２、人事給

与管理事業の１２、業務委託料２８４万円

のうち１７３万円、当初予算説明資料で申

し上げますと、大事業、人事給与管理事業

の小事業名２、法改正に伴う人事給与シス

テムの改修事業につきまして予算措置を講

じているものでございます。 

  今回の改修でございますが、地方公務員

等共済組合法の改正による会計年度任用職

員等の保険者が変更となることから、その

ための改修を行うものと、地方公務員法の

改正による定年延長制度に対応するための

改修を行うものでございます。 

  秘書人事課の説明は以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。よろしくお願いしま



 

39 

す。 

  総務課分について、臨時事業等について

主に御説明させていただきます。 

  予算書の６９ページ、目９・電子計算費

の３、住民情報化推進事業、予算説明資料

では３８ページを御覧ください。 

  予算説明資料に法改正によるシステム改

修事業はマイナンバー制度関連事務などの

法改正等に対応するため、基幹系システム

を改修するものですが、令和４年度は加え

て行政手続のオンライン化に対応し、ぴっ

たりサービスからのデータ連携を整備する

ための費用も含め、業務委託料８４３万7,

０００円を予算計上するものです。 

  なお、うち特定財源３８８万9,０００円

については、予算書の４１ページを御覧く

ださい。 

  目１・総務費国庫補助金、節３・電子計

算費国庫補助金として３８８万9,０００円

を歳入予算計上しております。 

  内訳については、社会保障・税番号制度

関係事業費国庫補助金が４９万7,０００円、

それから、デジタル基盤改革支援国庫補助

金３３９万2,０００円になります。 

  次に、予算説明資料の３、基幹系システ

ムネットワーク等更新事業ですが、主要ブ

ラウザのサポート終了に伴う端末設定変更

作業として業務委託料２３３万3,０００円、

基幹系ネットワーク機器更新分として、物

件使用料１３２万円、合計３６５万3，００

０円を予算計上しております。 

  次に、ちょっと飛びます、予算書の７０

ページの目・防災諸費、２、防災対策事業、

予算説明資料では４０ページを御覧くださ

い。 

  説明資料の２、防災備蓄品整備事業は、

消耗品費１０６万6,０００円を予算計上と

して、保存水、それから、長期保存レトル

ト食品、液体ミルク、各種衛生消耗品など

を備蓄するものでございます。 

  次に、説明資料の３、防災行政無線戸別

受信機設置事業ですが、これは工事請負費

１８２万8,０００円を予算として、災害時

要配慮者等を対象に、戸別受信機の設置工

事を実施するものです。 

  次に、説明資料の４番、無線局再免許申

請手続事業は、業務委託料２５万7,０００

円を予算計上として、防災行政無線を継続

して使用できるよう、無線局再免許申請手

続を行うものです。更新の年度は５年にな

ります。 

  次に、説明資料の５番、非常用発電機維

持管理事業は、業務委託料３３万6,０００

円を予算として、納入後５年経過している

非常用発電機について、部品ごとの詳細な

点検作業を行い、適正に運用するものです。 

  続いて、説明資料の６番、避難所連絡用

スマートフォン導入事業、これは通信運搬

費１９万9,０００円を予算として、災害が

発生し、避難所開設時などで避難所班と防

災担当部局との連絡用に使用するものです。

台数は５台分です。 

  次に、説明書７番の無人航空機操縦講習

事業は、報償金４３万6,０００円を予算と

して、ドローン操縦の資格取得のため、出

張講習会に参加するものでございます。こ

れは４人まで参加できまして、３日間の講

習になります。 

  続いて、これからちょっと飛びますが、

消防費まで飛びます。予算書の１２４ペー

ジの目・常備消防費の２、消防広域化事業、

予算説明資料では４７ページを御覧くださ

い。 

  予算説明資料の１、消防広域化事業３億8,

５２１万1,０００円、これについては、昨

年度当初より7,１５７万3,０００円の増と

なっております。 

  増加の主な要因ですが、これは旧豊能町
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職員の退職者の増、令和３年が１名やった

のが、令和４年は５名の退職になります、

による退職手当の負担金の増となります。 

  ちなみに、旧箕面市職員の退職者は、令

和３年が２名やったのが令和４年は３名と

なります。 

  続いて、予算書の１２４、１２５ページ、

目２・非常備消防費の１、消防団活動事業、

予算説明資料では４８ページを御覧くださ

い。 

  予算説明資料の３、消防団車両用発電機

買替事業は、機械器具費２１万6,０００円

を予算として、高山分団と牧分団の車両用

発電機の買替え、各１台、合計２台にかか

る費用でございます。 

  説明は以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課山内です、こんにちは。よろし

くお願いいたします。 

  それでは、私のほうからは、行財政課に

係る予算について御説明申し上げます。 

  予算書の６２ページを御覧ください。当

初予算説明資料は４９ページになります。 

  目１・一般管理費の７、基金管理事業で

ございます。 

  当初予算説明資料の小事業名、１、基金

管理事業につきましては、ふるさと寄附金

の増により、ふるさとづくり基金積立金を

５００万円増額するものでございます。 

  続きまして、予算書の６５ページを御覧

ください。当初予算説明資料は５２ページ

になります。 

  目５・財産管理費の１、庁舎等管理事業

でございます。 

  当初予算説明資料の小事業名２、庁舎等

修繕事業につきましては、電話設備、受変

電設備、本庁舎内のエレベーターの修繕を

行うものでございます。 

  続きまして、予算書の７６ページを御覧

ください。当初予算説明資料は５６ページ

になります。 

  項４・選挙費、目３・参議院議員通常選

挙費の２、参議院議員通常選挙事業でござ

います。 

  当初予算説明資料の小事業名、１、参議

院議員通常選挙事業につきましては、参議

院議員の任期が令和３年度中に満了するた

め、選挙執行にかかる費用について予算措

置を行うものでございます。 

  続きまして、予算書の７６ページ、当初

予算説明資料は５７ページを御覧ください。 

  目４・豊能町長選挙費の２、豊能町長選

挙責事業でございます。 

  当初予算説明資料の小事業名、１、豊能

町長選挙事業につきましては、任期満了に

伴う選挙執行にかかる費用について予算措

置を行うものでございます。 

  続きまして、予算書の７７ページを御覧

ください。当初予算説明資料は５８ページ

になります。 

  目５・大阪府知事選挙及び大阪府議会議

員一般選挙費の２、大阪府知事選挙及び大

阪府議会議員一般選挙事業でございます。 

  当初予算説明資料の小事業名、１、大阪

府知事選挙及び大阪府議会議員一般選挙事

業につきましては、任期満了に伴う選挙執

行にかかる費用について予算措置を行うも

のでございます。 

  続きまして、公債費でございます。 

  予算書の１４９ページを御覧ください。

当初予算説明資料は５９ページになります。 

  公債費償還事業（元金）につきましては

５億7,２４２万3,０００円で、前年度に比

べまして2,９２２万4,０００円の減でござ

います。 

  主な要因につきましては、令和３年度、
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償還完了に伴う減でございます。 

  続きまして、当初予算説明資料の６０ペ

ージを御覧ください。 

  公債費償還事業（利子）につきましては3,

６２１万円で、前年度と比べまして２６８

万5,０００円の増でございます。 

  主な要因につきましては、償還年次の経

過による支払う利子の減と、令和４年度に

借入れを行う予定の利子の増の差額による

ものでございます。 

  続きまして、地方債の現在高について御

説明申し上げます。 

  予算書の１６３ページを御覧ください。 

  一番下の行が残高の合計となります。左

から２番目が令和３年度末の現在高見込額

で６０億8,２０７万5,０００円でございま

す。一番右が令和４年度末の現在高見込額

で５７億1,４５５万2,０００円で、前年度

より３億６,７５２万3,０００円の減となる

見込みでございます。 

  なお、現在高見込額のうち、約４５億4,

０００万円につきましては地方交付税とし

て措置される見込みであるため、残りの約

１１億6,０００万円が実質的な町負担額と

いうことになります。 

  続きまして、予算書の１４９ページにお

戻りください。 

  款１２・予備費でございます。 

  予備費につきましては1,１９２万2,００

０円で、前年度より１１４万2,０００円の

減となっております。 

  歳出についての説明は以上でございます。 

  続きまして、歳入の御説明をさせていた

だきます。 

  予算書の２８ページを御覧ください。 

  ２８ページの款２・地方譲与税から３３

ページの款１１・地方特例交付金及び３４

ページの款１３・交通安全対策特別交付金

でありますが、国の地方財政計画や大阪府

の見込み率を参考に予算を計上しておりま

す。 

  続きまして、予算書の３３ページを御覧

ください。 

  款１２・地方交付税でございます。１、

普通交付税につきましては、基準財政需要

額が増となり、基準財政収入額が減となる

ため、前年度より増額を見込んでいるもの

でございます。 

  続きまして、予算書の４１ページを御覧

ください。 

  款１６・国庫支出金、項２・国庫補助金

でございます。 

  右の説明欄に、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金と記載しており

ます。４１ページから４２ページにかけて

記載をそれぞれの費目にしておりますが、

令和３年１２月２７日に新たに１億1,７４

９万5,０００円の交付金が追加の通知がご

ざいました。今回の当初予算の事業に合計

で5,０６０万2,０００円を充当しておりま

す。充当事業につきましては、本日お配り

させていただいております、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金事業

一覧で御確認をお願いいたします。 

  なお、交付予定額の残額6,６８９万3,０

００円につきましては、今後新型コロナ感

染症対策等の事業の検討を行い、決定次第、

改めて補正予算の審議をお願いしたいと考

えておりますのでよろしくお願いいたしま

す。 

  続きまして、予算書の５１ページをご覧

ください。 

  款２０・繰入金、項１・基金繰入金でご

ざいます。 

  当初予算説明資料の８ページに各繰入金

の充当先を記載しております。 

  続きまして、予算書の５６ページから５

７ページを御覧ください。 
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  款２３・町債でございます。 

  当初予算説明資料の９ページに充当率、

交付税の措置率を記載しております。 

  歳入の説明は以上となります。 

  行財政課からの説明は以上になります。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  上西会計管理者。 

○会計管理者（上西めぐみ君） 

  出納室、上西です。よろしくお願いいた

します。 

  それでは、予算書６４ページ、予算説明

資料１６４ページをお開き願います。 

  総務費、総務管理費、会計管理費、会計

管理事業の御説明をさせていただきます。 

  役務費手数料について、御説明になりま

す。 

  役務費手数料の中には口座振替手数料、

及び指定金融機関の派出事務手数料が入っ

ております。平成１６年度より手数料等を

お支払いしております。幾度とこの１６年

間のうちで、何度かの値上げの要求をされ

ておりましたが、事務の簡素化等、いろい

ろ努力をしておりまして、収まっておりま

したものですが、このたび事務手数料及び

人件費に伴うものといたしまして４００万

円の値上がりを要求されまして、いろいろ

協議した結果、この額で来年度はお願いし

たいということになりましたので、値上げ

の増額をさせていただいたものです。 

  出納室からは以上の説明になります。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  南吉川支所長。 

○吉川支所長（南 小百合君） 

  吉川支所の南でございます。よろしくお

願いいたします。 

  当初予算説明資料１６５ページ、予算書

６８ページをお開きくださいませ。 

  予算説明資料の小事業名、３、窓口収納

円滑化事業でございます。予算書、款２・

総務費、項１・総務管理費、目７・支所費、

１、支所事務事業について御説明させてい

ただきます。 

  これにつきましては、お客様が吉川支所

内の銀行に町税や保険料の納付に来庁され

ますが、この銀行の取扱い時間外にお客様

が納付に来庁された場合、吉川支所職員が

収納業務を行っております。今回、新型コ

ロナウイルス感染防止対策といたしまして、

直接現金に触れずに収納業務を行える自動

釣銭機を導入するものでございます。 

  財源でございますが、予算書４１ページ

の款１６・国庫支出金、項２・国庫補助金、

１、総務費国庫補助金、２の支所費国庫補

助金の新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を財源とさせていただいて

おります。 

  説明は以上でございます。よろしく御審

議のほど、お願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  それでは、これより質疑を行います。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  その前にもう一度ちょっと予算説明資料

ですか、結構飛びましたけども、何ページ

から何ページの、もう一度ちょっとすみま

せんが、説明いただけませんか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  予算説明資料の２１ページから３２ペー

ジまでの秘書人事課、そして、３３ページ

から４８ページまでの総務課、４９ページ

から６０ページまでの行財政課、それから、

飛びますが、１６４ページの出納室から１

６５、１６６ページの吉川支所が所管する

事業について質疑をお願いいたします。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 
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  まず初めに、職員の人件費関係のお話を

初めに池田課長のほうからございましたけ

ども、あの実際の説明のときにおっしゃっ

ていたように、前年度と比べて結構人数が、

職員数が減っているんですよというふうな

お話がございましたけども、当然辞めてい

かれる方もいらっしゃって、人数が減って

いくというのは当然のことなのかなと思い

ますけども、人数は減っているけれども、

実際の業務といいますか、そのものは多分

減っていないのかなと、こう思ったりもす

るんですけども、そのあたりの仕事のやり

くりは、人数は減っているけども何とか回

していけるのか、そのあたりちょっと心配

かなと思っておりますので、ちょっとお伺

いしたいと思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田です。 

  職員数のお話なんですけれども、当然委

員おっしゃるように事業が移譲の関係でお

りてきて、減ることが余りないという中で、

職員がいろんな工夫をして、時間を見出し

て仕事をしていただいているところなんで

すけれども、本町の場合、財政事情が非常

に厳しいというところもございますので、

当然見直しをかけないといけない事業とい

うのは当然見直しをかけていただいて、時

間を捻出していただいて、当然マストの分

につきましてはしなければならないという

ことですので、そこも所属でちょっと工夫

をしながら対応を頂いているというところ

でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ということは、今御説明があったように、

うまいこと、事業数はほとんどこの説明資

料を見ても変わっていないのかなと思いま

すけども、そういった意味で、一つ一つの

事業の中の仕事のやり方といいますか、そ

ういったものを工夫していく、そういうよ

うなことでよろしいんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  委員のおっしゃるとおりでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  今のお話の続きになるんですけども、現

場からやっぱりもうちょっと正職を増やし

てほしいとか、そういう声はあがっていま

せんか。例えば図書館ですとか、国保診療

所とか、どう見ても正職が少ないように思

うんですね。それから、やっぱりそのうち

特に専門職かな、保健師さんとか、管理栄

養士さんとか、去年あたりは福祉士さんは

正職でお当てになったと思いますけども、

そのあたりはどのようになっているのか、

実際そういう声は届いていませんか、正職

できちっとしてほしいという声です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  各所属のほうから、当然にして職員数を

増やしてほしいというような話は、これは

正直なところあります。 

  ただ、正職員でしかできない仕事と、正

職員以外の職員、いわゆる会計年度任用職

員にお任せできる範囲の仕事というところ

をきっちりすみ分けをして、それであって、

なお必要であるということでありましたら、

当然予算化をしてと。ただ、今委員おっし

ゃられるように、なかなか専門職ですね、
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本町に限らず、各自治体、任用するのにか

なり困っていると。なかなか手を挙げてく

れないというようなところもございます。

必要な専門職につきましては、ちょっとい

ろいろやり方を考えながら応募をかけて、

確保をしていきたいというふうに考えてお

ります。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  それはお願いという感じなのかもしれま

せんけど、やっぱり専門職、それは専門だ

からどこの自治体も代替雇用として、専門

職は非常勤かな、再任用みたいな形になっ

ていて安定しないと。安定しないがために

今度は逆に、特に気になるのは看護師さん

とか、そういったところを私はやっぱり町

としてきちっとしてほしいなと思って。や

っぱり人材はどんどん流れていってしまう

し、積み重ねがやっぱり流れてしまうし、

そこをお願いしたいと思います、きちっと

していただきたいということと。 

  それと、もう一点お尋ねしたいんですけ

ども、１７ページの地域の魅力創生事業の

ほうで、能勢のまちづくりに向けて、地域

おこし協力隊を１名募集して云々かんぬん

と書いてあるんですが、こういったところ

もそちらのお仕事ですか、要するに新しい

人材を募集する仕事なんですけど。そこら

辺を、そういうことをきちっと理解という

か、情報として共通認識があるのかどうか、

お尋ねします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  こんにちは、総務部、仙波です。 

  先ほど、まちづくり創造課のときにあり

ました、地域おこし協力隊の事業、あれに

つきましては、いわゆるそういった地域お

こし協力隊という制度が総務省のほうでご

ざいます。 

  どういった制度かといいますと、要は豊

能町外に住んでいらっしゃる方が、豊能町

に転入をされて、いろいろまちおこしにつ

いて御協力をいただいた上でまちおこしの

作業をしていただく。３年間の時限つきで、

特別交付税として財源が措置されるという

ところで、今回、令和４年度の当初予算に、

先ほど説明がありましたが、予算要求をさ

せていただいたところでございます。 

  それで、地域おこし協力隊の事業につき

ましては、先ほどまちづくり創造課が中心

となりまして、そういった事業を行うとい

うことで、人件費というこちらのいわゆる

正職員とか、そういった人件費とは別にま

ちづくり創造課の事業として行っておるも

のでございます。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  私たち、そちらはそちらでいろんな縦的

なものがあるんでしょうけども、私たちに

してみたら、町に新しい人材が入るといっ

たときに、町全体を見回して、そして、こ

こにというふうな、私はそうだと思ってい

るんです。総務課がどうのこうのじゃなく

て、このまちづくりにしても、なぜ豊能町

内のどこかのところにということはできな

いのかなという意味で聞いているんです。

よその能勢云々じゃなくて。だから、そう

いった意味でいろんな人事を考える上で、

町を相対的に見て、いろんな配置とか、そ

ういったものもそこのお役目ですかと。分

かりますか、言っていること、分からない。

人事の総責任者はじゃあどこですかという

質問です、簡単に言えば。 

○委員長（寺脇直子君） 
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  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  人事の総責任者ということになりますと、

総務部、先ほどの秘書人事課のほうになり

ます。それで、総務部秘書人事課のほうに

おいて、町の行っていく業務、いろんな業

務が当然あるんですけども、ここにどれだ

け人員が必要か、この人員は今度退職する

けどどうするんかというのを総合的に考え

ていくのが私どものいわゆる人事担当のほ

うで考えていきます。 

  あくまでも、それとは別の考え方で、要

は人件費的分も含めまして、いわゆる先ほ

どの地域おこし協力隊事業というのは、例

えば引っ越しにかかる、地域おこし協力隊

として募集をかけて、その募集をかけた上

で、その方が応募があったら、その方の例

えば、いわゆるここで生活するための引っ

越しの費用であるとか、ちょっと具体的に

どこまでどういうふうに対象になるかは別

なんですけれども、要は時限つきでそうい

った方に協力をお願いをしまして、豊能町

の地域おこしに協力をしていただく。それ

で、３年間の事業が終わったらその間にい

わゆる自立をしていただく方法を考えてい

ただいて、将来的には自立をしても、豊能

町のまちおこしに御協力を頂く方を育成す

るという事業でございます。したがって、

今回のこの人件費、いわゆる豊能町、もち

ろんどちらも豊能町の業務なんですけれど

も、あくまで豊能町の業務として職員を雇

用するという形ではなくて、そういったこ

とをお願いするという形の事業というふう

に御理解をいただけたらというふうに思う

んですけれども。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  ちょっとそんなら全然別な項目に移らせ

てもらいますが、説明資料の事業の説明資

料３７ページをお願いいたします。 

  この中の項目といいますのは、小事業名、

行政情報化推進事業ということで、令和３

年度と比較して、約２倍近くの金額が予定

をされておりまして、内容的には、イント

ラネットやね、イントラネットを整備する

というふうなこと、とネットワークを利用

した各種サービスを運用するとなっていま

すが、このイントラネットの整備そのもの

は、今も当然イントラネットがあるはずな

んですけども、現状のイントラネットでは

何か不備があるか、不備というとおかしい

な、使い勝手が悪いかしらんけど、そうい

うのがあるから整備をするというふうな意

味合いなんですか。そのあたり、ちょっと

お伺いしたいと思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  ちょっと予算説明資料の３７ページです

ね、こちらのほうの行政情報化推進事業の

ところの令和３年と令和４年を比べたとき

に、４年がもう２倍近くなっているという

ことなんですが、実はこの令和３年度、今

年度の１１月から、もうイントラネット、

これを更新したんですね、新しく。令和３

年の予算では、実は行政情報化推進事業と

いうのは、４月から１０月分まで、今年の

分の経費。１１月以降はちょっと別の小事

業で、イントラネット更新事業というのを

予算に小事業として組み込んでいまして、

それがちょっと別建てになっていまして、

それが８８９万2,０００円だったんですね。

ちょっとその分が大きくあるので、今回、

令和４年度というのはもう４月から３月ま
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での１２か月分になりますので、その分で

ちょっと額が余りにも違うというのはそう

いうところになります。 

  実際に今年度更新したんですけれども、

実際にもうイントラネットといっても５年

を大体めどに更新しないと、もう機械が、

機械といいますか、システム自体がうまく

作動しないといいますか、になりますので、

もう更新時期がきていましたので、このタ

イミングで更新をした。いろいろサポート

がちょっと今までできていたものができな

くなるというのがありましたので、この更

新時期でさせていただいたということでご

ざいます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  そうしたら、おさらいですけども、令和

３年は丸々１年間分の費用じゃなかったよ

というふうな、そんな意味合いで、半年分

ぐらいやったかなみたいな。それに対して、

令和４年は丸々１年間分ですよみたいな、

そういった意味の差がありますよというこ

とで、これについては令和４年が終わった

とき令和５年やけど、令和５年も同様に同

じような金額が当然毎月のように発生する

んですよという、そういうふうな意味合い

の数字ですということですね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  議員おっしゃるとおりです。金額は全く

同じというわけではないんですけれども、

大体毎月利用する量、金額というのは大体

決まっていますので、その金額の月数分が

かかってきますので、同じような金額が今

後ともかかってきます。中身をちょっとい

ろいろ更新したり、一部更新とかしてしま

うとまたちょっと金額に増減が出てくると

いうことですが、もう一斉に更新しました

ので、もうメイン的にはこの金額で引き続

きいく、大体このぐらいの金額でいく予定

です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  そうしたら、すみません、別なまたペー

ジにいかせてもらいます。説明資料の３２

ページをお願いいたします。 

  ここの内容の小事業名の１ですね、令和

４年就業構造基本調査事業、これは何か国

民の就業及び不就業の状況を調査し、云々

というふうな事業概要を書いてございます

が、これって状況を調査した後、どんなふ

うに何かなっていくのかみたいな、行政施

策へ反映させると書いていますけど、どの

ように反映していくというふうな取組なの

か、その当たり、何か詳細がございました

ら説明をお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  就業構造基本調査でございますが、この

調査、統計法に基づく調査っていろいろな

種類がございまして、この就業構造、国の

調査にはなるんですけれども、５年に１回、

この調査を実施しておりまして、この調査

の結果に基づいて、例えば１５歳以上の方、

属する世代ですね、についてはどういうふ

うなところに今お勤めをされているかとか、

どういう内容かとか、そういうものを一定

調査をした上で、調査結果を基に、国が展

開していく事業、各方面に使われるという

ことで、特定の何かのものだけに使うため

にこの調査をしているわけではないと思い

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 
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  よろしいですか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  秋元です。 

  ４０ページの６のスマートフォンの金額

的には１９万9,０００円で、失礼な言い方

をするとあれなんですけど、この説明が災

害時に開設され、避難所に配置される、避

難所班と、防災担当との連絡用にスマート

フォンを導入するということは、常にその

スマートフォンはどうなっているんですか。

わたしもちょっとうっかりすると、すぐか

からなくなったりしているので一体日頃ど

ういうふうに管理するのかな、どなたが持

ってというのがちょっと全く分からないの

で説明をお願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  毎年風水害が６月ぐらいからあったりと

かして、弾力運用避難所というのをシート

ス、西公民館、中央公民館で開いたりとか

するときに、よく場合によっては避難所の

開設という形をしていまして、今まででし

たら、避難所の担当の職員をそこの施設に

行かせて、本部とやり取りというのを施設

を通して電話で、例えばシートスとかいっ

ても、シートスに行ってもらった職員とう

ちで電話するんですが、その連絡というの

がなかなか、例えば施設に電話して、施設

のところまで来てもらってとかいうやり方

をしていましたんですが、実際この避難所

班というのは日によって誰がくるかという

のはちょっと直前まで分からなかったりと

かしますし、誰が来るか分からというとこ

ろがあるので、できるだけ意思疎通を図る

ために防災部局で持っている、契約するス

マートフォンを避難所開設時には避難所班

の誰かに持っていってもらって、そこで連

絡を取り合うと、防災部局と連絡を取り合

うと、もしくはあと水防班、うちの建設と

か、都市計画、水防班のほうが現場を見に

いったりするのに、現場の状況とかを本部

とやりとりしたりするのに連絡用に使った

りとかいうのを考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  災害が起きたときのイメージはつくんで

す。その現場とここでやり取りって。そこ

にいつ起こるか分からない、その間にこれ

はどういう形になっているんですか。毎日

充電して、常に職員の全職員にここにあり

ますよとか、そういうふうな使い方なのか

どうか、ちょっとこれが分からないんです

よね、お願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  基本的には災害時に使おう思っています

ので、ふだんは一応災害のときにすぐに使

えるように充電をしておいて、一応総務課

のほうで保管しているというような状況で

ございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  ずっと総務課のほうで置いておくのはも

ったいないということを危惧されているの

かなと思うので、ふだん、現場へ行ったり

とかするときに、職員のほうで使ってもら

うこともできるのかなというふうに、実際

にまだ使ってはないんですけれども、例え

ばそういう現場へ出ていきはる部署ですね、

そちらのほうで使っていただくということ

も今後はありなのかなというふうに思いま
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す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  今の同じ４０ページでお願いいたします。

説明資料４０ページの一番下の７番目の小

事業ですね。無人航空機操縦講習事業、や

やこしい名前やけど、結局ドローンの練習

に３日間４人行けますよみたいな、そのよ

うな御説明だったかと思うんですが、この

説明資料そのもののこの大きな概要という

ところに、対象者は誰ですよみたいなのが

書いてあって、地域住民及び職員となって

いるんですけども、この４人で３日間とい

うのは住民さんなのか、それとも職員さん

なのか、そのあたりはどうなのでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  すみません、総務課、萩原です。 

  対象というか、うちの防災部局だけで使

うのはもったいないというのがありました

ので、ちょっと全庁的に、豊能町の全庁的

に使えればいいなというふうに思っていま

して、実際に農林商工課とかが空き地の管

理か、その辺の、耕作放棄地とか、そうい

ったところの把握とか、そういったところ

に使えるというのが、今後ほかにも全庁的

に、例えば町のＰＲで上から撮るとか、そ

ういったのもできますし、そういったもの

に使っていただくので、利用の可能性のあ

る職員が参加していただくというのがいい

のかなというふうに思っていまして、ちょ

っと対象が地域住民と書いていますが、基

本的には職員というふうに考えております。 

  実は、これは４名までというのは、１名

受けても４名受けても出張で講習に来ても

らうので一緒なんですよ、金額は。なので、

一遍に来てもらって、実はこちらからそう

いうスクールへ行ってやると、去年とかで

したらそうやってやったんですが、そうい

ってやるよりも、こうやって来てもらって

４人一遍に受けるほうが金額が安くつきま

すので、そのような形で予算要求をさせて

もらっています。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  これはあくまでも講習会となっています

が、免許を取得するためのものではない。

免許を持っている人が、免許を持っている

だけで、こんなんって車の運転と一緒で、

全然運転できへんかったらペーパードライ

バーみたいな感じで、ドローンのペーパー

ドライバーみたいな人がおっても仕方ない

から、日頃からやっぱり車を運転するよう

にドローンも運転しましょうかみたいな意

味合いでこういう飛ばす講習会を開催する

のか、それとも、要は免許証を持っている

人のための講習会なのか、それとも、免許

証を持っていない人が免許を取るためにち

ょっと自動車教習所みたいなところへ行っ

て、ちょっと運転になれて、それで、試験

を受けようかみたいな、そういうふうな意

味合いのものなのか、どっちでしょうか、

これは。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  御質問の件ですけれども、一応ドローン

のそういう講習とかしてもらえる業者とい

うのは結構いろいろありまして、こちらが

今回想定しているのは、ドローンの免許と

か別に持っていなくて、初めての方でもい

いですし、もちろん持っている人でもいい
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んですが、基本的にそれを受けることで、

ドローン操縦技術証明書というのを発行し

てもらえるので、要は免許取得ということ

になりますので、そうすることによって、

例えば今後ドローンを飛ばすときに、事前

に手続するのが、書類とか割と省略される

とかいうようなメリットがあるということ

でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ということは、この４人の方、全然免許

を持っていなかったとしても、この講習会

に参加したら、ある意味仮免許みたいな、

仮免許といったらおかしいな、何かそうい

うような資格がもう結構とれるみたいな、

そういうふうな位置づけのものなんですか、

ただ単なる練習なのか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  そちらのほう、技能承認に含む飛行形態

とか、いろいろありまして、例えば夜間飛

行とか、目視外飛行とか、そういったもの

も可能ですよというふうなところでござい

ますので、基本的には操縦技術がないと、

やっぱり実際に動かしたときに墜落とは言

わないですけど、やっぱり中途半端な知識

では何か事故とかが起こる場合があります

ので、こういった免許を受けて、正しく指

導をいただくということになります。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  確か、車の運転でもペーパーテストと技

能テストみたいなのがあって、両方受かっ

て初めて運転できるよみたいな、そんなの

やったことを私記憶しているんですけども、

確かドローンもそうでしたっけね。技能の

部分と当然ながらそれ以外にペーパーです

ね、いろんな法律、ここを飛ばしてええよ、

あそこ飛ばしたらあかんよみたいな、そん

ないろんな法律上のルールがあるとか、そ

ういったことをやっぱり知っておいてもら

わんと、ドローンを飛ばしたらいかんとか、

そんなの確かにあるかと思うから、そうい

った意味では、技能とペーパーの法律の試

験みたいな、そんなのがあるけども、今回

のこのドローンの講習会というのは、実技

の部分、そちらはこれを受けたら免除され

るから、あとはペーパー試験を受けてねみ

たいな、そういうふうな位置づけですか、

もしほんまの資格を取るのであれば、そん

なふうな意味合いですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  講習費の内容についてちょっと見積りと

かを見せてもらっているんですけれども、

ドローンフライトマスター講習というのと、

あとドローン目視外飛行操縦講習、あとは

インストラクター出張費ということですの

で、そのフライトマスター講習というのが

ある程度ペーパーみたいな知識とか、技術

とかというのが入っているのかなと思いま

すし、そのドローンの目視外飛行操縦はこ

れはオプションでそれなりの操縦技術とか、

そういったものがいるような実技の講習な

のかなというふうに思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田副委員長。 

○副委員長（池田忠史君） 

  すみません、今お話のドローンの件なん

ですけど、まず、ドローン、今免許制では

ないです。免許はないんですよ。ここ数年

の間に国のほうでちゃんとした免許制度に
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するという予定はありますけど、今現在は

免許はありません。 

  今おっしゃっている、多分この出張の中

に飛ばすための許可申請とかという、いわ

ゆる座学と実際に操作する実技と両方多分

あると思うんですけど、何でかというと、

最後に証明書をもらえるということは、そ

れが両方やって初めて証明書をもらえるの

で、多分両方あると思うんですよ。 

  一般的に、今ドローンを普通に飛ばした

いと思った場合に、大体、お金はちょっと

金額は言いませんけど、ある程度のお金を

払うと、大体２日か３日間、その座学と実

技をやって、その資格書を出してもらえる。

それで一応今はドローンを飛ばしてもいい

よという形になっているので、多分それの

ことだと思います。ですので、ここの中に

入っている４名分は多分それを全部含みだ

と思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  今の答弁は。 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  勉強不足で申し訳ございません。基本的

にドローンを操縦は免許なくてもできない

ことはないんですけれども、実際やはり講

習を受けて、技術練習をしないと、実際は

飛ばすときにやっぱり事故が起こるとか、

そういったこともありますし、実際に飛ば

す前のいろいろ手続ですね、それが何も講

習を受けていなかったら、たくさん相当な

労力がかかるということを聞いています。

こういった操縦とか、こういった証明書、

こういったものをもらえば、そういった実

際の飛ばす前の手続、こういったものが省

略されるということですし、実技をやって

いますので、事故が少なくなるというふう

に理解しております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  いずれにしましても、今、確かドローン

を飛ばせることのできる技術を持ってはる

方が総務部門にいらっしゃるのと建設部や

ったかな、あっちのほうにもいらっしゃる

と聞いていまして、２名というふうに聞い

たと思うんですけども、それ以外に４名が

さらに今後そういう技術を持った人が増え

るという、そういう意味合いですね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  委員おっしゃるとおりです。なので、今

後仕事でこういったドローンとかを使える

なとか、いう部署とか、職員がいて、自分

の部署で使えるなというふうに思えれば、

こういったところに参加していただいて、

仕事に活用していただけたらなということ、

基本的に全庁的に使うことを想定していま

す。 

  防災部局とか、建設部局も人が、例えば

人事異動とかで代わる場合もございますの

で、やっぱり一人だけでずっと置いておく

のではなくて、複数できたらそういう講習

を受けた職員が欲しいなというふうに思っ

ています。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  分かりました、ありがとうございます。 

  あと実際、この講師の先生がこっちまで

来ていただいて、一遍にまとめて４人が講

習を受けるということでしたけども、当然

ドローンを飛ばすんやから、どこか、まさ

かこんな庁舎で飛ばすわけにいかへんと思
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うから、どこか表でやらなあかんと思うん

やけども、そういったときにどの辺で飛ば

しはるようなことを考えてはるんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  広いスペースですので、例えば高山コミ

ュニティセンターの前のグラウンドとか、

そういった広いスペースで、周りに危険が

ないところでやりたいなというふうに思っ

ていますので、そこは町の施設、どこらか

指定してやりたいなというふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  ドローンのことなんですけど、ほとんど

中川委員が質問していただいて、町にはド

ローンは何台あるんでしょうか。それと、

大体幾らぐらいのドローンなのでしょうか。

高山にドローンの教室で来られていた方が

余りにもちゃちいドローンを豊能町は持っ

ているってちょっと嘆いておられましたの

で、例えば操作する人がどれくらい離れて、

上空何メートルとか、そんなのいろいろあ

るんじゃないですかね。この山間地帯でそ

んなちゃちいものを使っていたらいかがな

ものかなと思っているんですけど、ドロー

ン自体のどういったものを持っておられる

か、お聞きいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  これは、令和２年度末に購入をしたんで

すけれども、これは１台だけです。ちょっ

とコロナの交付金を使って購入させていた

だきました。金額、正確なのはちょっと覚

えていないんですが、２０万円程度だった

と思います。結構ドローンというのは金額、

もっと高価なやつといったら１００万円と

か、何百万円とかいうのがあるんですが、

そこは例えば赤外線でいろいろ検査できた

りとか、そういったいろんな機能がついて

いたり、大きさが違ったりとかもそうです

し、飛行時間が変わったりとか、そういっ

た形になるのかなというふうに思いますし、

まだ今実際に豊能町で災害が起きた後の被

害状況とかを確認するのに使おうかなと思

って購入しましたので、その点については、

今ある分で、前も被害状況の確認をしまし

たけれども、特に支障はないのかなという

ふうに思っています。 

○委員長（寺脇直子君） 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  豊能町、何ぼお金がないと言われまして

も、このドローンはやっぱりちょっとお金

をかけて、よいものを持っていたほうがい

いと思うんですが、その辺御検討ください。 

○委員長（寺脇直子君） 

  要望でよろしいか。 

○委員（才脇明美君） 

  要望です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ４０ページで２点ほどお尋ねします。 

  先ほどのスマホなんですが、この５台で

すが、１台当たり４万円ですよね。これっ

て月の使用料も入るんですか。今後その使

用料だけはこの予算にあがってくるのかど

うか、まず確認します。 

  それと、毎年確か防災無線で七、八百万

円、九百万円かな、そのぐらいのメンテナ

ンス料があがっていたと思うんですが、そ

れは今回どこにあがっているか、ちょっと
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ごめんなさい、分からないのでお願いしま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  まず、１つ目のスマートフォンについて

なんですが、これは今回あげさせてもらっ

た金額は５台分ということです。これはス

マートフォン本体をリースになりますので、

リースといいますか、本体込みの通話料と

なっておりまして、電話はかけ放題で、デ

ータが月１ギガまで使える、データって、

スマートフォンで情報をインターネットで

とってきたりとかしますよね、その情報が

１ギガまでという、１ギガ超えたら速度が

落ちるというようなＳＩＭ（シム）がつい

ている分でして、これ以上かかることはな

いです。６か月以上使ってくださいねとい

うような、そういった契約になります。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  もう一点。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  もう一つ、ごめんなさい、防災無線の分

です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  メンテのどこに書いてあるのかという質

問です。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  これは防災諸費の中の一番上の、予算説

明書の１番のところの防災対策事業、こち

らの中の業務委託料の中に入っております。

実際、ちょっとこれは全部いろんなものが、

消耗品とか全部入っているんですけれども、

そこのうちの業務委託料の中に入っており

ます。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  こちら当たり年間４万円でかけ放題とい

うことですね。私もそういったものをちょ

っと考えたいと思います、今後。 

  せっかくそういうのがあるならば、やっ

ぱりいざ起きるときの、いつ起きるか分か

らない災害ももちろん大事ですけども、

日々何かの形で利用できる方法もやっぱり

庁舎内で検討していただきたい、これは要

望で終わります。 

  今のメンテなんですが、１の防災対策事

業、ここには委託というのはないので、こ

っちの大元のほうに書いてあるのかもしれ

ないですけども、予算は幾らですか、これ

の内訳を教えてください、この１の。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  防災行政無線の保守の分ということで。 

○委員（秋元美智子君） 

  １の内訳です。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  １の内訳ですか、ちょっと待ってくださ

い。 

○委員長（寺脇直子君） 

  説明資料の４０ページの１のことでしょ

うか。説明資料の４０ページの１の予算の

内訳をという質問です。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  これ、職員報酬とか、いろいろ全部です

か。 

○委員長（寺脇直子君） 

  1,３２２万円の予算の内訳という質問で

すが。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  まず、ほとんどが、先ほど、ごめんなさ

い、保守管理、業務委託料といっちゃった
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かな、保守管理委託料になるんですが、防

災行政無線の保守管理、１年間の点検業務、

これがちょっとすごい負担になるというこ

とだったと思うんですけれども、これが1,

３２２万1,０００円のうち、９８３万1,６

９０円になります。あとは消耗品であった

り、あとは防災に関する光熱水料費だった

り、燃料費だったり、そういったものが合

わさってこの金額になっております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  書き方がどうのこうのとは言いたくない

んですけども、ここに多分防災資機材の点

検整備という部分で九百何万円かなと、今

お話をお伺いしていて理解したんですけど、

そのほかの防災会議や国民会議の運営費と

か、一番最初に書いてある自主防災組織へ

の推進とか、このあたりはどういう予算に

なっているんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  例えば防災対策事業の中の非常勤職員報

酬、これは防災会議等の報酬、委員さんの

報酬とかが、これが１８万9,０００円。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  こちらの予算書は７０ページですわね。

ここを見てもぴっとこないんですね、要す

るにここの予算説明書の４０ページに書い

てある１、地域単位での自主防災組織化の

推進に幾らかけているのかとか、防災会議、

国民保護協議会の運営に幾ら予算を取って

いるのか、分からないからお尋ねしている

んですね。ただ、一つ分かったのは９８３

万円の防災資機材の点検整備がこれですよ

ね。あとの部分はちょっと全く予算書を見

ても分からないのでお伺いしています。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  先ほど言いました、防災会議の委員報酬

が１８万9,０００円でして、あとは費用弁

償ですね、これは防災会議とか、国民保護

の協議会、こういった会議とかに来ていた

だく委員さんの費用弁償、これが１３万3,

０００円。 

○委員長（寺脇直子君） 

  すみません、ここでちょっと１時間経過

もしていますので、暫時休憩をとります。

再開は２時２０分とします。 

（午後 ２時１０分 休憩） 

（午後 ２時２０分 再開） 

○委員長（寺脇直子君） 

  それでは、休憩前に引き続き、会議を開

きます。 

  先ほどの説明資料の４０ページの防災対

策事業のところの内訳をお願いいたします。 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  大変失礼いたしました。防災対策事業の1,

３２２万1,０００円の内訳になります。 

  まず、防災会議の委員さん等の報酬です

ね、これが１８万9,０００円、それから、

費用弁償、これが１３万3,０００円、普通

旅費が１万8,０００円、防災に係る消耗品

が２７万円、非常用発電とか、そういった

もののプロパンガスの燃料費とかが３４万1,

０００円、光熱費が１７万4,０００円、修

繕費ですね、防災に係る備蓄物品等の修繕、

これが５万8,０００円、それから、通信運

搬費、これは防災無線に関する遠隔操作と

かの内容確認の回線とか、ドローンの通信
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回線の費用であるとか、そういったものの

通信費になるんですが、これが１５万8,０

００円です。それから、総合賠償保険料で

すね、これは全国町村会災害対策費費用保

険とか、そういったものの総合賠償保険料

が、これが７５万円。それから、保守管理

委託ですが、これが防災行政無線の保守管

理が９８３万1,６９０円と、あとは災害対

策用の小型造水機の保守点検、これが１９

万8,０００円、これを合わせたものが1,０

０３万円、保守管理として計上しておりま

す。 

  そのほかには、業務委託料ですね、災害

備蓄の毛布とかのクリーニング、こちらの

リパックが１７万円。それから、あとは負

担金になるんですが、これが９３万円、内

訳は防災情報充実強化事業負担金であると

か、無線従事者等の養成講習の参加負担金

とか、あとは豊能地区の３市２町合同防災

訓練の負担金とか、そういったものが計上

されて、その合計になります。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。７０ページのこ

の予算書を見ながら、多分これだろうなと

思いながら、今聞かせていただきましたけ

ども、細かいことは別として、メンテナン

ス９８３万円、私が過去聞いた中で一番多

い金額のような気がするんですが、前７０

０万円とか、８００万円とか言っていませ

んでしたか。過去の金額をちょっとお願い

します。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  内訳ですが。 

○委員長（寺脇直子君） 

  過去の金額についての質問です。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  すみません、令和３年度が８７４万2,６

９０円ですが、これに令和３年度は屋外拡

声子局のバッテリー交換が２９２万6,００

０円がありましたので、それを足した額、

バッテリー交換が数年に１回あるんです。

経常的には先ほどの８７４万2,６９０円が

かかってくるんですが、今年度に限り、屋

外拡声子局のバッテリー交換、これが長寿

命化のバッテリー化を交換する費用が３０

０万円弱かかりましたので、これにのって

きた金額が令和３年度はかかってきたと。

今回については、そのバッテリー交換はな

いんですが。 

○委員長（寺脇直子君） 

  時間がかかるんでしょうか。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  ちょっと資料を持ってきます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  それでは、次の質問をお伺いします。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  そうしたら、同じ４０ページで質問させ

てもらいます。 

  小事業名、３番ですね、防災行政無線戸

別受信機設置事業ということで１８２万8,

０００円、今回計上を、予算にされていま

すけども、この戸別受信機を希望者に設置

しますということやけど、あれはもともと

何台かあって、だんだんと設置していって、

あと残っているやつをこれにあてがうとい

うふうな意味合いなのかなと思っています

が、その台数、どれくらい残っているのか、

それをちょっと確認をしたく思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 
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○総務課長（萩原哲也君） 

  現在新品で残りが５２台。ただ、今年度

ちょっと国から１０台ほど貸してもらえる

というのを聞いていますので、それが同じ

やつを貸してもらえるということなので、

新品で６２台ですが、あとは前に貸出しし

た分で、引っ越しされたりとか、施設に入

ったりとかして返ってきている分があるの

で、それは後ほど再利用とかでできるのか

なというのがありますので、その分が数台

ほどありますので、それも合わせて使おう

かなというふうに思っています。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  すみません、現状５２台まだ残っていま

す、確か４００台か何かでスタートしたん

やったっけね、そのなかの５２台が残って

いますと。それとは別に国から１０台貸し

てもらえます。それは当然無料で貸してく

れるんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  委員おっしゃるように無償で貸してもら

えます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  国、無料で貸してもらえるのはずっと永

遠に貸してくれる、潰れるまで貸してくれ

るということですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  特にいつに返せとかいうのは聞いていま

せんので、今のところ使える範囲では借り

れるものだと思っています。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  国から無料で貸してあげるよというこの

１０台というそれは今年初めてですか、私

ちょっと今までそういうのは聞いたことが

なかったんやけども、ということは、もし

かしたら来年も、来年というか、令和５年

度ももしかしたら国がちょっと貸したるわ

みたいなことで貸してくれるとか、そんな

ことになりそうなんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  以前から、必要なところは言ってくださ

い、手を挙げてくださいというのに応募し

ていた形跡はあるんですが、今までは当た

らなかったというのがあるんですけれども、

今年度の１０台は借りれるように当たった

ので、それを利用させていただくというこ

とです。だから、そんな毎年当たるもので

はございません。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ありがとうございます。 

  あとは実際このトータル、そうしたら６

２台、プラスアルファ、リサイクルできる

かどうか分からんけども、不要になった方

から回収したのも何台かあるということで

しょうけども、そういった残っている６２

台プラスアルファですね、そういったもの

を実際に貸し出すというふうなことになっ

てきますと、限定されたエリアの方に確か

これは、戸別受信機は貸与されていたかな

と思いますけど、その貸し出す条件的なも

のは今までどおり変わらずということです
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か。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  貸出しについては、これは避難行動要支

援者ですね、介護とか、障害の度合いがあ

る程度一定以上のものの方プラス土砂災害

特別警戒区域、レッドゾーン、あと今年度

からはイエローゾーンでも希望される方は

貸出しできますよというように範囲を広げ

ましたので、その３つの要件のどれかに当

てはまれば無償貸出しの対象になってきま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  イエローゾーンも増えたということで、

そういった意味で対象者が当然増えるであ

ろうと思われるんですけども、この６２台

で、今おっしゃっているいろんな条件があ

るけども、それは全部これでクリアできる、

この６２台より条件に当てはまる人はもっ

と多いんかなみたいなふうに考えたらどう

なんですか、この台数で足りるのかどうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  今の実績でいきますと、毎年四十数台と

かになりますので、何とか来年度について

はこれでいけるかなと思いますが、今後は

不足してくることが考えられるので、その

場合は新たに戸別受信機を購入するとかい

うような検討になるのかなというふうに思

います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  ４０ページの小事業名、２番なんですが、

計画的に備蓄品を整備するというものはど

ういうものを計画的に備蓄されているので

しょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  一応これ、大規模災害に備えて、南海ト

ラフとかがあったときのことを想定して、

うちの町でそろえる分と、大阪府がそろえ

てくれる分もあるんですが、その当たりを

想定して、食料品であったらアルファ化米

とか、あとは水とか、あとは毛布であると

か、あとはそれに係るおむつとか、そうい

った、液体ミルクとか、あとはトイレとか、

そういったものをそろえていきまして、た

だ食料品とかは賞味期限というか、があり

ますので、そこはローリングストックで対

応しようというふうに思っています。 

○委員長（寺脇直子君） 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  １００万円で足りるんですかね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  毎年ちょっとずつ買っていく、いきなり

全部そろえるのではなくて、予算を年度ご

とに分散させて、ちょっとずつそろえてい

っているという感じですね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  今の同じ２番の備蓄のところです。これ

は前、隣の双葉にあって、雨漏りがして、

今、老人憩いの家へいっていますよね、確

かそこで備蓄していますよね。まずそれは
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それでよかったなと思うんですが、まずは

その老人の憩いの家を今度転売じゃなくて、

民間になるとか、考えていると言っていま

したわね。となると老人の憩いの家にいつ

までも置けませんが、これはどのような、

今年度で計画、別の場所に移転させる計画

を持っているんですか。じゃなければ、早

く民間云々なんて募集もできないし、その

あたりはどなたにお尋ねしたらいいですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  今ちょっとお借りしている、老人の憩い

の家をお借りしている状態なので、もし正

式に別の利用が決まった場合は出さなきゃ

いけないということは明白なので、そのと

きはまたちょっと別の場所に移動させない

といけないというふうには思っていますが、

今のところ、そのあたり場所についても検

討中でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  となると、もう既に町は探しているんで

すか、どなたか、次の方、利用してくださ

る方を。そういった動きがあって、本当に

見つかったら、そういう方が出てきたら、

ああ、すぐ動かさなきゃいけないという感

じになるんだけども、そうじゃなくて、ど

こか探して移しました、さあ、次、どなた

かにお願いしましょうかって、どっちの流

れですか、これは。 

○委員長（寺脇直子君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  総務部の仙波です。 

  その老人憩いの家の移管業務につきまし

ては、現在健康増進課のほうで進められて

いるとお聞きしております。 

  それで、あの建物とか土地が幾らぐらい

するのかという鑑定作業には今入っている

という状況はお聞きしておるんですけども、

ちょっとそれ以上、どこまで進んでいるか

は今、私自身はちょっと把握はしておりま

せん。すみません。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ふたば園からあそこに動かしてもらうだ

けで、何回も質問しています、私、議会で。

やっと見つけてくださったわけですよね。

さあ、次見つかりますか。空きはあります

か。これは健康増進課のほうがいろんなこ

とをやっているんですけど、これを見つけ

るのは、責任者は総務ですよね、大丈夫で

すか、これ、当てはありますか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  総務部、仙波です。 

  今すぐにそうしたらというお答えはでき

ないんですけれども、限られた町有施設の

中で何らかの形でちょっと考えていきたい

と思っております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  本当お願いしますね、もう頼むしかない

みたいなところがありますけれども、よろ

しくお願いします、早めにお願いいたしま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  すみません、先ほど防災行政無線のこと

でちょっとお答えできていなかった分が、
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保守管理の分なんですけれども、について

なんですが、毎年、毎年、経常的にかかっ

てくるという分があるのと、あとは年度ご

とに、今年でいったらバッテリーの交換が

臨時的に発生する分があると。今まで余り

先の分というのは業者さんから教えてもら

っていなかったので、ここは今後こういっ

たのが随時発生してくるというタイミング

があるので、そのあたりを計画を出しても

らっています。それでいうと、経常経費に

ついては先ほど八百万何がしかとちょっと

あったと思うんですけども、ちょっと待っ

てくださいね、８７４万2,６９０円、これ

が通常かかってくる、毎年の保守点検の費

用だと思ってください。これに年度によっ

てはさらに今年の長寿命化バッテリーの交

換とか、そういったものが、バッテリーは

３年しかもたないと言われていたので、３

年ごとに交換してくれと言われていたんで

すが、それはちょっと３年ごとではすぐ寿

命がきてしまうので、長寿命化のバッテリ

ーを今年度は入れてもらうということにし

ましたので、それをすると８年寿命が延び

ると、３年やったのが８年になるというこ

とで、そういったものを使いながら経費を

圧縮していきたいなというふうに思ってい

るんですが、今年度についてはその臨時分

が大体２６６万円に消費税なんですが、令

和４年度については９９万円に消費税です。

内訳としましては、これは電源のインバー

ターとか、Ｊアラート用の音声変換器、そ

れから、発電機設備の消耗品の交換、こう

いったものが令和４年度にかかってくるの

で、先ほど言いました８７４万2,６９０円、

これに臨時的な経費が年度によってはかか

ってくるということです。令和４年度はか

かりますが、令和５年度はかからない予定

です。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  いろんな意味で、３年しかもたないとこ

ろを８年、いろいろ頑張ってくださってい

ると思います。そういう点ではお礼を申し

上げます。けども、もう毎年、毎年８７４

万円は間違いなく出ていくわけですね、こ

れ、ということですね、今のお話ですと。

であって、はっきりとうちは聞こえません。

２階に行ったって聞こえないです。これは

必要ですか、町長に言っちゃったら申し訳

ないんだけど、本当にこれ、８７４万円最

低かけて、維持するような、維持するよう

なって失礼な言い方だけども、正直やっぱ

りこの町にとって全てをメンテナンスしな

がら使っていくというところに私は疑問を

持っているんです。全くゼロにしろという

形は言いません。だけども、メンテナンス

する場所が少しでも減れば、やっぱりこの

予算というのは減っていくと思うんです。

最低必要な場所というのはあると思うんで

す、私。そういった形で今後これは考えら

れませんか。今建てたものを全部使ってい

くという形じゃなくて、少なくとも住宅街

というのは、私はそんなに必要ないと思っ

ています。山の斜面に近いとか、特に東地

域は必要だと思いますけども、そのあたり

なんかはもうこのまま、今建てたものをそ

のままやっていく、８７４万円最低かけて

でもやっていくんだというのは町の方針で

すか。あるいは今言ったような、じゃあ、

本当に必要なところ、基地はどこかという

形で検討していただけるのかどうか、一般

質問になっちゃいますけども、そのあたり

の町の方針を教えてください。 

○委員長（寺脇直子君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 



 

59 

  総務部、仙波です。 

  防災行政無線につきましては、以前から

議会でもいろいろ御指摘をいただきまして、

聞こえないというところがあるというのも

十分承知しております。これにつきまして

は、できるだけそういう試験をしたりして、

改善できるところは改善して回ったつもり

でございますが、当日の天候等々によりま

して、やはりどうしても聞こえないところ

があるというのは事実でございます。 

  それで、防災行政無線というのはいろん

な災害情報がある中で、数多くある災害周

知情報の一つであると考えております。当

然テレビもありますし、たんぽぽメールも

ありますし、その他いろいろな情報を、い

ろんな情報のうちの一つとして考えておる

ところでございます。 

  この防災行政無線を整備する際には、町

内全域に聞こえるようにという形で設計を

した上で、もちろん限界はあるんですけれ

ども、精いっぱい、要は町内全域を対象と

してこういう設置をさせていただいている

ところですので、それについては一部を除

くというのはちょっと今のところは難しい

のかなと考えておるところです。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  町内全域を目指したと、結果的にそうな

っていないわけですよ。だから、町内全域

に聞こえるようにしろということはもう言

いません。あんまりにもメンテナンスが高

いから。だったら、そうじゃなくて、例え

ば今幾つ基地があって、何か所メンテナン

スしているのか知らないけれども、たとえ

１００か所やっていて、今、この８７４万

円、じゃなくて、それを５０か所に減らし

て、もうちょっとこれが安くならないかと

いう質問です。町内全域というのは最初か

らの目的だというのは聞いていますけども、

もう無理です、それは。今までいろいろ工

夫してやってきて、現状聞こえないわけだ

から、そうじゃなくて、今度はいかにこの

８７４万円を安く抑えるかというほうに考

えていただけませんかと、そういう質問で

す、それは無理ですか、総務で考えるのは。 

○委員長（寺脇直子君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  まず、どこかを減らしたら保守管理が安

くなるかというのはちょっと今お聞きして

いませんので、それがどうなるかは分から

ないんですけれども、現実問題として、例

えば保守管理する対象が少なくなれば当然

多少は安くなると思います。そうしたら、

どこを減らすかという問題が出てくると、

どうしてもやっぱりなかなか住民の方、皆

さんの御理解をどのような形で得るのかと

いうのは非常に難しい問題なのかなと考え

ております。もちろん８００万円かけてと

いう今のこの町の財政状況の中で、聞こえ

ないという言い方をしては申し訳ないんで

すけれども、全て町の住民１００％聞こえ

るという状況には至っておりませんけれど

も、ある一定の効果を出すためには引き続

き町内全域でこのような形でいわゆる整備

をしていく必要があるのではないかと考え

ております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  最初からできないとか、できるとかとい

う話じゃなくて、やっぱりいかに財政が、

この間、今後運営していくか考えた上で、

お返事頂きたいと思います。これはこれで

また別の機会に質問させていただきます。 

  次の質問なんですけど、５２ページの庁

舎、電話の設備のことを書いていますね。1,
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２８２万円で修繕するようなんですが、現

状、これはどういった状態なのか。もうそ

れこそここへきて急がなくちゃいけないの

か、そのあたりの御説明をお願いいたしま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  すみません、お待たせしました、行財政

課、山内です。 

  今回、予算説明資料５２ページの２番、

庁舎等修繕事業で1,２８２万円計上させて

いただいております。 

  その内訳としましては、電話設備修繕業

務と電気設備修繕業務、エレベーター修繕

業務の３つの業務の予算になっております。 

  電話設備につきましては、本庁のほうで

今使っております、電話交換機の一式とあ

とそれの無停電装置、あと多機能電話の更

新を予定しておりまして、こちらの電話設

備につきましては、平成２４年の１２月に

導入しております。一応この機器なんです

けれども、平成２６年５月にメーカーの販

売は終了しておりまして、令和２年５月に

メーカーの修理の対応も終了している状態

でおりますので、今は保守業者のほうで持

っている部品で何とか修理をしている状況

になっております。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ということは、この予算をあげた一番の

理由は何ですか。何かもう電話すると、そ

こにかけたつもりがあっちのほうにつなが

っちゃったとか、途中で切れちゃったとか、

パンクしちゃったとか、そういったトラブ

ルが起きているのかなと思ったのでお尋ね

したんですが、実質的にこれをあげてきた

本当の困ったというか、困ったということ

はないですけど、事情というのをちょっと

お尋ねします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  先ほども少し説明をさせていただきまし

て、基盤等の販売がもう終わっております。

あとメーカーの修理も令和２年５月に部品

等もない状態で、今は、今の保守業者のほ

うで持っている在庫で何とか対応している

状態でして、今突然役場の電話がつながら

なくなるような状態が起こり得る状態で今

は電話設備のほうになっております。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  同じ５２ページの庁舎等修繕事業、今、

電話設備の状況の話については詳しく説明

がなされましたが、受変電設備、これにつ

いてもこの中に事業概要書いてございます

が、受変電設備そのものも何か調子悪いと

いうことで修繕やと思いますが、この受変

電設備そのものは今どんな状況になってい

るんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  電気設備、受変電設備の工事内容なんで

すけれども、高圧ケーブルの交換と、あと

高圧交流気中負荷開閉器と言いまして、外

の電柱から役場内に引き込む際のＰＡＳと

いうのがあるんですけれども、それの交換

を予定しております。高圧ケーブルにつき

ましては、そのＰＡＳから入ってきて、電

気設備のほうにつなぐ高圧ケーブルのほう
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の交換になるんですけれども、そのＰＡＳ

のほうが平成６年に設置をしまして２７年

今経過しております。一応交換の推奨年数

は１５年というふうに業者から聞いており

まして、ずっといけるかなということで使

っておりました。高圧ケーブルのほうにつ

きましても平成６年に設置をしまして、同

じように２７年経過している状態で、こち

らのほうの更新推奨年数は２０年というこ

とで業者からは聞いておりまして、今も何

とか使っている状態なんですが、こちらの

ほうも突然電気引込みのほうが高圧ケーブ

ルが故障してしまうと入ってこなくて、役

場が停電してしまうというような状況にな

っている今の状況です。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  電気のもう少し具体的に聞いたほうがえ

えんかなと思いましたけども、一般家庭の

場合、家の前に電柱があって、その電柱ま

で確か3,３００ボルトやったかな、6,６０

０ボルトが来ていて、それを各電信柱にあ

るトランスやね、それで２００ボルトとか、

１００ボルト、交流の、それに変圧、落と

して、それで各家庭に供給している、これ

が一般家庭の電気の供給の流れやと思いま

すが、このような大きな役場とか、役所と

か、病院もそうかも分からんけども、多分

一般の電信柱の3,３００ボルトをそこのト

ランスで２００ボルトに変えて供給したと

しても多分容量が全然足らないと思うので、

多分そういった意味で、実際の3,３００ボ

ルトを多分庁舎内まで直接その3,３００ボ

ルトを持ってきて、その庁舎内の設備で変

電して２００ボルトに変換するというふう

な、そんなふうな流れなのかなと思います

けど、そういった意味で3,３００ボルトを

直接庁舎内に供給できるケーブルといいま

すか、ＰＡＳといいますか、それの交換と

いうふうな意味合いでよろしいんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  中川委員おっしゃるとおり、そこの電柱

から役場内にＰＡＳというところを通しま

して、高圧ケーブルを通って役場のキュー

ビクルのほうにつながって、そこで変圧を

しまして、役場内の庁舎の電気を供給して

いるという状況になっておりまして、今回

は外の電柱から引き込むＰＡＳの交換と、

ＰＡＳから高圧変電キュービクルにいくま

でのケーブルの交換をお願いしたいと思っ

ております。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  いつやったか、キュービクルがどうのこ

うので一遍停電して大騒ぎしたことがあり

ました、ちょっと扉が開いていたかなみた

いなのがあったけど、結局キュービクルそ

のものは、あれはもう一時的なものであっ

て、あれそのものがいかれているとかいう

のではないんですね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  今回、予算をあげさせていただいており

ますのは、ＰＡＳの交換と高圧ケーブルの

交換になっております。業者のほうからは、

キュービクルの交換と、あと旧館のほうに

もサブの変圧器、変電設備というのがある

んですけれども、その交換もお願いしたい

ということで、見積りのほうがあがってき



 

62 

たんですが、それの合計がかなり高額にな

りましたので、役場では今ちょっと財政状

況が厳しいので、緊急でしないといけない

ものから少しずつ交換をしたいということ

で、令和４年には高圧ケーブルのＰＡＳと

高圧ケーブルの交換をあげさせていただき

まして、ちょっとまたその状況、業者との

また打合せも詳しくしないといけないんで

すが、令和５年か、令和６年にはキュービ

クルの交換等も考えていかないといけない

かなと考えております。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  えらいこと聞いてもうたけども、キュー

ビクルそのものは結構高額なのかなと思い

ますが、ざっくり多分見積りを見て驚いた

というぐらいやから結構大きな金やと思う

んやけど、今もし分かるんやったらどれく

らい今後かかるんやという、ちょっと腹積

もりしておかなあかんのかなと思って、ち

ょっと聞かせてください。 

○委員長（寺脇直子君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  キュービクルにつきましては、見積りの

段階なんですけれども、このまま数字はあ

がってくるとは考えていないんですが、屋

上のキュービクルの交換が７２５万円、旧

館にあるキュービクル、変電設備のサブの

部分については４６０万円ぐらいの見積り

が業者からあがってきております。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ということは、そっくりそのままその金

額でこの数年後かかるのかどうかは別にし

て、今聞いただけでも1,２００万円ぐらい

は変電関係の設備にまたお金がかかってく

る状況にあるということなんですね、あり

がとうございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  何点かお聞きしたいと思います。 

  １点は、先ほどから質問がありましたけ

れども、４０ページですね、説明資料の、

その項目の２番目のところです。 

  防災備蓄品の整備事業なんですが、これ

は費用が減額、今年度は減額になっている

んですが、これは備蓄品の消費期限とか、

いろいろ精査されたのがこういうふうに金

額として減額になっているのかどうか、そ

の辺をお聞きしたいと思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  今回の分に関しては、備蓄品の中の消耗

品ですね、そちらだけローリングストック

分ということで考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  そういうローリングということで分かり

ました。 

  それで、大きな災害があった場合の問題

なんですけれども、十分な手だてができる

のかどうかというところで、自治会館とか、

公民館とかが避難所にはなっているんです

けれど、その公民館とかが、屋根が老朽化

していたり、いろんな問題が今起こってお

ります。そういうところでの避難が本当に

安全にできるのかどうかというところが皆
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さんから心配として出されています。その

中で、避難したときにそういう連携が、自

治会としての連携がちゃんととれるような

状況があるのかどうか、その点についてお

聞きいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  避難所、公的な避難所とかは、開設前に

はその地区の自治会長さんには連絡をさせ

てもらって、連携とかいうのはとらせてい

ただいているつもりです。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  光風台も、新光風台もいろんな防災に関

して意見が出ていたというふうに聞いてお

るんですけれども、光風台の場合は、自治

会館が随分老朽化して、あそこは身近な、

皆さんが公園の中にあるからすぐに避難場

所として選ばれると思うんですね。それで、

西公民館も行くことにはなっていますけど

も、光風台大橋を渡って光風台小学校まで

行くというのは大変な状況です。そういう

ところでの自治会館が今老朽化しているの

で、自治会長さんも心配されていまして、

いつ何時いろいろと問題が起きた場合、本

当に雨漏りもしているしということで、こ

の辺で自治会館に対しての建替えの補助と

か、ここに自治会の運営支援事業というの

が４３ページに出ておりますけれども、こ

ういうところで早期にやはり建替えできる

ような補助体制というのがあると思うんで

すけれども、要綱もあるというふうに聞い

ておりますが、その点、最大どれくらいの

補助が出せるのかというところをお聞きし

たいんです。その点、よろしくお願いしま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  ４３ページのやつは、載っている部分は

自治会運営支援事業になるので、自治会の

運営に関する補助金なので、それとは別に

自治会施設整備補助金というのがありまし

て、そこはある程度大きな修繕とかあった

場合、例えば床を改修しないといけないと

かとなったときのある程度の金額がかかっ

てくる場合は補助率３分の１を上限として

補助金を出しますし、大規模改修、もっと

大規模、全面建替えとか、そういった場合

は、それも要綱で最大３分の１の、最大1,

０００万円までということで、これは金額

がすごい高額になるので、実施の年度の前

年度の９月までにこちらに協議書を出して

いただくというような形の施設整備補助金、

同じなんですけれども、それを活用してい

ただきたいなというふうに思います。 

  ただ、３分の１なんですが、実際かかっ

た３分の１というよりも、ある程度１平米

当たりの単価というのがこちらのほうでは

公共施設、学校とかを建設するときの基準

というのがありますので、それを基に計算

しますので、余りにも必要以上にかかると

かなった場合は３分の１ももらえないとい

うような形になると思いますので。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  いろいろ努力されて、積立てもされてい

るようです。やはりいざというときには住

民の命、暮らしを守らないといけない、町

長も同じだと思いますし、自治会の皆さん、

役員の皆さんもそのように考えていただい
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ておりますので、その点、全面改修、建替

えということで言っておられましたけれど

も、その点について最大の努力を私はお願

いしておきたいと思うんですね。やはり住

民の皆さんがいつ何時起こるか分からない

今の気候変動の時期で豪雨があるというよ

うなこともありますので、その点でぜひと

も用意ができるような状況をお願いしたい

と思います。これはお願いになりますけれ

ども、それと、次に説明資料の３７なんで

すけれども、ここで事業内容というところ

が概要の真ん中あたりにありまして、事務

処理のデジタル化を進めるということが明

記されておりますが、これは国のデジタル

化推進のことになるのかなと思うんですけ

ども、ちょっと確認したいと思うんです。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  この行政情報化推進事業というのは、基

本的に職員が使うパソコンとか、そういっ

たものにかかる経費です。メールを送った

り、データを共有したり、書類を作成した

りとかいろいろあるんですが、ネットで情

報を探してきたりとか、そういった部分な

んですが、そういったものをいつまでも古

いものを使っているのではなく、更新をし

て、新しいものにして業務改善、こちらの

ほうにやっていきたいなというふうに思う

ものでございまして、それが行政情報化推

進事業というところになっています。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  今回、この令和４年度では、満額、２倍

とは言いませんけれども、大きな金額が計

上されていますね。その内訳を言うてくだ

さい。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  この行政情報化推進事業の令和３年と令

和４年の予算の比較ですが、ちょっと今日

お話しさせてもらったところがあると思う

んですけれども、令和３年度の予算、これ

が1,５６８万円となって、予算説明資料上

はなっているんですが、これは令和３年度

の１１月からイントラネットの更新をした

関係でこれは経常分、４月から１０月分ま

での経費しか入っていません。１１月から

３月分に関しては、別の小事業としてイン

トラネット更新事業というのが８８９万2,

０００円という予算がありましたので、こ

れの影響で大きく差が出ていると。令和４

年度の予算、こちらのほうの行政情報化推

進事業というのは４月から３月までの１２

か月分、の計算になっていますので、それ

ぐらいの差が出ているということです。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  デジタル化推進ということには間違いが

ないと思うんですけれども、この中で国の

個人情報保護委員会というのがあって、そ

の中で一元化していく、地方自治体のほう

と一元化して、いろいろ自治体の個人情報

の見直しを求めていくというようなことが

書いてあるんですが、そういうことは求め

られてはおらないんですか。見直しという

のは緩和、個人情報の緩和というような言

い方をされておりますが。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 
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  マイナンバーとかを使った個人情報の連

携ですね、そういったものについてはいろ

いろ緩和を、これからデジタル化でいろい

ろ実務を便利なように、便利なようにとい

うふうにもっていかないといけない一方、

個人情報のほうの取扱いをそれはそれでち

ゃんと深く監視していかないといけないと

いうところがありますので、そこは個人情

報の保護のこっちはまた委員会とかがござ

いますので、そこで話をもんでいくという

ような形になるかと思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  今、各自治体でも個人情報が流れたとい

うようなことがこの間、何年かあります。

この自治体を一体化、一元化するという、

そういう方針が出ておりますので、デジタ

ル庁というのができまして、そこでデジタ

ル化で地方自治体も一体化して、全国民の

情報を把握する、そういうようなことが今

進められようとしているんですね。そうい

うところでの危険性がやはりあります。マ

イナンバーというのがその一つなんですけ

ど、それに基づいて個人情報の全般が把握

される、情報がもう集中して、国のほうに

あげていかれるということで、いざという

ときには財産やらいろんな親戚関係のこと

まで全部が掌握されるような状況で、私は

危険を感じておりまして、マイナンバーは

つくっておりませんが、そういうことがや

はり便利にいろいろ使われるということも

含めて、ここにはマイナンバーというのは

出てきてはおりませんが、その中に含まれ

ている問題として発言させてもらっている

んですけど、その点危険な状況が迫られる

ようであれば、情報の規制緩和というよう

なことが求められるならばそれは拒否して

もらいたい、そういうふうに求めておきた

いと思います。 

  それから、ごめんなさい、もう一点あり

ます。説明資料の３６ページの指定管理者

選定事業、この選定事業は１０万2,０００

円なんですが、この対象としてはどのよう

な事業ということになるんでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  一応指定管理の選定の可能性があるとい

うことで、令和４年度の可能性があるのが、

生き生きふれあいホール、生きデイという

ところですか、そこと本来であれば高山コ

ミュニティセンターも今年度に更新の予定

だったんですが、ちょっとその辺が今休館

というふうになっていて、もし令和４年度

に何らかの指定管理のお話をして、令和５

年度から例えばまた指定管理で開館すると

かいう話になったときに、令和４年度に指

定管理の選定の業務を行うことがあるので、

その２つをこの委員会を開けるような予算

を取っております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  それは動きとしては募集していくという

ことになるんですか、高山の場合は今無理

な状況ですけども、その点はどういうふう

な方針であるんでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  総務部、仙波です。 

  高山コミュニティセンターにつきまして

は、以前の全員協議会の中で状況を報告さ

せていただいたところです。これから地元

の方と要は詳細についてはいろいろ話し合
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って、地元と協調してつくるということに

なりますが、その中でもし令和４年度に指

定管理を行うということになればというこ

とでここに予算措置をしておるところでご

ざいます。まだ何も決定しておりませんの

で、これから地元と協議をしていくという

状況でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  大事なことだと思うんですね。高山はや

はり高山右近の生誕地としてまちづくりを

豊能町として売り出すというか、そういう

ふうな方向を打ち出されてきたので、沈ん

でしまったらもうまちづくり、本当豊能町

なかなかうまいこといかないと思います。

この辺でぜひ高山右近、高山のぜひともつ

くられて、皆さんが本当に見て、集客率が

前なんかは、真菜祭りでも４００人来られ

たとか、いろんな交流ができた。そういう

ところをやはり引き継げるような、そうい

うことを進めていかないといけないんです。

そこで、ぜひともこの未来ある話ができる

ように努力していっていただきたいと思い

ますし、地元とのやはり話合いが重要だと

思いますので、そこは要望でしかありませ

んけれども、せっかくこのように運営とし

ていつかはできるということであげておら

れるので、予算化は大事にして実行してい

ただきたいと思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  今のは要望でよろしいですか。 

○委員（高尾靖子君） 

  そうですね、今は要望でしかありません。 

  じゃあ、一旦切ります。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  ちょっと消防のほうに移らせてもらって

いいですか、すみません。 

  説明資料の４８ページをお願いをいたし

ます。 

  この小事業名の中のナンバー３で、消防

団車両用発電機買替事業となっていますか

な、これは高山分団と牧分団のいわゆる消

防団車両に積載している発電機の交換とい

いますか、そんなふうなことだと思うんで

すけども、この発電機そのものは、まず質

問ですが、消防団としてどのような作業に

使われる発電機というふうに捉えたらよろ

しいんでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  この発電機なんですが、分団で使うもの

なんですが、夜間に投光器とかを使ったり

するのに電源が必要になってくると思いま

すので、そこへ発電機を回して使用すると

いうことです。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  分かりました。 

  あとそれで、長年使用して動作不良とな

っていますけども、長年ってこれは何年ぐ

らいたっているんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  この前の、今あるやつは平成８年に納入

された分ですので、もう２５年以上ですか、

ぐらい経過していますので、もう買替え時

ということです。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 
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○委員（中川敦司君） 

  この消防団というのは高山以外、牧以外

にもたくさんあるとか思いますが、そうい

ったところにも当然発電機があって、もし

かしたら古いのがあって、それも徐々にへ

たっていって、いずれ交換しないかんよう

な時期が来るということなんですね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  そうですね、ほかの分団も同じようなん

ですが、やっぱり状態の悪いものから交換

する、買替えするということで、それまで

は経費もかかりますので、できるだけ使え

るものは使っていくということで、今後状

態の悪いものは徐々に整備していく形にな

ります。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  同じく今度は消防の件で、次は、すみま

せん、ページが変わって４６ページをお願

いいたします。 

  これは小事業名は消防広域化事業という

ことで、先ほど令和３年と比べて令和４年

は7,０００万円ぐらい上がっているのかな、

その内容の話がございました、退職者が増

えましたとかいうような話がございました

けども、その職員さんの人数とかそんなの

とはまた別なんですけども、毎度、毎度言

われていますけども、豊能町の消防そのも

のが箕面と一緒にやっているというような

ことで、豊能町でありながら箕面の名前が

載った救急車とか、消防自動車みたいな、

そんな感覚で、同じ広域でやっておられる

能勢やったら、豊中と一緒にやっているけ

ども、あえて能勢という名前が救急車とか

に載っているというふうな比較でそんな話

がいつも出ますけども、前も豊能という名

前を何とか救急車とかに入れられないかみ

たいな、そんなことは話があって、結局あ

かんみたいなことを言われていたと思うん

ですけども、いま一度ちょっと、もう一遍

ちょっとマグネットで豊能みたいなのをぺ

たっと貼り付けるだけでもいいから、せっ

かく豊能町としても広域連携という形で箕

面と一緒にやってお金を出しているんやか

ら、それぐらいのことをもう一遍ちょっと

言うてやらせてもらえへんのかなというの

がちょっと今の質問でございますが、いか

がなものでございましょうか。要は豊能町

の消防署ですね、そこに在中している車に

豊能というような名前が入れられないかど

うか、もう一度ちょっと確認をお願いした

いと思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  前々からそういう御要望があったという

ことで、こちらの消防の担当の者から向こ

うにはそういうようなことをお願いはして

いるんですが、やはり箕面市消防の豊能署

というのは一つの分署になりますので、あ

ちこち回したりといったらあれですけど、

使うことも考えられますので、そういった

ものも含めて、どこどこの署というのは

一々全部のところの、そこだけしか使わな

いというわけではない可能性があるので、

あえてもうそういうのは抜いているという

ことで、全く箕面市消防のものになるんと

違うかということで、組織自体が箕面市消

防本部なので、ほかのどの分署でも使える

ようにということで、そこまでの分署の名

前までは表示しないような運用をしている

ということで、ちょっとお願いはしてみた

んですが、やっぱり断られているのが現状
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です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  確かに車そのものにペイントして豊能と

書いたりすると、ちょっと消すのが大変や

から、そんな車はやっぱり豊能町でそうい

う車があるならば、それを箕面市内の消防

署へ行くとちょっと違和感があるから、そ

のときは消すのは大変やというふうなこと

になるんやろうけども、さっき私が言いま

したように、マグネットでぺたんと貼って、

豊能におるときは、在籍しているときはマ

グネットの豊能というのをつけておいて、

それが例えば来年ちょっと箕面の市内のほ

うの部署に移動になる、その車自体が、の

ときはそのマグネットシートをぺろんと剥

がしたらいけるみたいな、そんなふうなこ

とでできないものなのかなと思うんですけ

ど、いかがでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  萩原総務課長。 

○総務課長（萩原哲也君） 

  総務課、萩原です。 

  再度そういった話はさせてもらいますが、

基本的には緊急とかで使う場合とかあるの

で、ちょっとでも手間といいますか、そう

いったところは余りいいように思われない

というところがあるのかなと思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  緊急というのも分からんこともないです

けども、車そのものがここに今保管してい

るものがじゃあ、もう来年からは箕面の本

庁の消防署に所属になりますよみたいな場

合はもう完全に移動になっちゃうから、そ

のときはもう緊急とか、そんなのへったく

れ関係なく、ぺろっとそのときは外すだけ

でいいのかなと私はそう思っているんやけ

ども、緊急という意味がよう分からんです

ね。例えば豊能町に、ここにいてるけども、

例えば救急車が必要な方が箕面の町のほう

の人やって、そこへ応援に行かなあかんと

かいうふうなそういう意味合いでおっしゃ

っているんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  総務部、仙波です。 

  消防業務につきましては、以前からそう

いった御意見を頂いておりまして、その際

も多分説明をしているのかと思うんですけ

れども、要は豊能町で行う消防の業務とい

うものを箕面市に委託しているという状態

でございます。それで、豊能町の業務を要

は箕面市が行っている、その対価を人口割

等々で負担金として支払っているという状

況でございます。先ほど豊能、もちろん中

川委員おっしゃるとおり、豊能という名前

について、いろいろ御議論があったことに

ついては承知しておるんですけれども、基

本的に箕面市に委託しているそういう消防

の消防車両の運用の中で、要は何々署、

何々署、いわゆる豊能署とか、箕面に東分

署というのがあるのかどうかちょっとあれ

なんですけども、そういう分署の名前を書

いていないという、要は統一的な運用の中

で豊能署というそういう名前が今のところ

はちょっと入れるのは難しいという判断に

なっております。その辺については、何で

金払っているのにというのはもちろん重々

思いは分かるんですけども、箕面市との協

議の中でちょっとそういった事情になって

いるということを御理解いただけたらと思

います。よろしくお願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 
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○委員（中川敦司君） 

  ということは、この箕面消防に所属する

消防自動車も、救急車も一切何々署という、

その所属の場所名が記載をされていない運

用の仕方やというふうに今お伺いしました。

逆に言うと、全部どこの署に所属する車か

決めて貼るようにしたら、豊能町も貼って

もらえるということになるんですかね、そ

うしたら、豊能という名前の何か。 

○委員長（寺脇直子君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  総務部、仙波です。 

  そのような状況になるのかどうかは別な

んですけれども、もし例えばその中で、そ

れぞれの、要は支署の名前を入れるという

ことになれば、当然豊能署に配属された消

防車とか救急車両には豊能署という名前が

入ることになるのかなと思います。ただ、

現時点では今そのような状況の運用がされ

ていないということで御理解いただけたら

と思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ということは、そんなふうにしてもらえ

るような働きかけみたいなものも言えない

わけではないんですか、言えるんやったら

言うてもらったらどうかなと思うんですけ

ど。 

○委員長（寺脇直子君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  総務部、仙波です。 

  豊能町の中でそういった御意見があって、

私どもとしてもそういった思いがあるとい

うことについては伝えていきたいと思いま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  私が聞いたところ、能勢は別に豊中に委

託しているわけじゃなくて、豊中が能勢に

応援に来ている、私の聞いている範囲です

よ。だけど能勢とつけてくれている。委託

しているわけじゃないと。実際これは今能

勢町の場合は豊中に委託しているんですか、

どうでしょう、これ。 

○委員長（寺脇直子君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  総務部、仙波です。 

  能勢のほうは豊中に委託しているという

ふうにお聞きしております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  確かですね、分かりました。 

  じゃあ、同じように委託する立場であり

ながら、受ける側の豊中は能勢とつけまし

ょうと。もう一個側の箕面は駄目ですと、

この差というのはどこにあるんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  総務部、仙波です。 

  明確に何がというとちょっと今お答えで

きないんですが、当初のそういった運用の

やり方で今現在の状況に至っているという

ことになるかと思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  そうしたら、なぜか、そうしたら、箕面

がうんと言わなかった。どんなに頼んでも

うんと言わなかった。それって何なんです

かねという感じなんですけど。ですから、

私は今言ったように、やっぱり箕面にして
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も、お隣の能勢と豊中の関係も見ていただ

いて、やっぱり豊能町の表示、同じように

して、人口割で負担しているわけですから、

やはりここは説得していってほしいなと思

います。しつこく何回も聞くかもしれませ

んけども、ああ、駄目なんだ、当初からの

約束やけど、当初から受け入れてくれなか

った、トップが代われば変わるかもしれな

い、そういうふうな思いもありますのでぜ

ひ頑張っていただきたいと思います。町長、

お願いいたします、これは。 

○委員長（寺脇直子君） 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ありがとうございます。これまでも箕面

市のほうに委託をする、議員のほうからも

いわゆる所属意識というところで、豊能の

名前をというのはたくさん御意見を伺って

います。 

  ただ、前回のときに、いわゆる事務移管

をしたときの決定内容というのが、運用と

してそういう分署名は入れないということ

で決定をされているというところでござい

ましたので、今まで私のほうからは具体的

にその名前を入れるようにというような要

望というのは実は事務レベルではやってお

りますけども、私のほうからはしておりま

せんでした。今回、いわゆる帰属意識とい

うか、どこに配備されているのか、そうい

うものの必然性が本当に箕面市の中で出て

くるのか、それらも含めて、それから、指

令所も含めて事務移管をしておりますので、

そういう中で発言の機会があれば言わせて

いただきたいなというふうに思っておりま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  そうしましたら、説明資料の５０ページ

をお願いいたします。 

  小事業名が財政管理事業ということで、

適切かつ正確な財政事務を行うという、そ

ういうふうな事業概要を書いておりますが、

この上の大きな概要というところには、意

図、目的は財務会計システムによる予算編

成、執行を行うことにより、効率的な財政

運営に努める。また、地方公会計制度に対

応した財務諸表を作成するとございます。

財務諸表というのはバランスシートを含め

たあの４表のことでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  中川委員おっしゃるとおり、地方公会計

制度財務諸表のことになっております。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  そういったことにつきましては、財務会

計システム、こういったものを使ってこの

財務諸表をつくりやすくなっているという、

そういうふうな意味合いでよろしいんです

か。 

○委員長（寺脇直子君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  ここに書いてある財務会計システムとい

いますのは、各所属によって消耗品を買っ

たりとか、コピーをとったりとかという部

分の支払いとかをする、この予算編成をす

るのもそうなんですけれども、そういった

町の予算に関わる、執行に関わる部分が財

務会計システムということになっておりま
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す。 

  公会計システムというのはまた別に公会

計のシステムを導入させていただいており

まして、財務諸表につきましてはそのシス

テムを使って作成しております。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  前も言わせてもらったかも分かりません

が、結局財務諸表に落とし込む、バランス

シートに落とし込む場合に、いわゆる財産

とかありますよね。そういったものを結局

掌握しなくてはバランスシートはつくれな

い、私はそんなふうな認識をしておりまし

て、それで、予算にあがってくるもろもろ

のいろんな項目の金額、こういったものに

ついてはコスト、経費というふうな意味合

いのものと、財産に変わる、そのようなも

のと２種類に当然振り分けられると思いま

すが、私が前に言っていたのは、予算を組

む際に、いわゆるこれは財産に化けるお金

なのか、単なるコストとして消えていくも

のなのか、それを明確にして、初めにして

おくことによってこのいわゆる財務諸表を

バランスシート化しやすいのではないかみ

たいなことは言わせてもらっていますが、

そういうふうなやり方ではまだないんです

ね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  財務会計システムのほうでは、日々の支

払いとか収入をしておりまして、それの全

データを吸い上げをしまして、ＣＳＶに変

えまして、公会計システムのほうに取り込

みをして、そのコストであるとか、財産で

あるとか、という仕分けを行っている状態

です。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ＣＳＶに変えて地方公会計制度もシステ

ムのほうに入れ込むと、その地方公会計制

度のシステムそのものが振り分けできるよ

うな、そんなふうになっているということ

ですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  地方公会計のシステムは一応そうはなっ

ているんですけれども、実際には細かく修

正をしていたりとか、手作業で作業をする

部分はあるかと思いますが、大体の項目に

ついては取り込んだもので公会計の仕分け

を行っている状態です。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ということは、まだまだ手作業はあると

は今お伺いしましたけども、この財務諸表

をつくり出したのは今から５年、６年ぐら

い前かな、もうちょっと前かな、ですけど

も、その頃から比べると、結構財務諸表は

つくりやすくなった環境にはあるんですか、

システム上では。 

○委員長（寺脇直子君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  このシステムを入れましたのは令和２年

度に入れまして、令和３年度からこの作業

を行っております。今ちょっと平成２９年

までしか財務諸表を表示できていないんで
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すけれども、大阪府のほうからは、令和２

年度の決算額を優先的に作業を進めなさい

という通知がきておりまして、今、令和２

年度の決算値を使って財務諸表の作成を行

っている状態です。ただ、令和２年度いき

なり決算額を取り込んでできるかというと、

前年度からの期別とか、期末の数字が必要

になったりしますので、やはり平成２９年

のデータから３０年、令和元年の決算額と

順番に積み上げていって令和２年の作業を

していかないといけませんので、今のとこ

ろその作業は順調には進んでいるんですが、

まだ表示できていない状態で、ただ、シス

テムを使って作業するには職員の負担にと

っては少しは楽になっているのかなとは感

じているところです。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ちょっとまだ大分時間がかかるかも分か

らんけども、いずれにしても職員さんの負

担が軽減されているというふうにお伺いし

ましたので、それはええことやなと思いま

す。特にこの年度末といいますか、なって

からどたばたと仕分けしないかんというの

は非常に大変やと思うので、そういった意

味ではこのシステムが新しくなっているこ

とにより、職員さんも助かるというふうに

思いますので、それはいいことだと思いま

す。いずれにしましてもたくさん過去のあ

れが残っていますので、うまいこと時間が

かかるかも分かりませんが、処理をよろし

く、仙波部長、えらい頭下げてはりますけ

ども、よろしくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  すみません、飛びまして１６４ページと

１６５ページ、いいですよね、これ。 

  まず、会計管理事業の説明のときに４０

０万円の値上げを要求されたと、それで、

こういうふうなあれなんですけど、それは

処理数が増えたのか、それとも１件当たり

の値上げなのか、どちらなのかな。 

○委員長（寺脇直子君） 

  上西会計管理者。 

○会計管理者（上西めぐみ君） 

  出納室、上西です。 

  どの分というよりも、事務数も変わって

おります、口座振替にかかる手数料ももち

ろん入っておりますし、人件費とあとキャ

ッシュコーナーの設置といろいろな事象を

もってその金額を長年提示されてきており

ますものになります。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  全般的に豊能町の業務、いろいろあって、

大変になったから、もうちょっとこのぐら

いにしてちょうだいという話ですね。 

  確か、逆にこちら側から振り込むときは、

今の三井住友かな、その手数料は今もゼロ

ですか、町から振り込む、例えばこちらの

給料とか、そういったところは今もそうい

ったサービスを頂いているのかどうか、お

尋ねします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  上西会計管理者。 

○会計管理者（上西めぐみ君） 

  出納室、上西です。 

  基本的には一件、一件の手書き振込みに

関しては今のところ手数料はかかっており

ません。 

  ただ、１月幾らという全体の総合振込み

等々に関しては年間のものを払っておりま

す。 
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  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  分かりました。 

  そうしたら、この１６５ページの下の窓

口収納円滑化事業、これは先ほどの説明で、

自動釣銭機を導入してと書いていますけど

も、支所ですよね、これ。私、ちょっとイ

メージしたときには、自動的にこれで全部

税金やら何やらやり取りするから、あそこ

に来ている窓口というのはなくなるのかな

というふうに理解したんですけど、それは

ちょっと間違っていますか。もしあれだっ

たら、これは何台ですか。あの方はあの方

でいらっしゃるのかな。 

○委員長（寺脇直子君） 

  南吉川支所長。 

○吉川支所長（南 小百合君） 

  吉川支所、南でございます。 

  自動釣銭機は１台でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  総務部、仙波です。 

  今、三井住友銀行のほうから本庁に１名、

支所に１名という形で人員を配置していた

だいております。それで、その対価として、

今先ほど出納室の上西室長のほうから御説

明があったところです。 

  今後につきましては、来年度はこれでい

くという話をしておりまして、今後につい

てはまた令和４年度に三井住友銀行といろ

んな形でお話合いをすることになるかと思

います。そのときには、例えば支所の配置

をどうするとか、本庁の配置をどうすると

か、そういったことについては今後お話を

することなると思います。場合によっては

そういった支所への配置の、例えば銀行の

方がいらっしゃらないという選択肢もゼロ

ではないのかなと考えております。その際

にはこの申し上げた自動のレジのほうは役

立てるのではないか、ある一定の役割を果

たすのではないかと考えておりますが、現

時点ではまだどういった方向になるのかは

これからいろんな話を詰めていくという形

になろうかと思っております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  分かりました。 

  確認なんですけど、これは自動釣銭機と

いうのは自動振込みの役目もするというふ

うな理解をさせてもらっていいですか、今

のお話ですと。そうですか。お願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  南吉川支所長。 

○吉川支所長（南 小百合君） 

  吉川支所、南でございます。 

  こちらにつきましては、納付書をお持ち

になっておられる方、保険料であったりと

か、税金であったりとか、使用料ですね、

そちらのほうをセミセルフレジというんで

すけれども、お客様にお預かりしまして、

バーコードで読み取りの分につきましては

読み取りをさせていただいて、バーコード

がない分につきましては、そのままこちら

の職員のほうが手入力いたします。それで、

お客様のほうに金額の提示があって、その

金額をお客様に現金を入れていただく。そ

れで、お釣りが出てくるというものでござ

います。職員はお預かりしました納付書に

領収印を押して、納付者様のほうに領収書

をお返しするという作業をするものでござ

います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 
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  中川です。 

  その窓口収納の自動釣銭機という今お話

の続きになるかも分かりませんけれども、

あくまでも納付書、保険代とか、税金の支

払いのシート、それだけであって、例えば

住民票２００円、それから、戸籍３００円

とか、ほかにありますよね。ああいったも

のをこれで支払うという、そういう機械で

はないんですね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  南吉川支所長。 

○吉川支所長（南 小百合君） 

  今のところ、キャッシュレスの別の事業

もございまして、この自動釣銭機でやると

いうことは今のところやりません。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  次、そうしたらすみません、説明資料の

１６６ページをお願いいたします。 

  この中で、小事業名で２番目、庁舎等修

繕事業で電話交換機の交換、修繕とござい

ますが、これは本庁のここの役場のほうで

も同じような電話の交換みたいなお話がご

ざいましたけども、全く支所も同じような

内容のことというふうに考えておったらい

いのでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  南吉川支所長。 

○吉川支所長（南 小百合君） 

  吉川支所、南でございます。 

  本庁と同じく更新の時期が１０年になっ

ておりますので、本庁の電話と連携してお

りますので、一緒にさせていただきたいな

と思っております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑はございますか。 

  それでは、私のほうからちょっと何点か

質問させていただきます。 

  予算説明資料の４９ページの基金管理事

業なんですけども、ここにまず、予算書の

６２ページを開いていただくと、基金管理

事業が書いてあるんですが、そこの下に財

政調整基金とか、だっとつながっているん

ですけども、先日、豊能町の財政推計の令

和４年の基金が１９億円残高があるという

説明があったんですが、それはここに、基

金管理事業に書いている全ての一般会計の

基金を足したものが令和４年の１９億円の

基金の残高なのでしょうか、ちょっと確認

のため伺います。 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  予算説明資料４９ページの基金管理事業3,

０００万9,０００円につきましては、歳入

のほうで財産収入であるとか、寄附金の収

入ですね、それの収入があって、それを基

金に積み立てるための予算になっておりま

す。 

  基金のほうは基金という会計のほうで預

金をしておりますので、それに対して利息

がついたりしますので、その利息分を積み

立てるという事業になっております。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  基金管理事業の、確認の質問になるんで

すが。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  その財政推計のときに、基金残高１４億

円という御説明をさせていただいた、ちょ

っと今財政推計を持っておりませんので、

基金残高がちょっと分からないんですけど

も、その基金に対する収入がこの3,０００

万9,０００円ということになります。 

  以上です。 
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○委員長（寺脇直子君） 

  午前中の挨拶でもちょっと触れたんです

けども、あとちょっと財政調整基金が枯渇

しているということが監査委員から厳しく

指摘されているんですけども、ここの意図

と目的のところの歳出削減等による各種基

金へのさらなる積み増しを行うというとこ

ろで、今後、中長期の基金の積立てについ

て取り組んでいかないといけないと思うん

ですが、ここの目的と意図の歳出削減等に

よる各種基金へのさらなる積み増しを行う

というところは、今年度についてはどのよ

うに考えて取り組んでいくのでしょうか。 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

  行財政課、山内です。 

  ここの基金の積立てにつきましては、令

和２年度決算額の実質収支を全額財政調整

基金に積み立てたということであったりと

か、あとは基金の財産運用をしまして、国

債の収入があったりとかで、一応基金に対

しての収入はちょっと増えるといいますか、

増えるような施策をしまして、財政調整基

金の積立てのほうも今まででしたら実質収

支の２分の１でしたけれども、令和３年度

からは全額積み立てているというような状

況です。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  なければ、１時間ほど経過しております

ので、暫時休憩を、もうないですね、ここ

の吉川支所のところまでの質疑はもうない

でしょうか。そうしたら、暫時休憩をとり

ます。次の予算説明は６１ページからの保

険課になります。再開は４時とします。 

（午後 ３時４５分 休憩） 

（午後 ４時００分 再開） 

○委員長（寺脇直子君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  ここで委員の皆さんにお諮りしたいんで

すけれども、本日の予算特別委員会、１２

５ページの環境課まで進めていきたいので

すが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  そうしたら、それで進めさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、予算説明資料の６１ページか

ら７２ページまでの保険課、７３ページか

ら９１ページまでの健康増進課、９２ペー

ジから１０３ページまでの福祉課が所管す

る事業について御説明願います。 

  順次説明を願います。 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  保険課の関係部分のうち、主なものにつ

きまして説明いたします。 

  予算説明資料の６４ページから６８ペー

ジまでは、障害者医療費や子ども医療費な

ど、福祉医療に関する説明資料です。予算

書は８９ページから９１ページになります。 

  款３・民生費、項１・社会福祉費、目

３・老人医療助成費の１９、条例等に基づ

く扶助費１０万円、同じく目５・障害者医

療助成費の１９、条例等に基づく扶助費5,

２２５万5,０００円、目６・ひとり親家庭

医療助成費の１９、条例等に基づく扶助費

４９４万3,０００円及び目７・子ども医療

助成費の１９、条例等に基づく扶助費2,４

６７万9,０００円は、各制度の対象者の健

康保持、福祉の増進等を図るために医療費

助成を行うもので、実績等をベースとした

見込額を予算計上しております。 

  続きまして、予算説明資料の７０ページ、
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予算書の９１ページを御覧ください。 

  目９・後期高齢者医療費の２、大阪府後

期高齢者医療広域連合負担金事業３億1,９

８０万7,０００円は、後期高齢者医療にお

ける療養給付費や広域連合の事務にかかる

市町村負担分を後期高齢者医療広域連合に

納めるための費用でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。よろし

くお願いいたします。 

  私のほうからは、健康増進課の所管部分

につきまして、主に予算説明資料に基づき

まして御説明申し上げます。 

  皆さん、お手元の予算説明資料７６ペー

ジをお開きくださいませ。 

  小事業２、大阪府北摂ブロック福祉有償

運送運営協議会の運営事業でございます。 

  これにつきましては、各北摂の箕面市を

除いた９市町によりまして、毎年輪番制で

民間の主に社会福祉法人が多いんですけれ

ども、有償運送の継続でありますとか、新

規の事業を図る場がございまして、この事

務局を持ち回りしてございます。年に４回、

来年度は私ども豊能町が輪番になってござ

いまして、年に４回開催を予定しておりま

して、１３万6,０００円につきましては、

主に事務経費でございます。 

  これにつきましては、各市町より負担金

を頂きますので１３万6,０００円同額とい

うことになってございます。 

  続きまして、飛びますが、８２ページを

お開き願います。 

  １つ目の子育て支援センターの運営事業

でございます。 

  これにつきましては７万4,０００円ほど

の増額ということになってございますが、

これにつきましては公用車車検の費用、経

費ということで増額になってございます。 

  続きまして、８４ページでございます。 

  まず１つ目、子育て支援環境の充実事業

でございます。 

  この表をちょっと見ていただきますと、

何か新規事業なのかなとちょっと誤解を生

む表記になって申し訳ございませんが、昨

年度まで所管が教育委員会、子ども育成課

になってございましたので、私どもの所管

としては去年度はあげていないのでゼロと

いう記載がございますけれども、実際は同

じ事業で６５万8,０００円を取得ございま

して、来年度６５万3,０００円、マイナス

の5,０００円でございます。 

  ２つ目の子育て支援地域交流充実事業に

つきましても同じでございまして、今年度

６３万5,０００円、次年度は６３万5,００

０円、増減なしという形になってございま

す。 

  続きまして、８６ページでございます。 

  １つ目の成人健康増進事業でございます。 

  来年度、今年度と比較しますとマイナス

の１５１万9,０００円ということになって

ございます。 

  この減額につきましては、各種事業、実

績に伴いまして数字を精査したものでござ

います。 

  ２つ目の胃がん検診の実施でございます。 

  これは新規事業として、次年度より取り

組むこととなってございます。 

  内容につきましては、現在まで集団検診、

一部個別検診でのバリウムを使っての検診

をやってございましたけれども、次年度よ

り、カメラを用いた検診について実施する

予定でございます。 

  続きまして、８７ページでございます。 

  １つ目の予防接種の推進事業でございま

す。 

  これについても減額で４６０万2,０００



 

77 

円の減額になってございます。 

  これにつきましても、各種実績に伴う減

額をしてございます。 

  続きまして、８８ページ、新型コロナウ

イルスワクチンの接種体制確保事業でござ

います。 

  次年度と比較しまして8,３００万円の減

額ということになってございます。 

  これにつきましては、一応今のところ国

で示されている実施が９月ということにな

ってございます。９月までの必要な経費を

積算しましてマイナスという形になってご

ざいます。 

  続きまして、９０ページございます。 

  １つ目の子育て世代包括支援センター

（母子保健型）の運営事業でございます。 

  令和３年度と比べまして８万8,０００円

のプラスとなってございます。 

  これにつきましては新規事業といたしま

して、まさにこれからママになる方、それ

と、現役で子育てを行っているママの方を

集めまして、ヨガ教室を実施することとし

てございます。 

  最後になりますが、９１ページでござい

ます。 

  ３つ目のエレベーターの修繕事業でござ

います。 

  これは、私ども保健福祉センターで長年

使っておりますけれども、経年劣化したエ

レベーターの部品を一部更新する事業とし

て実施いたします。５９万8,０００円でご

ざいます。 

  ４つ目でございます。 

  屋内照明の照明灯の修繕事業でございま

す。 

  現在、私どものセンターの中に水銀灯で

全部で２４灯ございまして、そのうち現在

今６灯しかつかないということの状況にな

ってございますので、今まで内部的には予

算をあげてきていたんですけれども、御存

じのとおり吹き抜けになってございまして、

一つ替える経費もかなりかかるということ

で、そろそろ先ほど申し上げました数字に

なってございまして、限界が来ているとい

うことで、次年度更新するという形になっ

てございます。 

  健康増進課からは以上でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  それでは、福祉課のほうから主なものの

説明をさせていただきます。 

  まず、すみません、予算書の１８ページ

を御覧いただけますでしょうか。 

  債務負担行為になっております。 

  第３表、債務負担行為でございます。 

  第５期豊能町障害者計画等策定事業は、

令和６年度から令和１１年度までの第５期

豊能町障害者計画、令和６年度から令和８

年度の第７期豊能町障害福祉計画及び第３

期障害児福祉計画の策定に要する経費を令

和４年度から令和５年度の期間で２００万2,

０００円を計上しております。 

  続きまして、予算説明資料９９ページ、

予算書の８５ページを御覧ください。 

  障害者自立支援事業でございます。 

  小事業名、１の障害者自立支援事業（補

助事業）では、主に障害福祉サービスの給

付費を計上しております。令和４年度は３

億8,４６７万6,０００円で対前年度比4,９

３２万8,０００円増加しております。 

  主な要因は、居宅介護サービス、生活介

護サービス、施設入所支援サービス、就労

継続支援サービスの増加によるものです。 

  次に、小事業名、３の障害者システム改

修事業としまして３７０万5,０００円を計

上しております。 
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  こちらは、障害福祉サービスのデータベ

ースの構築に伴い、障害者自立支援給付支

払等システムに係るインターフェイスに障

害福祉サービスに関するデータを結びつけ

るための連結キーの追加や、障害支援区分

認定データの収集頻度及び経路の変更に伴

う障害者システムの改修を行うものです。 

  続きまして、小事業名４の障害者福祉サ

ービス請求審査適正化業務としまして、令

和４年度６３万4,０００円を計上しており

ます。 

  こちらは障害福祉制度の改定等により、

煩雑化していた障害福祉サービス請求審査

及び給付費支払事務の適正化と業務時間の

短縮を図るために障害福祉業務総合支援ソ

フトを導入するものです。 

  続きまして、予算説明資料の１０３ペー

ジ、予算書では８６ページを御覧ください。 

  障害児福祉事務事業でございます。 

  障害児通所支援等事業は児童福祉法に基

づき、障害児が身近な地域で適正な支援が

受けられるよう、サービス利用に係る支援

給付を行うものです。令和４年度は5,２７

１万2,０００円計上しており、対前年度比1,

３８３万3,０００円増加しております。 

  主な要因は、放課後等デイサービス、児

童発達支援サービスの増加によるものです。 

  説明は以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  それでは、これより質疑を行います。 

  １０３ページまでの福祉課までです。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  そうしましたら、説明資料の９９ページ

をお願いをいたします。 

  まず初めに、小事業名、ナンバー３です

ね、障害者システム改修事業ということで、

事業概要ということでいろいろと書いてい

ただいておりますけども、この中の文章の

３行目から４行目ですか、データを結びつ

けるための連結キーを追加する必要が発生

したとありますが、これは本来、こういう

機能を追加しなあかんかったけども、し忘

れてこういう問題が発生したという、そう

いうこと、それとも、今までの内容に後か

ら追加せなあかんようになったという、そ

ういうふうな意味合いなのでしょうか、ど

ちらでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  今までのシステムから新たに国のほうに

つながるシステムを追加するということに

なっております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  同じくその障害者システム改修事業の事

業概要の中の次、後半部分の説明ですけど

も、４行目かな、またというところね、障

害支援区分認定データの収集頻度及び経路

も変更とありますが、これはシステムが変

わるということで、データの収集経路が変

わるという、そういうふうな意味合いです

か、ちょっとすみません。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  まず、頻度といいますのは、年１度の頻

度で国のほうにデータを渡しておったんで

すけど、それが頻繁にデータを国のほうに

渡せるようなシステムをつくるということ

で、その経路が変わるという意味で書かせ

ていただいております。 

○委員長（寺脇直子君） 
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  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  収集頻度が今まで１回やけども、今後は

もっと増えるだろうみたいなお話でしたけ

ども、それって実際の業務に携わる職員さ

んにとっては結構あれですか、大変なこと

になるんですか、それが増えるということ

はそれだけに作業、作業と言ったらおかし

い、仕事が今までよりも増えるとかいう、

そんなふうなことになるんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  具体的なちょっとシステムの説明等はま

だ国のほうからはされていないんですけど、

年間の１度から数度に、何度かになるとい

うことで、若干の業務は増えるかとは思い

ますが、システム改修を行いますので、そ

こまで業務が負担になるというものではな

いと考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  そうしましたら、同じ９９ページの次、

小事業、４番目ですか、障害福祉サービス

請求審査適正化業務という名前になってい

まして、ここでは、この総合支援ソフトを

導入するということで書いてございまして、

それで、結局その説明の中の一番下のほう

ですけども、給付費支払事務の適正化と業

務時間の短縮を図っていくと書いてござい

ますが、どれくらいその業務の時間かな、

短縮とかできそうな、そんなものはあるん

ですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  年間の時間数なんですけど、このシステ

ムを入れることによりまして、これはおお

むねの時間ですが、約５０時間の短縮とい

うことで考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ５０時間の短縮ということやけども、短

縮、うん、なるほどと分かるんやけども、

実際今まではどれだけ、結構煩雑な仕事や

ったからこれだけかかっていたのがこれだ

けになったからその差引き５０時間みたい

な、そういうふうなものもあるんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  請求金額のチェックが何分とかいうよう

なもので、重複、提供チェックとか、利用

者負担チェックとか、いろんなチェックが

ありまして、その積み上げが何分、何分、

何分というのがあるんですけど、一応その

積み上げでおおむね５０時間という形にな

っています。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  要は１作業当たりの短縮時間が今１分か

何分か、それを全部トータルすると５０時

間になりますよと、そういう意味ですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  ほかに質疑はございますか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  秋元です。 

  説明書の１０３ページをお願いいたしま

す。 

  障害者の通所支援なんですけども1,３８
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３万円ほどあがって、多くアップしていま

すね。それに関係しているかどうか分から

ないですけど、まず、発達障害児や難聴児、

二、三歳の早期に日常生活訓練を提供する、

このあたりが充実したのかということと、

その下の放課後デイサービスなんですけど

も、障害者の居場所云々、これはちょっと

私も知識がなくて、具体的にどこでされて

いるのか、この２点をお尋ねします。詳し

くは３点ですね、1,３８３万円の充実した

のはどの部分かということですので。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  まず、1,３００万円の増加なんですけど、

これは充実をしたというよりも、利用者の

増加というもので増加しております。その

増加理由としましては、新規利用者や転入

者の増加と、あと特性に合ったサービスや

早期にサービスを利用することで状況の改

善が見込めるということの利用意識、知名

度が上がったということでこちらの増加要

因となっております。 

  まず、町内の施設につきましては、ほた

るぼしというところと、第２わととという

２つの事業所になりまして、それ以外にも

大阪とか、ほかの地域で川西とかに行かれ

ている方もおられます。町内は２か所です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  じゃあ、そういった事業所に対する支援、

そっくりそのままありがとうというか、委

託料というか、何と理解したらいいか、そ

んな感じなのか、町がこういった事業をさ

れているのかと思っていたらそうではない

んですね、そこの確認をお願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  利用者の方が事業所を使用される費用を

町で負担するという形です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑はございませんか。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  すみません、説明資料８６ページをお願

いをいたします。 

  小事業名、成人健康増進事業となってい

まして、さっき胃がん検診ができるように

なりますよというお話がございまして、非

常にありがたいなと思うんですけども、話

の中にもありましたが、バリウム検査が本

来の胃がん、バリウムを飲んで、Ｘ線でこ

こを写してという、それが従来のやり方や

けども、その従来のやり方もあるけども、

この胃カメラかな、内視鏡かな、これも平

行して使えるよという、そういうふうな意

味ですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  中川委員おっしゃるとおりで、併用して

やっていくということに結論はなるんです

が、現在でありましたら、私ども集団検診

で今年度であれば全１１回で、個別は１か

所の医療機関をバリウム検査による胃がん

検診の検査をやっていただいています。 

  御存じのとおり、皆さん、やられた方は

分かると思うんですけど、やはり高齢にな

ってくると、なかなかずっと踏ん張ったり

とかしなあかんかったり、なかなかリスキ

ーな検査になってくるのも事実でございま

す。とはいえ、内視鏡の検査について、多
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少出血される方がいらっしゃるんですけれ

ども、そこがどうなのかという比較材料は

あるんですけれども、いろんな検査の種類

と言いますか、それはやっぱり設けておく

べきではないかということで考えてござい

まして、今のところ、事業スキームにつき

ましては、予定なんですけれども、年齢満

５０歳以上の方につきまして、２年に１回

の検診ということで考えてございます。 

  例えば、今年度Ｘ線の検査を受けられた

ら、来年度は胃のカメラ、検診を受けると

いうことになりますし、今従来どおり、私

は、僕はバリウムでやるよというパターン

もあると思いますので、そういう形で新た

な検診の方法について提案をしているとい

うことでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  それで、この内視鏡を使った検査という

のが、どこでやってもらえる、いわゆる保

健センターのああいう集団検診のときにそ

こでやってもらえるのか、それとも、内視

鏡の設備が整ったどこかお医者さんに行っ

て、それで、そこのお金を補填するという、

そういうふうな意味合いなのか、その辺ち

ょっと確認をお願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  すみません、ちょっと説明が足りません

でした。 

  今考えてございますのは、市立池田病院

にて実施する予定にしてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  分かりました、ありがとうございます。 

  あと、これ、１１４万円という予算計上

されておりますが、この内視鏡を使った胃

がん検診そのものは何ぼぐらい、全額補填

じゃなくて、多分一部補填みたいなそんな

ふうな感じなのか、そのあたり金額的な部

分もちょっと説明をお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  一遍に説明をしたらよかったんですが、

申し訳ございません。もうちょっと細かい

ところを言わせていただきます。 

  今のところ考えてございますのは、費用

負担につきましては、１人2,０００円を頂

く予定をしてございます。ちなみに集団健

診では５００円でございます。これはなぜ

かといいますと、やはり経費がかかるから、

ちょっと自己負担はたくさん、５倍ほど頂

くんですけども、胃がんの検診につきまし

ては、１人当たり総額で２万2,８００円ぐ

らいのベースで考えてございます。あくま

でも予算ベースでございますが、一応そう

いう形で考えてございまして、人数につい

ては当初一応５０名でスタートさせていた

だきたいなということで考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  ほかに質疑はございませんか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ６８ページの非常に気になる文章なんで

すけど、結核児童に対して療養の給付を行

う、ちょっと上がっていますわね、５０万

円ほど。これ、実際こうしたお子さんがい

らっしゃって今回５０万円アップしたのか、
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そうじゃなくて、国か何かの動きがあって、

こういうふうにしてなったのか、６８ペー

ジ、お願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  説明資料の６８ページ。 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  今の未熟児療育医療給付事業の中で、意

図、目的のところに結核児童に対してとい

うところがあるんですけれども、すみませ

ん、こちらのほう、結核の方も対象者がい

れば給付対象となってきますけれども、事

業としては今のところメインとしては未熟

児になっております。ちょっと文章の表現

がきっちり整理されておりませんで、申し

訳ございません。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  そうすると、今回５０万円アップしたと

いうのは、赤ちゃんが生まれてくる、これ

からですわね、ですよね。だから、ちょっ

とそのあたりのこの５０万円アップという

のは、特定財源がついていますけども、ど

ういった背景からこういう金額になったの

か、質問いたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  こちらの事業は、年度によって件数等が

ばらつきがあるといいますか、多くの人数

が、多くの方がこの対象になって現れると

いうことではなく、年によって例えば５名

とか２名とかゼロ名とか、年度によって違

うんですけれども、令和２年度中の対象者

がゼロ人ということで、それまでも数年に

わたってお一人だけとか、そういった年が

続きましたので、令和３年度は予算額を少

し抑えめに計上していたんですけれども、

年度途中にちょっと続けて対象となる方が

数名現れましたので、令和３年度につきま

しては、１２月で補正予算を組ませていた

だきました。そういった経過も踏まえまし

て、やっぱり対象者は少ないけれども、一

定額は予算を確保しておこうということで、

今年度、少し予算をあげさせていただいて

いるという、そういう状況でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいでしょうか。 

  ほかに質疑はございますか。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  説明資料の９１ページをお願いします。 

  保健福祉センターの設備に関する内容が

書かれてございます。この中の小事業名の

３番、エレベーター修繕事業ということで、

部品更新とありますけども、エレベーター

のどんな部品が壊れたのか、交換せないか

んのか、その当たりの説明をお願いいたし

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  私も正直申し上げまして、機械的なとこ

ろは疎いところがございますが、毎年予算

の時期になりますと、私どもの施設にあり

ます、そういういろんな機械でありますと

か、全面的にどういう感じかという、ある

業者全般といろいろお話をさせていただい

たりしております。 

  その中で、今回のこのあげさせていただ

いておりますエレベーターの件についても、

ちょっと数年来、見直したほうがいいよと

いうことで、三菱エレベーターのほうなん
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ですけども、から言われておりまして、今

回、全面の改装ということで予算上は提案

させていただいたんですが、今後施設の動

向、施設の在り方も検討されているという

中で、この部分だけを更新すればどのよう

にも対応できるのがどこぐらいなのかとい

うことで、ちょっと事業所のほうと協議を

させていただきまして、最終的にはエレベ

ーターのかごの部分ですね、箱の部分、そ

の辺の一部改修、それとそれに係りますロ

ープで動いておりまして、そのおもりの部

分であるとか、そういう部分の一部改修を

する予定をしてございます。 

  正直申し上げまして、本当は全面的に改

修すべきなんですけれども、今後の動向も

ありますので、まずはこの部分だけ変えて

も、何かあってもずっと継続して使えてい

けるような部分について限定をさせていた

だきまして、その予算額となってございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ということは、最小限度の部品交換、こ

れはやっておかなあかんというレベルに抑

えているということですね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  委員おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ちなみに、最低限はこれだけ要りますと

いうんやけども、本当やったらこれだけあ

ったら、先ほど全面改装したいなみたいな

話もあったんやけども、金額的にはどれく

らい全面改装やったらかかるんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  今回提案させていただいている金額も含

めまして、あくまでも見積りということで、

レベルでお聞きいただきたいんですが、２

３０万円でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  １００ページお願いします。 

  障害者相談事業、これで障害者虐待防止

センターを設置する、これはどちらのほう

に設置するのでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  令和２年度に設置しました、福祉相談支

援室内に既に設置しております。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑はございませんか。 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  高尾でございます。 

  説明資料の８１ページ、豊寿荘管理事業

のところでございます。 

  若干増えておりますけれども、この予算

についてはどういう変化なのか、お聞きし

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 
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  今回全ての予算に共通することだと思う

んですが、基本的に事務的経費については

シーリングがかかってございます。ただ、

シーリングがかからない部分、例えば豊寿

荘であれば、受付業務を社会福祉協議会に

委託をさせていただいてございます。今回

人件費部分についてはちょっとプラスにな

っているところがほかの課よりも多いと思

うんですが、これは最低賃金の見直し等で、

その人件費がちょっとアップしている分に

なっています。ここだけちょっと切り抜く

と１１万円ほどアップをしているんですけ

れども、全体の精査がございますので、最

終的には２万3,０００円の増額になってご

ざいます。 

  説明は以上でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  豊寿荘での入浴はなくなりましたけれど

も、虚弱老人の方の入浴サービスという面

では生き生きふれあいホールでできるよう

にするというふうなことがあったと思うん

ですが、現在はそういう利用の方向はある

のでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  数年前にそういう御提案を差し上げたと

いうことも、私、違う課におったんですが、

聞いておりました。 

  現在のところ、利用されている方、実際

はいらっしゃいません。 

  以上でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  ちょっとさっき聞き漏らしていたところ

がありました。９１ページにまたお戻りい

ただきたいと思います、説明資料ね。 

  さっき小事業名、エレベーターの修繕事

業ということで、エレベーターの箱とおも

りかな、言うてはったけれども、これって

実際それは交換といいますか、した場合ど

れくらい工期がかかるとかいう、その当た

りは分かりますか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  結論から申し上げますと、ちょっとすみ

ません、答えとしては持っておらないんで

すけれども、ただ、私どもの施設、実は利

用頻度というのはほかの施設に比べますと

非常に低いのでございまして、当然工期に

ついてはこれから予算をお認めいただきま

したら業者と打合せをしていくわけなんで

すけども、十分事業のないときに皆様に御

迷惑がかからないような形で実施したい、

このように考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  同じそのページの４番目、屋内照明灯修

繕事業ということで、照明器具の更新とい

うことで２２６万円あがってございますが、

この照明器具そのものは保健センターのど

の部分の照明というふうに考えておったら

いいですかね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  先ほど少しだけお話しさせていただきま

した。まず、私どもの施設に入っていただ
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きまして、吹き抜けになってございます。

水銀灯がついてございまして、先ほど申し

上げましたとおり、全２４灯ございますが、

今はそのうち６灯だけしか点滅はしてござ

いません。ただ、その中でもある程度の光

量はありまして、利用はできているんです

けども、例えば季節的な問題、冬場の朝で

ありますとか、今まさに毎日曜日に接種も

させていただいているんですけども、その

ときに、天気の悪い日なんかはかなり薄暗

い感じになってございます。それを解消す

るのが一つ。 

  もう一つは、入っていただきまして、自

動扉を開きましたら上に実は電灯があるん

ですけど、ちょっと全て死んでおりまして、

それを復活させるということも考えてござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  関連の質問。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  これもエレベーター同様に工期といいま

すか、そのあたりもよろしくお願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  まだ見積りをちょっととった段階で、先

ほどと一緒なんですけど、工期については

ちょっとまだ未定な部分がございます。 

  ただ、先ほども申し上げましたとおり、

利用される方に御迷惑のかからないような

計画で進めていきたいと思ってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  新型コロナ感染症対策とあるんですけど。 

○委員長（寺脇直子君） 

  どこでしょうか。 

○委員（才脇明美君） 

  ９１ページです。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ２番目で、小事業名の感染症対策事業の

ところでよろしいでしょうか。 

○委員（才脇明美君） 

  はい、そうです。 

  ワクチン接種後遺症対策事業とかはない

んでしょうか、ないですね、考えておられ

ますでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  詳細にはここには記載はございませんけ

れども、毎年、これはコロナが始まる前に

も、実はお子様の接種についても、この委

員会で対応していきますので、毎回、開催

は２回程度できるように予算は計上してご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  ２点ほど確認させていただきます。 

  説明資料の９０ですけれども、子育て世

代包括支援センター（母子保健型）の運営

事業なんですけれども、これは子育てする

人、また、妊娠期の方ということでござい

ますけれども、里帰りでこういうことで受

けたい、支援センターのほうで受けたいと

か、そういう方への対応はされているのか

どうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 
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  健康増進課の小森でございます。 

  これは逆に里帰りの場合もございますし、

私どもに住民票があって、里帰りされて出

産される方、これも一緒なんですけども、

各これ市町村、それぞれの利用が相互で利

用できるようになってございますので、う

ちの住民さんじゃないからといって拒むこ

とはございません。 

  以上でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  ありがたいことですね、そういう方がい

らっしゃいましたので、ぜひいい話ができ

るかなと思います。 

  あと９２ページの戦没者等の援護事務事

業ですね。これに関してなんですけれども、

毎年行われておると思うんです。コロナ禍

ではちょっと難しい面もあったかと思うん

ですけれども、年々戦没者の遺族の方、高

齢化して、移動も大変だというような状況

があると思うんですが、これについての対

策、新たな対策はお考えになっておられま

すか、高齢化に対しての、移動手段はバス

を出しておられると思うんですけど、その

点はどうですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  まず実施のほうなんですけど、コロナ禍

ということで、令和２年度、３年度はコロ

ナ禍のために中止をさせていただいており

ます。 

  あと、対象者も大分減ってきているとい

うことで、高齢化も進んでいるということ

を今までから問題としていろいろ言われて

いるところではあるんですけど、場所につ

きましても、今、中央公民館で従来実施し

ております。こちら、エレベーターがない

ということで、そのあたりで場所等の変更

なりも今検討はしておるんですけど、実際

に東地区の方の出席がほとんどということ

になっておりまして、場所的にはこの東地

区のほうがいいだろうということもあるん

ですけど、西公民館まで行っていただくの

か、別の、例えばちょっとこれはまだ全然

検討段階ですけど、希望ケ丘の自治会館と

かで借りられるのかということも検討はし

ておるんですけど、今のところ例年どおり

中央公民館ということなんですけど、ちょ

っと来年度またその辺は慎重に考えたいと

思っております。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  中央公民館も危険な状況がありますね。

その点十分近いところが一番いいと思いま

すけど、やはり遺族の方は心からこういう

場をもっていただくというのはすごく感謝

されておられるので、ぜひとも続けていっ

ていただきたいと思いますし、安全な場所

の選定をぜひ考えていただき、コロナ禍で

は大変ちょっと無理な面がありますけども、

ぜひともよろしくお願いいたします。これ

は要望になりますけれども、お願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑はございませんか。 

  先ほどの関連の質問で。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  もうそろそろ形を変えたらどうかなと私

は思っています。まず先にお尋ねしたいの

は、案内件数ですね、何件ぐらい出されて

いるか。それと、参加者というのは、ここ

２年ちょっと飛んでいますけど、うち何％

というのかな、何件といったらいいかな、
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まずそこのお答えをお願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  案内件数など、今分かりますか。 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  すみません、案内件数をちょっとお時間

を頂けたらと思うんですけど、大体参加者

のほうは２０名程度で、ちょっと調べるお

時間を頂きます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  そうしたら、後で答弁をお願いします。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  昔はユーベルでされていましたよね、本

当に多かったです。だんだんやっぱり遺族

の方が亡くなっていらっしゃるし、だんだ

ん関係が遠い方だというのもひしひしと分

かるんですけども、私はやはりもうああい

う形で来ていただくことよりも、むしろお

花を贈るとか、何かお供え物を贈るとか、

そういった形にできないかなと。これは遺

族会が確かありますわね。遺族会の方たち

とはどのようなお話になっていますかしら、

この件に対して。今もやっぱりああいう形

でやってほしいという要望があるんでしょ

うか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  遺族会の会長さんともお話をさせていた

だくんですけど、やはり式典といいますか、

追悼式をやっていただきたいというような

声はありますので、それをちょっと方法を

変えてというような話に踏み込んでいくか

どうかというのも、今も大阪府でどのよう

な状況で開催しますかというような照会も

来ておるんですけど、一応今のところ、要

望がある限りは実施を町としてはしていき

たいなというふうには考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  それって今年も遺族会、式典を開催しま

すかという聞き方じゃないですよね。それ

だったらやってくださいと当然返ってきま

すわね。じゃなくて、今やはり１００件ぐ

らい出しているのかもしれない。だけども、

高齢化で実質的に２０名しか、２０名ぐら

いしかもう出席できないというその現状を

見たときに、ちょっと形を変えて、全員に

何かしら、お供えか、何かいくようなそう

いう方法に変えたいんだというふうなお話

の持っていき方というのは無理ですか。で

きたらそうしていただきたいんですが。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  まず、追悼式に対しての開催の持ってい

き方といいますか、説明なんですけど、一

応２年ぐらい前にも実施の方法につきまし

て、遺族会の方と検討といいますか、実施

方法をというような提案もさせていただい

たんですけど、そのときに、やはり今のと

ころまだやってほしいということで要望が

ございました。ただ、令和２年、３年はコ

ロナ禍のために実施はできておりません。

令和３年現在の案内といいますか、対象者

数なんですけど１７７名という形になって

おります。 

○委員長（寺脇直子君） 

  先ほどの質問の答弁ですね。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  先ほどの発送の。 

○委員長（寺脇直子君） 

  案内件数ですね、１７７件。 
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  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  秋元委員の質問に続いてなんですけど、

私は開催していただいたほうがいいと思う

んです。高齢といっても、親御さんは亡く

なられていても、御兄弟が生きておられま

す。その方たちは大体七十五、六の方で、

やっぱり待っておられます。行政のほうか

ら断るということはなかなかできないこと

じゃないかなと思うんですが。 

○委員長（寺脇直子君） 

  今の質問は、御兄弟の方もいらっしゃる

ので、開催するべきではないかという質問

でよろしいでしょうか。 

○委員（才脇明美君） 

  そうです。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  一応令和４年度につきましては、こちら

に提案させていただきましたとおり、実施

する形で行いたいと考えております。 

  ただ、今後につきましては、先ほどの意

見も踏まえてまた検討してまいりたいと考

えております。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ７２ページです。 

  国民健康保険特別会計診療所の人件費な

んですが、これは要望です。 

  ここだけに限らず、今そちらにいらっし

ゃる担当者の方は看護師さんとか、保健師

さんとか、管理栄養士さんとか、このあた

りの方々はほとんど昔で言う非常勤ね、だ

と思うんです。これは何とかなりませんか。

特に診療所なんて一人でしょう、確か正社

員。その後に看護師さん、辞めましたとす

ぐ今、看護師さんとても難しい、私も頼ま

れたけど、とても見つけられない、引く手

あまただから。となったらやっぱり人材を

大事にしていただきたい。 

  それと、管理栄養士さんにしてもそうだ

し、保健師さんもそうだと思うんです。こ

のあたりはそこにいらっしゃる、仙波部長

のところになるのだと思うんだけれども、

やはり担当課からも、もう強く、強く要望

して、応援していますから頑張ってくださ

い。本当にお願いいたしますね、これ。人

材がいなくなってしまったら後が続かない

ので、よろしくお願いします、仙波部長。 

○委員長（寺脇直子君） 

  今のは答弁はよろしいですね。 

○委員（秋元美智子君） 

  要望です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  説明資料６４ページをお願いします。 

  小事業名、老人医療費助成事業というこ

とで、令和４年で１０万2,０００円という

額になっております。これは内容を見てお

ったら、令和３年３月３１日までの経過措

置となっていますが、令和３年の末で終わ

ったものが令和４年にまた予算計上という

のは、これはどういうふうに捉えたらよろ

しいのでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  こちらの老人医療費助成事業につきまし

ては、既に事業を廃止しておりまして、令

和３年３月３１日で経過措置も終わってお
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ります。 

  ただ、制度としてはここまで、令和３年

３月３１日までに医療を受けられた方につ

いては、後払いの福祉医療の費用を支給す

るということができますので、こちらは時

効が５年となっておりますので、件数は少

ないですけれども、後から請求してこられ

る方もいらっしゃるという想定のもと、予

算計上をしております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ５年間待ちますよということなんですね、

そういう意味。ということは、令和３年３

月３１日に終わるけども、令和４年、５年、

６年、７年、８年、令和８年までもしかし

て毎年この１０万円かそこら予算計上して

いかなあかんという、そういうふうなこと

なんですかね、そうしたら。 

○委員長（寺脇直子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  状況を見て金額は下げる可能性もありま

すけれども、一定額を御用意しておいて、

時効が来るまでの間は請求があればお支払

いできるような形をとりたいと思っており

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  確認でありますけれども、恐れ入ります。 

  説明資料の６２ページですね、介護保険

支援事業で前年度と同じ１万円があがって

おりますが、この１万円というのはどうい

うものですか、ちょっと。 

○委員長（寺脇直子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  こちらの制度は、社会福祉法人が利用さ

れている利用者の方に対して、低所得者の

方に対して負担軽減を図るという事業があ

りまして、社会福祉法人がそれを実施した

ときに、市町村がその負担軽減を行ったこ

とに対して補助をするというようなもので

ございます。 

  今のところ、社会福祉法人で、近隣でこ

の事業を実施しているところがほぼなく、

対象者がずっといない状況ですので、金額

はもう抑えているんですけれども、例えば

少し離れた地域で対象者があって、請求が

あるような場合には対応ができるようにと

いうことで、枠取りという形で予算を組ま

せていただいております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  これは申請することになるんですか、今

おっしゃったように申込みか何かあればと

いうふうに、申請制になっているんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  申請していただく制度にはなっておりま

すが、以前は対象の方もかなり、かなりと

いうほどでもないんですが、数名おられ、

随分昔なんですけれども、数名いらっしゃ

いまして、そのときは大体施設に入所され

るときに、施設のほうでいろいろ話を聞い

ている中で御相談を受けて御案内というよ

うな流れが多かったように思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  次の６３ページなんですけども、介護保
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険特別会計事業勘定繰出金事業ですが、こ

れは前年度より増になっている分について

は、これはどういうあれになっている、保

険者が増えたということなのか、その点ち

ょっとお聞きします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  こちらの繰出金、今回一般会計からの繰

出金なので、様々な要素がもう全て一つの

枠に入っていますので、また詳しくは特別

会計のほうでということになりますが、給

付費などの市町村負担分なども含まれます

ので、そういったものも含めると、今回こ

れが6.３％の増額というふうになっている

んですけれども、ちょうど給付費が7.４％

ぐらいの増で計上したように思います。ち

ょっと今正確な数字ではないんですが、そ

のぐらいで組んでいたかと思います。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  団塊の世代の方が入ってくるというよう

なことも聞いたような気がするんですけど、

そういうことも含めたものなんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  ちょっとこれ、繰出金ですので、介護保

険の市町村負担分全てがここに含まれてお

りますので、ちょっとこの金額の伸びをそ

のまま説明するのが難しいんですけれども、

介護保険のほうでいいますと、ちょっとお

待ちください。 

○委員長（寺脇直子君） 

  今答えられますでしょうか、それとも。 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  ちょっと特別会計のほうの予算説明資料

になりますが、介護保険の特別会計が２１

９ページから、給付費だけで、主に給付に

係るものを見ますと、２２０ページ、もう

少しいきますね、２２１ページまでが介護

保険の特別会計の事務費と給付費に当たる

ところなんですが、こちらの給付費でいい

ますと、７番の居宅介護サービス費給付事

業から、２５番の介護保険給付関連事業、

ここまでが給付の費用負担になっておりま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  どうですか、特別会計のほうにかなり入

っていくような感じになりますか。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  そうですね、ちょっと特別会計の中身の

説明になりますので。 

○委員長（寺脇直子君） 

  そうしたら、高尾委員、詳しい質問につ

いては、特別会計のところで再度質問をし

ていただいてよろしいでしょうか。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  主に給付の伸びがそのまま伝わっている

ようなことで捉えていただけたらと思いま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑はございますでしょうか。ご

ざいませんか。 

  そうしたら、ちょっと私のほうから、６

９ページの後期高齢者医療特別会計の一般

会計からの繰出金が増加している理由と、

本町の後期高齢者が増えるピークというの

はいつ頃なのかという２点をお伺いします。 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  予算説明資料６９ページの後期高齢者医
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療の繰出金事業でございますが、こちらの

ほうは、基盤安定繰出金といいまして、保

険料の軽減を図った場合に、市町村や府が

その軽減で保険料額が下がったところを補

填するというような意味合いの繰出金でご

ざいます。 

  今回、令和３年度の当初予算から令和４

年度に２２％以上の伸びとなっているんで

すけれども、主にこれは被保険者の数が多

くなっているということと、あと世帯構成

で、軽減の対象になる方が増えているとい

うようなことが要素にあると思います。 

  実際、この金額につきましては、大阪府

全体の状況で、大阪府広域連合が算定をし

まして、その額を予算計上するというよう

な流れになっておりますので、豊能町だけ

の伸び率ということではちょっと説明がな

かなか難しいところでございます。 

  あと後期高齢者。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ピークですね、人数が増える、圧倒的に

増えるピークはいつ頃に。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  被保険者のピークでございますが、後期

高齢者人口のピークは令和１２年度、２０

３０年というふうに推計を出しております。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  それと、すみません、７２ページの診療

所のところで、ちょっと確認したいんです

が、年度赤字の見込額を一般会計が補填す

るということなんですけども、年度赤字は

どういった原因というか、その原因をまず

１点伺います、確認したい。 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  診療所における一般会計の繰入金の額な

んですけれども、こちらは赤字の補填とい

うことにはなるんですけれども、具体的に

言いますと、診療所において必要な人件費、

その他支出の費用、こちらと診療報酬等に

また交付金などの収入、こちらの差額とい

うことになります。支出のほうが診療報酬

などの収入より多い場合にはそれが赤字と

いうふうになりますので、これを一般会計

から繰り入れて補填をするということにな

ります。 

○委員長（寺脇直子君） 

  それと、次に、東地域の牧の横の亀岡市

の西別院の診療所が閉まったということで、

国保診療所に西別院の方とか、亀岡の東別

院の方が利用してもらうと収入が増えると

思うんですが、そのあたりは今どういう状

況になっているのかお伺いします。 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  西別院の診療所が閉鎖となりまして、そ

のときに少し相談などもございまして、通

院で来られている方も数名はいらっしゃる

かと思います。ちょっと具体的にそれを何

名来られたとかいうことを確認はしていな

いんですけれども、来られているというふ

うに認識しております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  例えば茨木の上音羽、希望ケ丘に隣接し

ている上音羽とかの方は来られているので

しょうか。 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  ちょっと具体的にお一人ずつ、御住所の

確認というのを集計として把握しておりま

せんので、正確にはちょっと不明なんです

けれども、近隣の方ということでは来てく

ださっている方が数名はいらっしゃるかと

思います。 

○委員長（寺脇直子君） 
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  分かりました。 

  ほかに質疑はございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  なければ、次に進んでよろしいでしょう

か。 

  それでは、予算説明資料の１０４ページ

から１０６ページまでの税務課、１０７ペ

ージから１１７ページまでの住民人権課、

１１８ページから１２５ページまでの環境

課が所管する事業について御説明願います。 

  それでは、ここで暫時休憩をします。次

の担当課と入替えもありますので、５時２

５分に再開します。 

（午後 ５時１２分 休憩） 

（午後 ５時２５分 再開） 

○委員長（寺脇直子君） 

  それでは、休憩前に引き続き、会議を開

きます。 

  次に、予算説明資料の１０４ページから

１０６ページまでの税務課、１０７ページ

から１１７ページまでの住民人権課、１１

８ページから１２５ページまでの環境課が

所管する事業について御説明を願います。 

  順次説明を願います。 

  泊税務課長。 

○税務課長（泊 進君） 

  税務課、泊です。 

  税務課が所管する予算につきまして御説

明いたします。 

  予算書７２ページ、予算説明資料は１０

４ページを御覧ください。 

  大事業名は税務管理事業、款、項、目は

総務費、徴税費、税務総務費でございます。 

  本事業では、税務事務全般に係る事業と

しまして、一般事務費及び負担金等の予算

を計上しています。令和３年度と比較して

約５０万円の増額となっていますが、この

要因としましては、この事業において、固

定資産税及び軽自動車税の収納データを令

和５年度より地方税共同機構で取り扱うこ

とになるため、その準備に係るシステムの

環境整備に伴い、負担金が増額することに

よるものです。 

  次に、予算書７３ページ、予算説明資料

１０５ページを御覧ください。 

  大事業名は町税課税事業、款、項、目は

総務費、徴税費、賦課徴収費でございます。 

  本事業において、適正な課税を行うため

の法制事務事業としましては、３つの小事

業があり、１番目の町税課税事業につきま

しては、主に一般事務費でありますが、昨

年度と比較して、消耗品等の見直しにより

約２４万円の減としています。 

  ２番目の固定資産評価替えに伴う標準宅

地鑑定事業につきましては、令和４年度の

新事業として行うものですが、令和６年度

の固定資産税の評価替えを行うに当たり、

不動産鑑定士へ標準宅地の鑑定評価を委託

するものです。 

  また、３番目の公図異動修正事業につき

ましては、閲覧等に利用されている公図に

ついて、最新の状態に修正するものを委託

するものです。 

  次に、同じく予算書の７３ページ、予算

説明資料の１０６ページを御覧ください。 

  大事業名は町税収納徴収事業、款、項、

目は先ほどと同じく総務費、徴税費、賦課

徴収費でございます。 

  構成事務事業の小事業１番目の町税収納

徴収事業では、昨年度と比較して約１７０

万円の増額としていますが、これは利用が

増加傾向にあるコンビニ決済における手数

料の増や口座振替の電送化及びクレジット

決済の導入により、手数料の増加分を見込

んだものです。 

  また、２番目の手数料キャッシュレス決

済事務事業は、窓口における証明書発行手
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数料のキャッシュレス化機器のランニング

にかかる経費でございます。 

  また、３番目の電算システム改修事業に

つきましては、地方税共同機構において、

令和５年度より固定資産税及び軽自動車税

が取扱い対応税目となることから、町税の

基幹システムである電算システムとの環境

整備に係る予算を計上しているものであり

ます。 

  出についての説明は以上です。 

  続きまして、歳入についての説明をさせ

ていただきたいと思います。 

  予算書の２６ページ、予算説明資料の７

ページのほうを御覧ください。 

  予算書２３ページに記載のとおり、町税

全体の予算額は１６億1,７３２万1,０００

円で、前年度より4,３５２万5,０００円、

率にして約2.６％の減となっています。 

  それでは、予算説明資料の７ページ、予

算書は２６ページのほうをもう一度戻って

御覧ください。 

  町税のうち、町民税については、対前年

増減率4.６％の減となっています。 

  これは近年の決算状況及び就業人口の推

移により見込んでいるものですが、特に個

人の所得割においては、所得の減少割合が

大きく、経年や人口の減少による就労者の

ほか、コロナウイルス等の感染症による経

済的な影響が原因ではないかというところ

でこのような予算の計上となっております。 

  また、法人町民税に関しましては、事業

所数の減少により、法人均等割で5.３％の

減としていますが、法人税割においては１1.

３％の増としています。これは、コロナウ

イルスの感染症の影響で社会全体の景気が

低迷しているものの、本町においては建設

業等の業種において、比較的好調であった

令和３年度の実績を考慮して増としている

ものです。 

  次に、固定資産税ですが、前年度より0.

９％の増となっています。この要因としま

しては、土地については地価の下落による

減少、家屋については評価替え後の据置き

年度に当たり、評価額に変更がないことに

加え、新築家屋の増加により微増となるこ

とを見込んでいます。 

  また、償却資産については、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受ける中小企業者

等に対する固定資産税の軽減措置の終了に

より増加となることを見込んでおります。 

  以上の点から、固定資産税全体において

は微増という形で見込んでいます。 

  続きまして、軽自動車税につきまして、

こちらのほうは前年度より6.３％の増とな

っています。 

  全体の課税台数は減少しているものの、

新規検査から１３年を経過した重課税率の

適用という増額要素等もありますので、全

体的に見て6.３％の増としています。 

  続きまして、町たばこ税についてですが、

前年度より１2.７％の減となっています。 

  この税につきましては、近年の健康志向

への傾向を考慮して減収事態税収が落ちる

のは大変かなというところで減少となる見

込みで計上しています。 

  また、町民税、固定資産税、軽自動車税

の各滞納繰越分については、過去の徴収実

績等を踏まえて計上しました。 

  町税全体に関しては、御説明は以上のと

おりとなります。 

  あと、町税以外のところで、大きく御説

明させていただきたいところがございまし

て、こちらのほう、予算書の４８ページの

ほうを御覧ください。 

○委員長（寺脇直子君） 

  予算書の４８ページでよろしいでしょう

か。 

○税務課長（泊 進君） 
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  説明資料のほうにはないんですけども、

予算書の４８ページのところで、款１７・

府支出金、項３・府委託金、目１・総務費

府委託金、節１・賦課徴収費府委託金とい

うのがございます。 

  こちらのほうは、個人府民税の取扱いに

係るものとして大阪府より交付を受けるも

ので、来年度は3,１４８万9,０００円とい

う金額を見込んでいます。 

  税務課から説明は以上です。御審議いた

だき、御決定賜りますよう、よろしくお願

いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井でございます。 

  では、主立った歳出の事業を御説明させ

ていただこうと思います。 

  予算説明資料１０７ページを御覧くださ

い。予算書は７４ページになります。 

  大事業名、戸籍事務等窓口業務事業でご

ざいます。 

  経常的経費のほか、令和４年度におきま

しては９つの臨時事業がございますが、そ

の主なものについて、予算説明資料に沿っ

て順に御説明申し上げます。 

  まず、１番、戸籍事務等窓口業務事業1,

４１２万1,０００円につきましては、新シ

ステム導入による機械器具使用料約1,１０

０万円の増額と前システムの保守管理委託

料が不要になったことによる約３００万円

の減額で差引き約８００万円の増額となっ

たものです。 

  ２番、個人番号カードタッチパネル増設

事業３２万5,０００円につきましては、マ

イナンバーカード交付者の増加等に対応す

るため、住民人権課のパネル１台を令和３

年度９月補正により導入をお願いしたもの

で、令和４年度にも使用料として計上する

ものです。 

  ３番、戸籍法改正に伴う戸籍システム改

修対応事業３２５万1,０００円につきまし

ては、戸籍法改正に伴う戸籍システムの改

修です。戸籍のデータは市町村がそれぞれ

管理しておりますが、令和６年から全国の

市町村で戸籍の交付を可能とするための準

備を進めるもので、令和３年度に改修予定

をしておりましたが、国のスケジュールの

変更により令和３年度予算を減額し、令和

４年度に計上するものです。 

  ４番、デジタル手続き法改正に伴うシス

テム改修対応事業２９１万４,０００円につ

きましては、これまでの市町村間の通知機

能のさらなる充実を図るため、市町村間の

通知というのは住民票の通知であるとか、

戸籍通知ですね、それに伴う機能の追加を

行うための経費です。 

  ５番、コンビニ交付システム導入事業９

３４万8,０００円につきましては、マイナ

ンバーカード保持者がコンビニエンススト

アで住民票と印鑑登録証明書を発行できる

よう、システムを導入するための経費です。

こちらにつきましては、令和４年度から９

年度、５年間の債務負担行為の事業となっ

ております。 

  ６番、マイナンバーカード予約管理シス

テム導入事業１２６万1,０００円につきま

しては、マイナンバーカード受取りや、電

子証明書の更新のための来庁予約をインタ

ーネットで可能とするシステムを導入する

ための経費です。 

  ７番、戸籍事務内連携対応事業1,６４９

万6,０００円につきましては、戸籍法改正

に伴う戸籍システムの改修を行うものです。

各市町村で管理しているデータの文字コー

ドなどを統一し、どの市町村でもイメージ

データを見ることができるようになります。

こちらは令和５年度、令和６年３月施行、
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運用予定とされております。 

  続きまして、１０番ですね、手数料キャ

ッシュレス決済事業につきましては、住民

票や戸籍関係書類、税の証明書などの発行

手数料の支払いを吉川支所、税務課、住民

人権課の窓口でキャッシュレス決済、クレ

ジットカードやＱＲコード決済、電子マネ

ーを利用することで住民の利便性の向上を

図ります。 

  続きまして、予算説明資料１１１ページ

を御覧ください。予算書は８１ページにな

ります。 

  男女共同参画事業でございます。 

  男女共同参画社会の実現に向けて、豊能

町男女共同参画プランの見直しを図るため、

住民意識調査や啓発セミナーを実施する経

費を計上しています。 

  なお、本事業は社会情勢の変化を受け、

女性活躍推進はもちろんのこと、誰もが性

別を意識することなく活動できる社会の実

現を目指し、女性活躍室を男女共同参画室

として事業を展開していくものです。 

  住民人権課の主立った事業の説明は以上

です。よろしく御審議いただきますよう、

お願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  星原環境課長。 

○環境課長（星原健男君） 

  環境課の星原です。よろしくお願いしま

す。 

  私のほうから、環境課の所管する主な事

業について説明させていただきます。 

  予算説明資料１２１ページを御覧くださ

い。予算書は１０３ページとなります。 

  大事業名、広域ごみ処理事業となります。 

  事業内容の２つ目、小事業名、猪名川上

流広域ごみ処理施設組合負担金事業として

２億2,９３４万2,０００円を計上しており

ます。 

  前年度と比べまして2,０２４万5,０００

円の減額となっております。 

  減額の主な要因は、起債償還終了などに

よる公債費の減額です。 

  同じく、事業内容の３つ目、小事業名、

豊能郡環境施設組合負担金事業として4,４

４４万9,０００円を計上しております。 

  前年度と比べて1,３９４万5,０００円の

増額となっております。 

  増額の主な要因は、プロパー職員の退職

手当の計上が要因です。 

  以上になります。御審議、御決定賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  これより質疑を行います。質疑はござい

ませんか。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  私のほうからは、説明資料１０５ページ

をお願いをいたします。 

  この中で、小事業２項目め、固定資産評

価替えに伴う標準宅地鑑定事業という長い

事業名がございますが、この中で、この不

動産鑑定士へ標準宅地７６地点の鑑定評価

を委託するというふうなことでございます

が、この標準宅地７６地点というのはもう

ずっと昔から同じ場所、それとも、たまに

ちょっと変えようかみたいな、そんなふう

なことにしているのか、そのあたりちょっ

と確認をお願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  泊税務課長。 

○税務課長（泊 進君） 

  税務課、泊です。 

  ７６地点につきましては、やはり経年等

を見る必要がございますので、同じ地点と

いうことになっております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 
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○委員（中川敦司君） 

  その標準宅地の鑑定評価というその鑑定

の仕方というのは私よく分からないですけ

ども、その場所は家が建っていても構へん

し、更地でも構へん、どっちでも構へんと、

そんな意味合いですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  泊税務課長。 

○税務課長（泊 進君） 

  税務課の泊です。 

  委員おっしゃるとおり、特にそういった

形状によって変わるとかいうのはございま

せん。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  あとはその宅地の状態が荒れ放題であっ

ても、きれいであっても、それはこの鑑定

評価には影響はないというふうに考えてお

ったらいいんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  泊税務課長。 

○税務課長（泊 進君） 

  税務課の泊です。 

  ７６地点につきましては、ずっと同じ地

点を経過を見ておりますので、特にそうい

った大きな影響があるということは今のと

ころございません。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  金額的に４５４万円というふうになって

いますけれども、７６地点というふうな意

味合いでいくと、単純に１点当たり６万円

みたいな鑑定評価料なのかなと思うんです

けど、そういうふうな意味合いですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  泊税務課長。 

○税務課長（泊 進君） 

  税務課の泊です。 

  おっしゃるとおり、各地点を７６で割っ

て、おおよその値段で６万円程度というよ

うな形で計上しております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  あと、その鑑定するのは当然不動産鑑定

士の方なんですけども、この鑑定士、何人

ぐらいでこれはされる予定ですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  泊税務課長。 

○税務課長（泊 進君） 

  税務課、泊です。 

  今のところ２名の鑑定士の方にお願いを

する予定にしております。お願いといいま

すか、一応公募をかけて、２名の方で鑑定

していただく予定です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ということは２名の方でそれは均等割し

たら１人当たり２２０万円ぐらいもらえる

よみたいな、そんなふうな感じなんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  泊税務課長。 

○税務課長（泊 進君） 

  税務課の泊です。 

  きれいに割れるわけではございませんの

で、おおむねという形になるかなと思いま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  あと同じ１０５ページの次、小事業名の

３の公図異動修正事業ってございます。こ

れは前回、平成２８年度、公図修正以降の

４５０筆について云々とありますけども、

公図修正そのものは、これはどういうふう



 

97 

なことやと考えておいたらいいですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  泊税務課長。 

○税務課長（泊 進君） 

  税務課の泊です。 

  閲覧等で見ていただいている図面という

か、土地の図面なんですけども、一応そう

いったところの、例えば法務局において筆

の境界が変わったところの修正とか、あと

地番においても例えば１００番台とか、１

００番になっている地番が実はちょっと間

違っておって１万１００番であったとか、

そういったところの修正とか、あと現況の

地目が、例えば宅地になっているのを農地

に変えるとか、そういった修正点をまとめ

て今回の委託事業で修正するというふうに

考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  この異動修正という作業といいますか、

それですけども、この６１万6,０００円と

いう金額ですけれども、あとこれについて

は約４５０筆だから６１万何がしだけども、

もっと修正の筆数が少なかったらこの額も

当然少なくなるというふうに考えておいた

らいいんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  泊税務課長。 

○税務課長（泊 進君） 

  税務課の泊です。 

  この金額ですけども、一応その修正点に

対してはそんなに金額は高くはないんです

けども、これはやっぱり修正した分を図面

に起こす、地図に起こして印刷して、製本

化するのに一定の費用がかかるということ

で６１万円の予算を計上させていただいて

いるところです。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ということは、この修正せないかん筆数

に応じて変わるんじゃなくて、筆数が少な

かってもそこそこ値段がかかるんだよとい

うふうなことなんですね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  泊税務課長。 

○税務課長（泊 進君） 

  税務課の泊です。 

  委員おっしゃるとおりでして、平成２８

年度以降、この間ちょっと修正はしていな

かったんですけども、やはりこういった製

本化するのには費用がかかるということで、

一定まとまった時点で今回まとめて修正を

したいという形で計上しているものです。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  次、１０６ページのこの中の３項目めか

な、小事業名、電算システム改修事業とい

うことで、システムの改修、そのシステム

の改修というのは共通の税目かな、追加と

いうことで説明がございましたけども、こ

れは全国的に展開というふうな位置づけで

はございますが、予算の特定財源的なもの

はこれはないんですけども、全国的なもの

というふうな位置づけであれば、国からの

お金があったりしてもいいんかなと思うん

ですけども、そのあたりは全くないという、

各地域で、自分たちで払ってねみたいなこ

となんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  泊税務課長。 

○税務課長（泊 進君） 

  税務課の泊です。 

  この分に関しましては、残念ながら補助

金とかはございませんので、そのほうの単

独の経費になるかと思います。 
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  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか、今の。 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  また戻るんですけど、１０５ページ、公

図異動修正事業なんですけど、これは修正

したら法務局にそのまま連絡してもらえる

んですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  泊税務課長。 

○税務課長（泊 進君） 

  税務課の泊です。 

  逆に法務局から修正があったデータを今

回見直す。法務局から修正というか、連絡

のあった箇所を地図の訂正をしたり、行う

ものです。法務局からデータを頂いた分を

ためていまして、それをまとめて今回修正

をするということです。 

○委員長（寺脇直子君） 

  才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

  それから後、各修正のあった住民に連絡

があるということですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  泊税務課長。 

○税務課長（泊 進君） 

  税務課の泊です。 

  公図のほうは閲覧できるように、今でし

たら、１階の閲覧コーナーのところでも閲

覧できるようにしております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  先ほどの中川委員の質問と一緒にしよう

と思っていたんですが、まず、１０６ペー

ジのところの電算システム2,０００万円、

もう特定財源がないということと、併せて

１０８ページのところも、戸籍法が改正す

る1,６４９万6,０００円、これもないです

わね。国のほうの動きなのに、特定財源が

つかないという意味がちょっとよく分から

ないですが、このあたりはどのように考え

ているといったら、変な言い方ですけども、

御説明いただけますか。だったらこれはや

らなければいいじゃないかと私なんか思っ

ちゃうけど、そうもいかないでしょうし、

なぜ国が出さないのか、ちょっと説明願い

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員の質問は、特定財源がついてい

ないのになぜする必要があるというか、答

えられますか、今。 

○委員長（寺脇直子君） 

  泊税務課長。 

○税務課長（泊 進君） 

  税務課の泊です。 

  すみません、先ほど私の説明でちょっと

訂正させていただきたいんですけども、す

みません、普通交付税のほうで措置されて

いるというふうに、電算システム改修事業。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  秋元委員の１０８ページの戸籍事務内連

携対応事業の件でおっしゃっていただいて

いると思うんですが、この資料をつくる段

階では特に国から何の提示もございません

でしたが、先日、国のほうから財源の措置

の目安がきまして、約1,０００万円、豊能

町ではつけることができますという連絡は

頂いておりますので、訂正させていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  国が勝手に変えるのに、市町村に負担を
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かけるというのはちょっと割に合わないな

と思ったので聞きました。 

  それと、１０７ページのコンビニの交付

システムなんですけども、これは九百何万

円かけて変えますわね、システム。私自身

はコンビニのこの交付システム、つい最近

だったような気がするので、何でまた新し

いサービスを増やすんでしょうけども、こ

ういうことになるのかがちょっと理解でき

ないですね。今後いろんな形でサービスが

増えるたんびにこのようにしてシステムを

変えていくのかなとちょっと思いましたの

で、お願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  コンビニ交付システムというのは、住民

票や印鑑登録証明書をマイナンバーカード

保持者の方がコンビニエンスストアの多目

的のコピー機で出していただける事業で、

まだちょっと豊能町ではほかの自治体が入

れておられたのですが、入れることができ

ておらず、来年度、導入の予定で事業を進

めてまいる予定でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  国のほうはマイナンバーを持ったら簡単

にとれますよと宣伝していますわね。でも、

実際自治体にはこういうふうな負担がかか

ってくるんですが、これは豊能町のコンビ

ニは１か所、２か所、そこの３か所だね。

というふうな３台分と見たらいいですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  町内のコンビニエンスストアに限らず、

全国対応していますコンビニエンスストア、

一部のスーパーなどでも、どこへ行っても

らってもマイナンバーカードと、あと暗証

番号が合致すればとっていただけるような

事業になっておりますので、３台分という

わけではなく、そのコンビニエンスストア

で書類を出していただくためのシステムの

構築の事業費です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  すみません、何度も、住民人権課、石井

です。 

  全国どこのコンビニに行ってもらっても

出せるシステムですので、例えば秋元委員

がマイナンバーカードをお持ちでしたら、

北海道のコンビニに行かはったときに、私

の住民票が要るわということが起これば出

してもらうことができる事業でございます。

年中無休で朝６時半から夜の１１時まで稼

働ということになっていますので、急な利

用の際にも対応できるということになって

います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  私の質問の仕方が悪かったわね。この9,

３４８万円。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ９３４万円ですね。 

○委員（秋元美智子君） 

  ９３４万8,０００円、これは勝手に機械

を購入するのかと思ったんです、それはシ

ステム、じゃなくて、この金額というのは、

情報がどこへ行ってもとれるように流すよ

うな形だと思うんですよね。ですから、そ

のためのこれだけ要るかどうかですよ。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 
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○住民人権課長（石井慎子君） 

  この９３４万8,０００円の主な内容です

が、大きいものはコンビニ交付のクラウド

システムというシステムがあるんですが、

その導入の業務が７００万4,８５５円です

ね、これは税込みです。あと委託料としま

して、システム保守管理の委託料がかかっ

てまいります。こちらはシステムの保守業

務としまして１４１万7,６８０円、こちら

は月々１５万7,０００円ほどの額で１月ご

とにかかるものになりますので、こちらが

大きな支出になります。あと地方公共団体

システム機構に対してクラウド運営負担金

という豊能町のデータを持ってもらうクラ

ウドの運営負担金を６９万と少々支払うこ

とになっておりますのでこのような値段に

なっております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  さっきのコンビニで住民票とか戸籍を出

せますよみたいな話、自分が旅行へ行って

おって、北海道で住民票を出すということ

はまずないと思うんやけども、私は単身赴

任とかを以前に経験したことがあって、単

身赴任している場所で例えば住民票が要る

とか、車を購入するから要るとか、そうい

うときに単身赴任先のどこかの地域のコン

ビニで必要な住民票なり戸籍がとれるよと

いう、そういうふうなことがどっちかとい

ったら一般的に、遠方で使う場合はそうい

うふうな事例なのかなと思います、そんな

感じなのでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  中川委員のおっしゃったとおりでござい

ますし、あとは豊能町の住民の方がお勤め

が結構遠くでされておられる方が多いかと

思うんです。役場の開いている時間が午前

９時から５時半、郵送請求でも住民票をと

ってもらえるんですが、印鑑登録証明書は

必ず窓口で誰かお越しくださいというふう

にお願いしていますので、その窓口にも来

ることができない、例えば休みの日なんか

もなかなか豊能町内で開けているところが

ございませんので、休日でも印鑑登録証明

書をとっていただける仕組みをつくりたい

と思いまして、この事業をあげさせていた

だいております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  このコンビニ交付システム導入というこ

とで、結局この令和４年は立ち上げの段階

なので初期費用が結構かかるという意味合

いで、そういった意味でクラウドの何たら

かんたらと言っていましたけど、それは結

局初期費用的な部分だと。そういった意味

で、令和５年以降はこれだけ毎年たくさん

かからないよと、運転資金程度でいいんで

すよという、そういうふうな意味合いでい

いんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  中川委員おっしゃってくださったとおり

です。導入費用は令和４年度だけになりま

すが、７００万円少しは来年度だけです。

あとずっとランニングコストとしてかかっ

てくるのは発行手数料、コンビニエンスス

トアでの、先ほどはちょっと大きな額では

なかったので申し上げませんでしたが、コ

ンビニエンスストアでの発行手数料が約２
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０万円ほど、これはちょっと見込みで組ん

でいますので、どれぐらいの方がとられる

かによっては変わってきます。それに合わ

せてシステム等の保守管理の委託料が月々

かかってくるものがあります。それが１５

万7,５２０円の１年分ですので約１９０万

円のランニングコスト、あとその最後負担

金ですね、クラウド運営負担金を約７０万

円、毎年お支払いするという形になってい

ますので、大体２８０万円ほど毎年ちょっ

とランニングコストがかかってくることが

見込まれます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ありがとうございます。 

  同じ１０７ページの内容での質問に移ら

せてもらいます。 

  同じ１０７ページの小事業名１番ですか、

戸籍事務等窓口業務事業ということで、額

が大きく増えていますよというその要因と

して、新しいシステム導入というふうに説

明いただいたのかなと思っておりますが、

この新しいシステムとは、導入されるシス

テムとはどういうふうなものなんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  これは豊能町の戸籍システムですね、お

のおの市町村が戸籍のシステムのサーバー

も持っていまして、そちらのサーバーの機

器の更新及びシステムの更新をしたんです

が、これが令和３年度から５年間ですね、

事業としてはさせていただく予定でして、

その機器の使用料が１か月９１万円かかり

ます、その１２か月分で1,１００万円の増

額となっています。大きな増額の理由はそ

ちらの賃借料の増加になっております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  その毎月々約９０万掛ける１２か月分が

何年間要ると言っていましたか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  ５年間、６０か月、大体機器更新という

のが５年スパンで要りますので、今の、こ

の前まで使っていたシステムも６０か月と

更新までの間はそのまま保守だけ考えて使

っていまして、ですので６０か月で支払い

をしまして、その後若干保守を延ばしてと

いう形でどこも入替えですね、豊能町もそ

のようにさせてもらいました。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  先の話になりますけど、そんなら結局今

から５年かそこらしたらまたシステムを変

えなあかんという、そういう時期が当然来

るんですよと、そういう意味ですね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  その可能性は非常に高いんですが、ただ、

近年、戸籍も住民票もほかの基幹システム

についても全国で標準化していこうという

動きが国のほうで、恐らく総務課の予算に

もあったかもしれませんが、そういう流れ

が非常に強くなってきておりますので、そ

の５年後、果たして豊能町で絶対サーバー

を持たないといけなくなるのかというとこ

ろについてはまだちょっと５年先のことで

すので分かりません。今までは戸籍法にの

っとって、自市町村の戸籍のデータという

のは必ず自分の市町村で、すごく古い考え
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方なんですが、戸籍簿は自分の市町村で必

ず保持しておくことというのが法律に書い

てあったんです。ただ、ちょっと近年の流

れとしましては、もしかするとクラウドと

かになってくるのか、もしくは国のサーバ

ーに今副本をどんどん送っていますので、

もしかすると国がそのデータの保持として

は持ってくれるようになるのかどうか、ち

ょっとこれからの動きを見ないと何とも言

えませんので、すみません、５年後の話は

確実ではございません。お願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  今度は１０８ページをお願いします。 

  説明資料１０８ページの小事業７番です

か、戸籍事務内連携対応事業、先ほどこれ

も国の絡みのやつやけども、特定財源とし

てお金がないんかみたいな質問も秋元委員

がされていましたけども、ちょっと中身的

なことを私は質問したいんですけども、こ

の説明の中で書いておりますが、本籍地以

外の市区町村データ参照が可能となる、ち

ょっとこれ僕意味が分からないけど、どう

いうことですか、例えば具体的に言うとこ

んなふうなことですというのをちょっと説

明いただきたいんですけども。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  すみません、資料なんかが枠も小さくて

もう本当にざっくり書いているので恐らく

なかなか理解が難しく見えてしまうかもし

れませんが、どういうことか具体的に申し

上げますと、本籍地以外の今は市町村にお

届けいただく際は、婚姻とか、離婚とか、

そういったお届けの場合は戸籍謄抄本、で

きたらつけてくださいみたいに皆さん持っ

てきてくださるんですが、それを添付しな

くてよくなります。全国の市町村の戸籍が、

私たち戸籍係の職員がほかの市町村の戸籍

のデータを見ることができるようになりま

すので添付が不要になるのと、あと例えば

池田に本籍がおありの方が豊能町の窓口に

来て、私の戸籍謄抄本をとりたいんですと

おっしゃってくださった場合はとっていた

だくことが可能です。 

  あと、もう一つは、現在は、これはもう

本当に市役所同士のやり取りなんですけれ

ども、戸籍の届出書というのは受け付けた

ところでまた本籍地なり、新しい本籍地な

りに郵送でやり取りという事務をしていた

んですけれども、それもデータ化して、相

手の市町村に送るという事務が可能になる

ということになっていまして、そのための

システム導入の事業になっています。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  １２５ページのし尿処理のところです。 

  この２のところなんですけども、計画的

に実施するというふうになっていますね。

ということは、長寿命化計画を立てられた

のかなとちょっと、ごめんなさい、認識が

甘くて、そうなった場合に、今回は５００

万円ほど少なくなっていますけど、この後

のことはどうなっていくのかということと、

もう一点、この収入、摂津から確か来てい

ますよね、その収入は雑入に入っているの

かなと思ったけど、ちょっと見当たらない

のでどこに収入としてあがっているのか、

お尋ねします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  星原環境課長。 

○環境課長（星原健男君） 

  環境課の星原です。 

  衛生センターの修理につきましては５年
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計画でしておりまして、令和６年が最終の

計画になっておりまして、それ以降につい

てはまだちょっと計画としてはあがってお

りません。 

  し尿処理の負担金としましては、予算書

の３５ページですね、３５ページの款１

４・分担金及び負担金の中のし尿処理費負

担金の中に2,６９６万2,０００円計上して

おります。こちらのほうが摂津市の負担に

なっております。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。そうなると、２

のほうの長寿命化のほう、令和６年で、あ

と５年、６年ということですね。この後ま

た大きなお金がここにかかるということと

受け取っていてよろしいかどうか、お聞き

します。そのときにここのところに修理と

か云々、摂津にも何かしらの御協力をいた

だくのか、この２点をお聞かせください。 

○委員長（寺脇直子君） 

  星原環境課長。 

○環境課長（星原健男君） 

  一応今現状やっている計画に基づいて修

繕しておりますけども、メーカーに確認し

たところ、あと２０年はいけるでしょうと

いうことは答えとしてもらっているんです

けども、摂津市のほうとは一応令和４年度

末で覚書が終わることになっておりますが、

それ以降についてはまた話合いという形に

なっておりますので、同じ摂津市と契約が、

覚書が延長すればまたそのときに相談させ

ていただくという形になると思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  説明資料の１１９ページをお願いいたし

ます。 

  小事業名は死獣、亡くなった動物のこと

かな、衛生害虫事業ということでこれにつ

きましては、令和４年の予算額が令和３年

よりアップはしておるんですけども、この

あたりアップした要因とか、何かあるんで

すか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  星原環境課長。 

○環境課長（星原健男君） 

  環境課の星原です。 

  こちらの９９万4,０００円予算がちょっ

とあがっておりますけども、ここに計上し

ております車の、公用車の修繕料の車検代

という形でちょっとあがっております。 

  以上です。 

○委員（中川敦司君） 

  すみません、説明資料１１９ページの犬

とか、猫の死体の引取りとかいう、そうい

うところの分。 

○委員長（寺脇直子君） 

  令和４年度が増額している理由という質

問です。説明資料の１１９ページです。 

  星原環境課長。 

○環境課長（星原健男君） 

  環境課の星原です。 

  すみません、額がちょっと間違っており

ました。９万4,０００円の増額になってお

ります、修繕料の車検料です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑はございますか。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  説明資料の１１１ページをお願いいたし

ます。 

  小事業名で男女共同参画事業という名称

がついておりまして、この事業概要の中に、
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住民意識調査及びセミナー等実施というふ

うになってございますが、このセミナーと

いうのはどんなセミナーを考えておられる

のでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  セミナーの内容ですが、まだちょっと詳

しくは考えておりませんが、男女共同参画

のそういう社会に向けての性別分担とか、

そういったことの現状とか、また課題等に

ついてのセミナー、啓発できるセミナーを

実施したいと思っております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  １１４ページの、特に１１４ページから

いきますが、もう相変わらずお茶とか、お

花とか、絵とか、講座ね、やっていらっし

ゃいますね。これというのは、福祉センタ

ーとしてやっているわけですね、福祉とし

て。もう長い間やっているから、それなり

の成果があったというふうな考えには至ら

ないんですか、今もこうやっているという

ことは、その成果がないという見方なのか、

どうもしっくりこないんですね、今ここに

予算をあげていることに対して。町の考え

をちょっとお尋ねします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  秋元委員がおっしゃってはくださって、

いつも御指摘はいただいているんですけれ

ども、ふれあい文化センターの事業の内容

について、教養文化に関する事業というの

もございまして、その成果云々ではなく、

その地域の交流なども兼ねましてさせてい

ただいている事業でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  地域間の交流というのは地域だけですね、

豊能町全体という意味ではないんですね。

ここの位置づけはどうなんですか、地域と

なったら豊能町全体を見た地域の交流を考

えているのか、そうじゃなくて、限られた

一地域をおっしゃっているのか。どうもこ

の福祉センターという意味合いと中身とが

もうしっくりこない時代になっているんじ

ゃないかなと思うので、このあたりをお尋

ねします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  すみません、地域という言葉でちょっと

とってしまわれる印象が、ごめんなさい、

人によって変わってくるかなと思いまして、

申し訳ございません。地域といいますか、

町内全域という意味で事業は展開させてい

ただいていまして、講座も全町域から来て

いただいている状態です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  この生け花とか、お茶とか、確かに広く

来ています。だから、地域というのは全体

のことをおっしゃっているんだなというの

は分かるんだけれども、そうなったときに、

それだったらもう公民館ね、公民館的な位

置づけのほうがよほどより多くの人が注目

するんですよ、この場所を。だって、実際

西なんかも公民館がなくて困っている。私

も東に来て、中央公民館に来てやる。だっ

たら、もう一個ここにこういった施設があ
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るんだということをなぜもっと広く広めて

いかないのかなと。そこの公民館にはこう

いった教養のお花やらやっていますといっ

たほうがよほどしっくりくるんだけど、何

でいつまでたってもこの福祉センターにな

っているのかな、公民館的に何とか変更で

きないんですかね、目的変更、用途変更と

かいう。いかがですか、ここ。福祉という

か、福祉ですか、ここ。 

○委員長（寺脇直子君） 

  公民館へ用途変更ができないのかという

質問ですけども、今お答えはできますでし

ょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  設置のもともとの意義といいますか、そ

ちらが人権啓発の推進及び地域福祉の向上

を図るための施設ということで設置をさせ

ていただいていますので、ちょっと公民館

とは若干目的が違うかとは思っております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  よく分かりました、最初の目的はどのよ

うに立てたか。今までやってきて、やっぱ

り人権とか、地域の福祉のある程度向上、

ちょっと変な言い方かな、ある程度そこは

満たしたと思うんです、私。じゃなくて、

町のこの施設として、より多くの人に利用

してもらう、活動してもらう場として広く

住民に注目を浴びるんだったらもう公民館

じゃないですかという質問なんです。それ

は、建ってきた今までのいきさつは十分知

っています。じゃあ、今後のことを考えた

ときに、やっぱり限られた人の、西にいた

ってそうですよ、限られた人しか得られな

い情報なんですよ、これ。じゃない、公民

館としてやっぱり広く来て、東西の交流を

図っていくというほうが私は必要じゃない

かなと思うので、これは意見ですので、そ

のことだけ、一般質問でもないですし、今

後のためにもよく含んでおいてくださいと

いうことでお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  今のは答弁はよろしいでしょうか。 

○委員（秋元美智子君） 

  よろしいです。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  高尾です。 

  今の秋元委員の質問にも関連しますが、

１１０ページです、説明資料の。 

  ここは人権啓発推進事業ということで、

事業内容が人権まちづくり協会の助成、連

携、生活人権相談事業、人権問題審議会開

催、これは私どもも参加した経験はありま

す。しかし、従来ずっと言ってきましたけ

れども、生活相談事業ですね、生活人権相

談事業、これは人権擁護委員さんに移行で

きないかということをずっと言ってきたん

ですけれども、今、相談件数というのは何

件ぐらいあったのでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  令和３年の２月末現在で２６件の相談が

ございました。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  その内容については把握されているので

しょうか。全くこれは無理な話なのかどう

か、その点をお聞きします。 

○委員長（寺脇直子君） 
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  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  例えば女性に関する相談であるとか、高

齢者の問題であるとか、その他の生活上の

相談なども含んだ件数でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  誰にでも相談できるような内容のように

受け止めるんですけれども、法律的な相談

ではないんですね、その点ちょっと。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  法律的ではないかもしれませんが、例え

ばどこの窓口、自分でこれは法律相談だな

とか、こういった相談だなと仕分けできる

方は恐らくいいのかもしれませんが、まず

は困っている方というのは自分の中で整理

ができていなかったりするので、それで、

お話を聞いて、じゃあ、こちらの相談へも

っと行かはったらどうですかとか、そうい

う相談者の気持ちの整理といいますか、今

後こういう方法でアプローチされたらどう

ですかとか、そういったアドバイスもして

おります。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  上手に答弁されますね、感心します。こ

の相談事業は西公民館のみじゃなくて、２

か所ぐらいでしてはるんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  現在は火曜と金曜日にふれあい文化セン

ター、木曜日と土曜日に西公民館の２か所、

また、電話相談は火､木、金、土の４日間、

９時から５時の間受付させていただいてお

ります。 

○委員長（寺脇直子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  この相談でじゃあ納得して、これですっ

とした、そういう形で帰られるんですか。

人権相談というような難しい人間関係とか、

いろいろ差別とか、そういうことを想像す

るんですけど、今までの人権という問題で

は。でも、そういう問題は余りなくて、単

なる解決はすぐその場でできるような、そ

ういう相談をされているということになる

のかなと思うんですけど、これに団体に対

しての補助金が出ているということに私は

ずっと以前から、いや、もうこれはやめて、

行政でもできるという話をずっとしてきま

したけれども、今のように上手に納得いく

受け答えをされたので、そういうことが十

分できるんじゃないかなというふうに思い

ましたし、もうこういう昔からという同和

問題の形を引き継いでいるという、そうい

うことはもう抜きにして、国ももうこれは

終わっていますから、同和事業というのは。

そういうところで大阪府もやめてください

と言えるようにしてほしいなと、そういう

ふうに思います。それはなかなか言えない

かもしれませんけど、どうですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  ただ、大阪府もこの相談事業については

自立支援とか、福祉の向上などを目的をも

って、地域のそういう相談事業を支援して

いきましょうという観点から、交付金、組

んでくださっていますので、それが続く間

はさせていただきたい事業だと思っており

ます。 
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○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  ほかに質疑はございますか。 

  ないようでしたら、ちょっと私から１点、

質問します。 

  １２５ページのし尿処理の事業なんです

けども、先ほど秋元委員からも質問があり

ましたけども、まず、ここの特定財源が2,

９０９万円が２つの事業にわたっているん

ですけども、これについてちょっと説明を

お願いします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  星原環境課長。 

○環境課長（星原健男君） 

  環境課の星原です。 

  こちらのほうですけども、先ほどお話し

した摂津市のし尿受付負担金という部分が

し尿処理事業と衛生センターの整備修理事

業両方にまたがっておりますので、こうい

う形で明記させていただきました。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  それと、令和６年で最終というか、そう

いう答弁だったんですけども、例えばし尿

処理をほかの市とかに委託するとかいうこ

とになると、ここの予算額というのは、場

合によっては、委託料はかかってくると思

うんですけども、削減にはなるんでしょう

か。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  住民部の大西でございます。 

  仮に委託をすればということは当然金額

は下がってくるかというのは思います。今、

先ほど来、摂津市のお話が出ておりますけ

れども、大体４,０００万円前後でこのし尿

処理というのは推移しているような状況で

す。そのうちの７割を摂津市のほうが、若

干その年によって差はあるんですが、負担

していただいておりまして、豊能町の負担

というのは３割ということですので1,２０

０万円程度、4,０００万円から考えますと、

そういう金額で推移しております。 

  そういったことから考えると、たくさん

の市町村でやれば当然管理費というのは全

体が下がってくる可能性はありますけれど

も、ただ、摂津市を受け入れるときにも、

やっぱり地域の理解というのが必要であっ

たように、もしどこかへ持っていくとしま

しても、非常にその地域の理解を得られる

かとか、あるいは他の市町村からまたさら

に豊能町に持ってくるといったときに、そ

の理解が得られるかというような問題が残

ってきますので、なかなか簡単に、金額で

申し上げるのは簡単ですけれども、実際に

その方向に動いていくというのは難しいか

なというふうに、時間がかかるかなという

ふうには考えているところです。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑はございますでしょうか。よ

ろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  それでは、以上で、１２５ページの環境

課までは終わりました。 

  ここで、お諮りいたします。 

  本日の会議は以上で終了し、延会したい

と思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれにて延会することに

決定いたしました。 

  明日は、３月１５日午前９時３０分より

会議を開きます。第１７号議案、令和４年

度豊能町一般会計予算の予算説明資料１２

６ページの建設課から始めたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 
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  本日はどうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後６時３３分 
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